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はじめに 
 
 令和７年２月 26 日に大船渡市赤崎町字合足地内で発生した林野火災は、それま

での記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風、地形等の影響により急激

に拡大し、火災の覚知から約２時間で延焼範囲は 600ha 以上にも達し、最終的には

約 3,370ha となる昭和 39 年以降では最大の林野火災となりました。 

 覚知後、急激に延焼拡大したことから、岩手県知事から消防庁長官に対して緊急

消防援助隊の応援要請がされ、直ちに消防庁長官から出動の求めが行われ、緊急消

防援助隊が出動しました。林野火災としては最大規模の 15 都道県からの緊急消防

援助隊、岩手県内応援部隊並びに地元の消防本部及び消防団が一日あたり最大約

2,100 名体制で、昼夜を分かたず消防活動等に従事しました。陸上からの消火活動

では、市街地への延焼阻止を主眼に、住家付近に延焼阻止線を設定して、予防散水

や消火活動が行われたほか、安全を確保しつつ、林野内に入っての消火活動も行わ

れました。空中からの消火活動では、延焼阻止及び消火に向け、自衛隊と連携し

て、ヘリコプターによる空中からの散水が行われました。また、大船渡市消防団

は、避難の呼びかけや避難誘導、消防隊と連携した消火や残火の処理、夜間の見回

り、被害状況の情報収集などの活動に懸命に従事しました。 

 本検討会では、これらの大船渡市林野火災における消防活動等の検証のほか、林

野火災における予防の取組の現状や、近年における火災警報の運用状況についても

議論しました。実態として火災警報の発令が低調な状況にあることや、火災警報は

罰則を伴う火の取扱制限であり発令に躊躇する消防本部の声があることなども確認

されました。 

これらを踏まえ、林野火災の予防を目的とした（仮称）林野火災注意報の創設な

ど林野火災における予防・警報のあり方、緊急消防援助隊を含めた常備消防や消防

団の体制強化、林野火災における住民避難、消火薬剤の効果的な活用など大規模林

野火災に備えた多様な技術の活用・開発、災害復旧・二次災害の防止活動について

検討を行い、今後の消防防災対策のあり方を取りまとめました。 

 今後、全国の地方公共団体・消防機関において、地域の気象特性等を踏まえた

（仮称）林野火災注意報、（仮称）林野火災警報の的確な発令や必要な車両・資機

材等の整備、林野火災に強い地域づくり、住民参加による避難訓練の実施などが着

実に実施されるとともに、消防庁を中心とした消火薬剤の効果的な活用の検討や新

技術・新装備の研究開発が確実に進められることで、消防機関等による林野火災対

応力の向上が図られていくことを願っております。 

最後に、本検討会の委員及びオブザーバーの皆様をはじめ、ご協力いただいた

方々に対し、心からお礼を申し上げます。 
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第Ⅰ章 大船渡市林野火災の概要と消防活動等の状況 

 

第１ 大船渡市林野火災の概要等 

大船渡市林野火災について、消防庁においては、消防法第 35 条の３の２の規

定に基づく消防庁長官による火災原因調査を実施した。本項では、当該調査の報

告書1に基づき、火災の概要等について記す。 

１ 火災概要 

① 火災発生日時等 

発生時刻：令和７年２月 26 日 時分不明 

覚知時刻：令和７年２月 26 日 13 時 02 分 

鎮圧時刻：令和７年３月９日 17 時 00 分 

鎮火時刻：令和７年４月７日 17 時 30 分 

② 出火場所：大船渡市赤崎町合足地内 

③ 被害状況 

延焼範囲（２月 19 日からの火災の延焼範囲を除く）：約 3,370ha 

焼損棟数：住家 90 棟（うち全焼 54 棟）、住家以外 136 棟（うち全焼 121

棟） 

死傷者数：死者１名、負傷者なし 

 

２ 出火原因 

〇 最初に火炎が確認された付近の建物の焼損が認められない一方で、当該建物

の敷地の境界付近から山林側にかけて焼損している。消防隊到着時の燃焼状況、

出火時の風向及び付近の焼損状態から、出火箇所は敷地と山林の境界付近に存

する焼損の著しい切り株付近であると考えられる。 

〇 電気設備、電気配線、取灰及びたき火については出火箇所周辺に痕跡が認め

られないことから、これらに起因する出火の可能性はない。 

○ 本火災の原因として、敷地と山林の境界の切り株付近において、煙突の火の

粉を起因として出火することは、放火及びたばこと比較して相対的に高い可能

性が認められるが、具体的な発火源、出火に至る経過及び着火物の特定には至

らない。 

 

３ 森林の概況2 

〇 被災した森林は、人工林と天然林が概ね半分程度を占める。また、人工林の

うちスギが約９割、アカマツが約１割を占め、天然林のうち広葉樹が約９割、

アカマツが約１割を占める。また、所有形態別では、私有林が被災した森林の

約７割を占める3。 

〇 一般に、冬季に落葉し樹冠に隙間がある落葉樹は林床にある落葉落枝が乾燥

 
1 詳細は資料１「令和７年２月 26 日に発生した大船渡市における林野火災に係る消防庁長官の火災原因調査報

告書（概要版）」及び「令和７年２月 26 日に発生した大船渡市における林野火災に係る消防庁長官の火災原因

調査報告書」（https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-167/05/sankou3.pdf）を参照された

い。 
2 詳細は資料２「大船渡市林野火災の被災地における森林の概況」を参照されたい。 
3
 詳細は「第１回大船渡市林地再生協議会」（令和７年５月 22 日 大船渡市）資料 

（https://www.city.ofunato.iwate.jp/uploads/contents/archive_0000004625_00/%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E5%8

D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99.pdf）を参照されたい。 

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-167/05/sankou3.pdf
https://www.city.ofunato.iwate.jp/uploads/contents/archive_0000004625_00/%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
https://www.city.ofunato.iwate.jp/uploads/contents/archive_0000004625_00/%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
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しやすいので、林野火災の発生危険度（地表火が起こる可能性）が高いといえ

る。一方、強風や傾斜などで火の勢いが増した場合、樹冠に葉や小枝が多い常

緑樹の方が燃えやすい（樹冠火が起きやすい）といえる。我が国の林野火災に

おいては地表火が多いが、樹冠火に拡大すると、被害面積が大きくなる可能性

がある。 

 

４ 気象の概況4 

○ 出火した２月 26 日の大船渡市付近は、午後からは概ね晴れの天気であっ

た。大船渡市では、２月 13 日頃から一日の最小湿度が 35％前後の空気が乾燥

した状況が続いており、２月 18 日から 26 日にかけて乾燥注意報の発表が続い

ていた。また、２月の月降水量は 2.5 ㎜で、観測史上最も少なく、特に直近８

日間は降水量が観測されなかった。 

○ 出火した後も降水がなく、乾燥した状態が続いた。３月５日から３月６日に

かけて、東北地方に接近した低気圧や前線の影響で、大船渡市でまとまった雨

や雪が降り、２日間の総降水量は 27.5 ㎜であった。 

○ ２月 26 日の朝には、岩手県全域を対象に強風注意報が発表された。26 日の

大船渡市の最大風速は 8.3 m/s（風向・北西）、最大瞬間風速は 18.1 m/s（風

向・北西）に達した。 

 

５ 延焼動態・焼け止まり 

〇 ２月 26 日 13 時 02 分の覚知後、火災は最大瞬間風速 18.1m/s の強風を受けて

火元から約 1.2 ㎞東の八ヶ森の方向へ拡大。 

〇 八ヶ森の南西の谷（スギ林）において広範囲に樹冠火を含む激しい燃焼が発

生し濃煙が立ち上がった（13 時 40 分頃）。 

〇 濃煙は風により東向きに流され、八ヶ森から約２㎞離れた田浜地区に少なく

とも３件の飛び火による火災が発生（14 時 00 分前後）。 

〇 15 時頃には、東西約７㎞周長約 30 ㎞の範囲で延焼が発生。 

〇 その後、２月 27 日及び一日あけた３月１日にも同程度の風が吹く中、一部に

飛び火を伴いつつ地表火を主体として延焼した。２月 28 日には南風が入ったた

め綾里富士の南麓に到達していた火線が追い風を受けて斜面を焼け上がり、北

へ延焼範囲が広がった。 

〇 綾里港地区では現地調査の結果、９か所の出火点が確認され、いずれも飛び

火によるものと考えられる。４か所で隣棟延焼が生じた。 

〇 地元消防本部、消防団及び岩手県内消防応援隊により、長距離送水を含む消

防活動が行われ、空地や道路、建物の防火性能を生かして延焼を阻止した。 

〇 拡大した火災に対して、消防隊による陸上からの放水及び自衛隊の大型ヘリ

を含む航空機による林野への散水が実施され、延焼阻止や消火が行われた。３

月５日に 26.5 ㎜の降水があり、極めて広範囲に及んだ火災は終息へ向かった。 

  

 
4 詳細は資料３「大船渡市の気象概況等について」を参照されたい。 
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第２ 消防活動等の状況 

１ 大船渡地区消防組合消防本部5及び大船渡市消防団6並びに岩手県内消防応援隊

の対応 

○ 大船渡市では、２月 26 日に発生した林野火災の直前に、別の２件の林野火

災が発生しており、連続するように３件の林野火災が発生した。 

○ ２月 19 日 11 時 55 分（覚知）に大船渡市三陸町綾里地内で発生した林野火

災においては、大船渡地区消防組合消防本部及び大船渡市消防団が消火活動に

あたり、21 日からは岩手県内消防応援隊の応援を受け、25 日に鎮圧した。 

○ 25 日 15 時 19 分（覚知）に陸前高田市小友町地内で発生した林野火災にお

いては、大船渡市内に延焼したため、引き続き大船渡地区消防組合消防本部及

び大船渡市消防団並びに岩手県内消防応援隊が消火活動を実施し、26 日に鎮

圧した。 

〇 26 日 13 時 02 分（覚知）に大船渡市赤崎町合足地内で発生した林野火災は

３件目の火災であり、最も大規模なものとなった。火災発生当初に災害状況の

把握を進めた際、複数地域での延焼が見られたことから、引き続き大船渡地区

消防組合消防本部及び大船渡市消防団並びに岩手県内消防応援隊が消火活動を

実施するとともに、岩手県知事が消防力の不足を早期に判断し、速やかに緊急

消防援助隊の応援要請を実施した。 

 

⑴ 大船渡地区消防組合消防本部及び大船渡市消防団 

○ 大船渡地区消防組合消防本部は合足・港地区における放水活動を行った

が、消防水利の数が限られ、災害現場から消防水利までの距離が遠く離れて

いる状況にあったことから、長距離のホース延長を行い、延焼建物への消火

活動を実施したほか、岩手県内消防応援隊が所有する大型水槽車や協定締結

先の民間事業者が所有するコンクリートミキサー車等を活用し、充水体制を

確保することにより、継続的な消火活動を実施した。 

○ さらに、保有する背負い式水のうや熱画像直視装置等の資機材を活用し、

田浜地区等において残火処理を実施した。 

○ 大船渡市消防団では、大船渡市赤崎町合足地内で発生した林野火災の発生

直後から、被害状況の情報収集、避難の呼びかけや避難誘導、消防隊と連携

した消火活動や中継送水を行ったほか、熱源の確認や残火処理、夜間の見回

りなどに従事した。 

 

⑵ 岩手県内消防応援隊 

○ 岩手県内消防応援隊は、大船渡市三陸町綾里地内で発生した１件目の林野

火災を受けて 21 日から出動し、順次部隊を増強して３件の林野火災対応に

当たった。25 日に陸前高田市小友町地内で発生した２件目の林野火災に

は、１件目に引き続き消火活動を行った。 

○ 26 日に大船渡市赤崎町合足地内で発生した３件目の林野火災の発生時に

は、２件目の林野火災の残火処理中であったが、一部の部隊を残して転戦

し、消火活動を実施した。 

○ 緊急消防援助隊到着後は、大船渡地区消防組合消防本部や緊急消防援助隊

等と連携して消防防災ヘリや防火水槽への補水作業、巡回警戒活動等を実施

 
5 詳細は資料４「大船渡地区消防組合消防本部の活動の概要等について」を参照されたい。 
6 詳細は資料５「大船渡市消防団の活動の概要等について」を参照されたい。 
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した。火災鎮圧後も残火処理活動等を行い、３月 24 日まで継続して活動を

実施した。 

  

２ 応援の状況 

⑴ 緊急消防援助隊の活動7 

○ ２月 26 日 13 時 02 分の火災覚知後、同 15 時 34 分に岩手県知事から消防

庁長官に対して緊急消防援助隊の応援要請があり、同時刻に消防庁長官から

宮城県知事及び山形県知事に対して出動の求めを行った。以後、延焼状況を

踏まえて部隊を増強し、最終的に 15 都道県から 2,454 隊 9,136 名の緊急消

防援助隊が出動した。 

地元消防本部を含め、１日あたり最大 2,100 名規模で陸上及び空中の両方

から消火活動を実施した。 

 

 
＜出動した緊急消防援助隊＞ 

・統括指揮支援隊：仙台市消防局 

・指揮支援隊：  仙台市消防局、東京消防庁、新潟市消防局、横浜市消防局 

・都道府県大隊：青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 

埼玉県、東京都、千葉県、新潟県、神奈川県（計 13 都県） 

・航空指揮支援隊：青森県 

・航空小隊： 宮城県（宮城県、仙台市消防局）、栃木県、山形県、福島県、新潟県、 

    北海道（北海道、札幌市消防局）、群馬県、神奈川県（横浜市消防局） 

・航空後方支援小隊： 埼玉県、静岡県（静岡市消防局） 

 

○ 陸上からの消火活動では、市街地への延焼阻止を主目的に活動を行った。

山林と市街地との間に延焼阻止線を設定して山林からの延焼を防御するとと

もに、安全を確保しつつ、林野内の消火活動を実施した。エリアが広いこと

から、最大で４つの方面に活動エリアを分け、それぞれに指揮支援隊及び都

道府県大隊を配置し、長期ローテーションを組んで夜間を含めて活動にあた

った。山間地における消火活動では、延焼状況の把握にドローンを活用する

とともに、使用可能な消防水利が限られていたことから、海水を利用するた

めに各種調整を行い、海水利用型消防水利システム等を活用した遠距離送水

体制を構築し、効果的な活動に努めた。火災鎮圧後は、残火処理及び巡回警

戒を継続し、再燃防止を図った。 

○ 航空部隊については、市街地方向への延焼阻止を主眼に、最大８機体制に

より空中からの消火活動を実施した。自衛隊ヘリと連携し、大型で散水量の

大きい自衛隊ヘリは主に火勢の強い林野内を、小回りが効く等の特徴がある

消防防災ヘリは主に住宅に近い地域を担当するなど役割分担し、安全を確保

しつつ連続的な散水を行った。延焼拡大が見られなくなって以降は、赤外線

カメラにより広域的に熱源探査を実施するとともに、発見した熱源への消火

活動を実施した。 

○ このような活動を、陸上部隊は３月 19 日まで、航空部隊は４月７日まで

継続的に実施8した。 

 
7 詳細は資料６「緊急消防援助隊の活動の概要と課題について」を参照されたい。 
8 大船渡市林野火災で活用された車両・資機材等の詳細は資料７「大船渡市林野火災における効果的な資機材
等について」を参照されたい。 
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⑵ 自衛隊の活動 

〇 ２月 19 日、大船渡市三陸町綾里地内において林野火災が発生し、地元消

防等による消火活動を実施するも鎮火に至らないことから、岩手県知事から

岩手駐屯地司令（東北方面特科連隊長（岩手・岩手県））に対し、林野火災

に伴う消火活動に係る災害派遣要請があり同司令はこれを受理した。陸上自

衛隊第９飛行隊（八戸・青森県）、第１ヘリコプター団（木更津・千葉県）、

航空自衛隊入間ヘリコプター救難隊（入間・埼玉県）等により、空中消火活

動等を実施し、24 日、地元消防等により対応可能となったことから、岩手

県知事から災害派遣撤収要請があり、活動を終了した。 

〇 ２月 25 日、陸前高田市小友町地内において林野火災が発生し、地元消防

等による消火活動を実施するも鎮火に至らないことから、岩手県知事から岩

手駐屯地司令に対し、林野火災に伴う消火活動に係る災害派遣要請があり同

司令はこれを受理した。陸上自衛隊東北方面航空隊（霞目・宮城県）によ

り、空中消火活動等を実施し、26 日、鎮圧が確認されたことから、岩手県

知事から災害派遣撤収要請があり、活動を終了した。 

〇 ２月 26 日、大船渡市赤崎町合足地内において林野火災が発生し、地元消

防等により消火活動を実施するも鎮火に至らないことから、岩手県知事から

岩手駐屯地司令に対し、林野火災に伴う消火活動に係る災害派遣要請があり

同司令はこれを受理した。 

〇 27 日以降、陸上自衛隊第１ヘリコプター団（木更津・千葉県）、航空自衛

隊三沢ヘリコプター空輸隊（三沢・青森県）及び航空自衛隊入間ヘリコプタ

ー空輸隊（入間・埼玉県）が消火能力の高いＣＨ－４７(最大８機体制)で空

中消火を行うとともに、陸上自衛隊東北方面航空隊（霞目・宮城県）ＵＨ－

１が空中統制や映像伝送等を実施し、最大時 11 機体制で活動を実施した。 

〇 ３月 14 日 16 時 30 分、以降の対応は地元消防等により対応可能となった

ことから、岩手県知事から岩手駐屯地司令に対し災害派遣撤収要請があり、

活動を終了した。 
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第Ⅱ章 大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方 

令和７年２月 26 日に大船渡市赤崎町字合足地内で発生した林野火災は、それまでの

記録的な降水量の少なさ、発生日前後の乾燥、強風、地形等の影響により急激に拡大

し、消防本部の覚知から約２時間で延焼範囲は 600ha 以上にも達し、最終的には約

3,370ha となる我が国の林野火災としては昭和 39 年以降最大9、約 60 年ぶりの記録的な

大規模なものとなった。 

林野火災の発生件数は、昭和 49 年に 8,351 件を記録し、以後減少傾向となり、近年

は 1,300 件前後を推移する状況であったが、令和７年２月から３月にかけては、焼損面

積 100ha を超える林野火災が大船渡市（２月 19 日覚知のもの）、山梨県大月市、熊本県

南阿蘇村、岡山県岡山市及び愛媛県今治市において相次いで発生した。 

 

このため、大船渡市林野火災における消防活動等を踏まえ、以下の四点を中心に対策

を進める必要がある。 

第一に、林野火災における予防・警報のあり方として、林野火災は発生原因の大半が

人為的な要因によることも踏まえ、たき火の届出制度や火入れの許可制度を通じたたき

火や火入れの把握、林野火災の予防上危険な気象状況になった際の周知や火の取扱いへ

の注意喚起、（仮称）林野火災注意報や消防法に基づく火災警報のうち、林野火災の予

防を目的とした（仮称）林野火災警報の的確な発令、防火指導の強化や火の使用制限の

徹底などを通じた林野火災予防の実効性の向上を図る必要がある。また、広報・啓発の

対象に応じた効果的な手法を用いた危険性が高まる時季における戦略的かつ幅広い広

報・啓発活動、森林の防火機能の向上のための植栽や消火活動に資する林道整備・測位

技術の普及などを通じた林野火災に強い地域づくりなどを推進する必要がある。 

第二に、林野火災に対応できる消防体制のあり方として、刻々と変化する延焼状況な

どの的確な情報把握、早期の応援要請・受援体制の確立、長期間の消火活動に必要な体

制・消防水利の確保や強風下における飛び火警戒などの陸上部隊の消防活動の強化、消

火効率を高める航空部隊の運用、陸上・航空部隊間や応援部隊による地元消防本部・消

防団との連携、大規模林野火災に対処できる消防団の体制強化、急激な延焼拡大に対応

した速やかな避難指示等の発令・周知等による住民避難の対応などを図る必要がある。 

第三に、大規模林野火災に備えた多様な技術の活用・開発として、諸外国や消防以外

の分野で使用される新技術・新装備等の活用事例を踏まえた研究推進、延焼シミュレー

ション技術の研究開発、消火薬剤（延焼防止剤を含む。以下同じ。）の効果的な使用方

法や健康・環境への影響に関する評価方法等の検討などの取組みを進める必要がある。 

第四に、災害復旧及び二次災害の防止活動として、被害を受けた森林について、被害

状況の把握と迅速な復旧が不可欠である。そのためには、日頃から森林所有者や境界の

情報を整理しておくこと、被災後には広域的な連携体制の構築が有用となる。また、鎮

火後の森林においては、土砂流出等の山地災害リスクが高まるおそれがあり、土砂災害

防止のための治山対策では、危険箇所の山地の荒廃状況に関する調査・点検、治山施設

の整備などの対策を適切に行う必要がある。 

 以下、今回の大船渡市林野火災を踏まえた今後の消防防災対策のあり方について、具

体的な提言を行う。 

  

 
9
 昭和 38 年に福岡県香春町で焼損面積 6,160ha の林野火災が発生した。過去の大規模な林野火災の一覧等に

ついては、資料８「林野火災の現状と予防に係る取組状況」を参照されたい。 
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第１ 林野火災における予防・警報のあり方 

１ 予防・警報のあり方10 

○ 林野火災の発生の大半がたき火や火入れといった人為的な要因によるもの

であることから、まず、平時においては、森林法に基づく火入れの許可制度
11の周知を行うとともに、たき火の届出制度を火災予防条例（例）に明確に

位置付けることなどを通じて、各消防本部がたき火や火入れの実施を把握

し、これらを行う者に対して防火指導（場合によっては消防法第３条に基づ

く措置等）を行うことが必要である。 

○ また、実際に林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、平時から

の取組に加えて、気象庁が二次細分区域（概ね市町村）を明示して火災気象

通報を発出するとともに、段階に応じて、各市町村は、火災気象通報も踏ま

えて、強い制限・罰則を伴わない注意喚起等の仕組みとして創設する（仮

称）林野火災注意報や、消防法に基づく火災警報のうち、林野火災の予防を

目的とした（仮称）林野火災警報を的確に発令し、防火指導の強化や火の使

用制限の徹底等を行うことが必要である。加えて、広範囲にわたる顕著な少

雨が確認された場合には、気象庁が「少雨に関する気象情報」により少雨の

状況を周知し、火の取扱いへの注意を呼びかけることや、さらにこの冬のよ

うに全国的な広がりがある場合には、気象庁と消防庁との合同による臨時の

記者会見等を通じた注意喚起・解説を行うことなども効果的であると考えら

れる。 

○ こうした基本的な考え方に基づき、以下に示すような具体的な対策を行う

ことで、林野火災予防の実効性を高めることが必要である。 

 

⑴ たき火の届出制度 

○ 火災予防条例（例）第 45 条において、火災とまぎらわしい煙等を発す

るおそれのある行為等の届出が規定されているが、たき火を当該規定に基

づく届出の対象としているか否かは市町村により異なる状況にある12こと

を踏まえ、火災予防条例（例）において、たき火が届出の対象であること

を明確に位置付け、各消防本部による把握を徹底し、消火準備等の防火指

導につなげることが必要である。 

○ この場合において、林野火災の発生の危険性に応じ、届出対象地域とし

て林野周辺の地域を指定したり、届出の対象時期を特定の時期に限定した

りするなど、地域特性に応じた取組とすることもできる仕組みとすること

が考えられる。また、こうした地域指定は、林野火災のハザードマップと

しても機能することから、平時からの住民への注意喚起に活用することが

考えられる。 

 

⑵ 火入れの許可制度 

○ 森林又は森林の周囲１キロメートルの範囲内の土地における火入れにつ

いては、森林法第 21 条により市町村長の許可を受けてその指示するとこ

 
10 現行の規制の概要については、資料９「林野火災予防に係る関係法令における規制の概要」を参照された
い。 

11 火入れの状況については、資料 10「森林法第 21 条による火入れの状況について」を参照されたい。 
12 消防本部等における運用の実態については、資料 11「火災警報等に関するアンケート調査結果」を参照さ

れたい。 
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ろに従ってでなければ行ってはならないとされていることについて国等に

より周知を行うとともに、火入れを行う者による消火準備等の徹底が図ら

れるよう市町村においても許可制度の周知を行うことが重要である。ま

た、火入れの許可情報について、許可する部局と消防本部において共有す

るなど情報連携の強化を促進することが必要である。 

 

⑶ （仮称）林野火災注意報の創設と的確な発令 

○ 火災の予防上危険な気象状況になった際に、住民等に対して火の使用制

限を課すことで、火災の発生を未然に防止する仕組みとして、消防法に基

づく火災警報13があるが、消防本部からは、火災警報は強い制限・罰則を

伴うため発令を躊躇する、との意見がみられる。 

 そのため、後述する（仮称）林野火災警報を発令する前段階において、

消防本部が強い制限・罰則を伴わず（林野周辺における住民の努力義務

等）に林野火災予防に係る注意喚起等を行う仕組みである（仮称）林野火

災注意報を創設し、火災予防条例（例）上に位置付けるとともに、具体的

な発令指標を設定することで、的確な発令を促すことが必要と考えられる

（発令指標の設定（案）は、消防庁が運用通知で示すことが考えられ

る。）。 

○ 発令指標の設定に当たっての基本的な考え方としては、降水が少ない状

態となり林床可燃物が乾燥すると林野火災が発生しやすい状況となり、さ

らに、それが長く続いて林床可燃物の乾燥が強まったり、空気が乾燥して

いたりすると、発生した林野火災がより延焼しやすい危険な状況になると

考えられるため、こうした状況14においては、（仮称）林野火災注意報を発

令し、注意喚起等を行うこととすることが考えられる。 

 短期間の降水に関する基準の考え方としては、幼齢林など林床に届く光

の割合が多く比較的乾燥しやすい森林では、無降水期間が１～３日程度続

くと林床可燃物の含水比が 20％以下（可燃となる水準）になるとのシミ

ュレーション結果があること、直近 20 年間の大規模な林野火災 29 事例15

のうち 25 事例で前３日間の合計降水量が１㎜以下となっていることか

ら、前３日間の合計降水量が１㎜以下であることを基準とすることが考え

られる。 

 また、長期間の降水に関する基準の考え方としては、降水が少ない状態

が 30 日間程度継続すると、スギ林等の林床可燃物の深い部分の乾燥にも

影響するなど林床可燃物の乾燥が相当程度強まると考えられること、直近

20 年間の大規模な林野火災 29 事例のうち 11 事例で前 30 日間の合計降水

量が 30 ㎜以下（日平均１㎜以下）となっていることから、前 30 日間の合

計降水量が 30 ㎜以下であることを基準とすることが考えられる。 

○ なお、林野火災の出火原因の多くは人為的なものであり、全国的な傾向

として、実際の火入れの実施や林野火災の発生は冬～春（12 月～５月）

の時期に集中していることから、直近 20 年間の大規模な林野火災 29 事例

 
13 消防本部における火災警報等に関する取組の例については、資料 12「消防本部における火災警報等及びた

き火の届出に関する取組の例について」を参照されたい。 
14 過去の大規模林野火災が発生した当時の気象状況等については、資料 13「過去の大規模林野火災における

気象状況等について」を参照されたい。 
15 直近 20 年間で 100ha 以上の焼損面積となった大規模林野火災（27 事例）並びに令和７年に長野県上田市及

び宮崎県宮崎市で発生した林野火災（２事例） 
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が１事例も発生していない 12 月を除いた１～５月の期間においては（仮

称）林野火災注意報を発令することとし、それ以外の期間については、当

該地域の気象特性等を踏まえ、市町村の判断により発令することとするこ

とが考えられる。 

 

【（仮称）林野火災注意報の発令指標の設定（案）】 

以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合 

① 前３日間の合計降水量が１㎜以下 かつ 前 30 日間の合計降水量が

30 ㎜以下 

② 前３日間の合計降水量が１㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表 

※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しないこと

も可能とすることが考えられる。 

※ 地域の気象特性等に応じて適宜発令指標に調整を加えることも可能と

することが考えられる。 

 

⑷ （仮称）林野火災警報の的確な発令 

○ 林野火災予防に万全を期すためには、消防法に基づく火災警報を発令

し、警戒パトロール等による火の使用制限の徹底を行うことが効果的であ

るが、実態として、火災警報の発令は低調な状況にある。 

このため、消防法に基づく火災警報のうち、林野火災予防を目的とした

ものについて、（仮称）林野火災警報との通称を用いることとし、林野火

災の発生・延焼危険度に着目した具体的な発令指標を設定するとともに、

火災予防条例（例）において（仮称）林野火災警報発令時の火の使用制限

の対象地域を林野火災の発生の危険性に応じて限定することを可能とする

ことで、林野火災予防に着目した的確な発令を促すことが必要である（発

令指標の設定（案）は、消防庁が運用通知で示すことが考えられる。）。 

なお、本検討会においては林野火災に着目して上記の対応を提言するも

のであるが、地域ごとの建物等の特性（例えば、防火上脆弱な材質・構造

の木造建築物が密集している等）に応じ、林野火災以外の火災について

も、各市町村が地域の実情に応じた発令指標を設定するなど必要な対応を

図ることが考えられる。 

○ 発令指標の設定に当たっての基本的な考え方としては、（仮称）林野火

災注意報の発令指標の考え方に加えて、強風の場合には、発生した林野火

災が大規模化しやすい状況になっていると考えられるため、こうした状況

においては、（仮称）林野火災警報を発令し、火の使用制限の徹底等を行

うこととすることが考えられる。 

 

【（仮称）林野火災警報の発令指標の設定（案）】 

（仮称）林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合 

※ 地域の気象特性等に応じて適宜発令指標に調整を加えることも可能と

することが考えられる。 

 

○ また、消防本部からは、火災警報発令時の火の使用制限の範囲が広いこ

とや、管轄区域内の気象状況が地域によって異なることから、火災警報の

発令がしづらい、との意見がみられる。 
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○ そのため、火災予防条例（例）を改正し、火の使用制限の項目に係る規

定ぶりを整理しつつ、（仮称）林野火災注意報も含め、林野火災の発生の

危険性に応じて対象地域を限定することを可能とすることで、（仮称）林

野火災注意報や（仮称）林野火災警報の的確な発令を促すことが必要であ

る。 

○ なお、林野火災の発生や延焼の危険度については、気温や林内の日照等

の影響もあると考えられるところであり、今後の林野火災の発生状況、研

究や技術開発の動向を注視しつつ、必要に応じ、（仮称）林野火災注意報

や（仮称）林野火災警報の発令指標の見直しに取り組んでいくことが重要

と考えられる。 

 

⑸ 消防本部による防火指導の強化 

○ 以上のような対策の実効性を担保するためには、消防本部が、たき火や

火入れ等を行う者に対して、必要に応じて消防法第３条の措置命令も活用

しながら、消火準備等の必要な防火指導を行うことが必要である。 

○ また、（仮称）林野火災注意報や（仮称）林野火災警報の発令時には、

警戒パトロール等も含め、防火指導の強化や火の使用制限の徹底を行うこ

とで、林野火災予防の実効性を高めることが必要である。 

 

⑹ 顕著な少雨が確認された際の注意喚起16 

○ 広範囲にわたる顕著な少雨が確認された場合には、気象庁が「少雨に関

する気象情報」により少雨の状況を周知し、火の取扱いへの注意を呼びか

けることや、さらにこの冬のように全国的な広がりがある場合には、気象

庁と消防庁との合同による臨時の記者会見等を通じた注意喚起・解説を行

うことなども効果的であると考えられる。その場合には、消防庁をはじめ

とする関係省庁、地方公共団体や消防機関も周知や注意喚起に努めること

とする。 

 

⑺ その他の取組 

○ 林野火災の発生はたき火や火入れによるものが中心となっているが、使

用時に火の粉が飛散するおそれのある火気設備等が原因となる場合もあ

る。そのため、こうした火気設備等の使用に当たっては、取扱説明書等に

従って適切な方法で使用することや、強風時には使用しないことを徹底す

ることが必要である。 

○ また、（仮称）林野火災注意報や（仮称）林野火災警報については、今

後の運用状況等を踏まえて、より効果的な林野火災予防対策となるよう、

必要に応じ、見直し改善に取り組んでいくことが考えられる。 

 

２ 林野火災に係る広報・啓発の強化 

○ 林野火災の予防については、その出火原因の大半が人為的な要因によるも

のであること、季節的な偏在性があること、急激に延焼する危険があること

などの林野火災の特徴に留意した効果的な広報・啓発等を行うことが必要で

ある。 

〇 広報・啓発を行う際には、その対象に応じた効果的な手法やタイミングな

 
16 詳細は資料 14「顕著な少雨時における火の取扱いへの注意喚起について」を参照されたい。 
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どに留意する必要がある。また、前述のたき火の届出制度、火入れの許可制

度、（仮称）林野火災注意報、（仮称）林野火災警報などの仕組みについて理

解を促進するための取組も重要である。 

〇 効果的な広報・啓発活動の実施については、例年３月１日から７日まで消

防庁と林野庁の主唱により実施される全国山火事予防運動の機会のほか、そ

の地方において林野火災の危険性が高まる時季における戦略的かつ幅広い広

報・啓発活動を一層強化する必要がある。 

〇 行政による広報・啓発については、消防団を含む消防機関だけでなく、防

災担当部局、林務担当部局、廃棄物処理担当部局等、幅広い部局が参画した

取組を実施することが重要である。また、効果的な広報啓発は行政だけで行

えるものではなく、地域住民などとの連携・協力が不可欠であり、自主防災

組織や女性防火クラブなど、住民や事業者などが主体となる活動も重要であ

る。 

〇 今回の大規模林野火災の発生を契機として、消防庁と林野庁は政府広報を

活用したラジオ CM、新聞広告などによる林野火災予防の広報を実施したと

ころであり、引き続き実施していくことが重要である。 

〇 また、ポスター掲示やテレビ、ラジオといった従前からの方法の活用のほ

か SNS を始めとしたインターネット媒体等も用いることにより、たき火や火

入れ等を行う行為者に限らず、都市部からのレジャーによる入山者なども含

めた広く国民に対し火の取扱いや不始末による出火の危険性・初期消火準備

の必要性などを周知して、共通した防火意識の醸成を図ることも重要であ

る。 

〇 （仮称）林野火災注意報又は（仮称）林野火災警報を発令した際の対象区

域内での市町村による適切な周知・伝達のほか、そのシーズンの降雨の状

況、同時期の国内での林野火災の発生状況なども勘案した臨時的な広報・啓

発の実施や、関係機関が密接に連携・協力して重点的な警戒パトロールなど

の取組を行うことにより、火災の未然防止、早期発見等を行うことも重要で

ある。 

〇 また、地形や植生、気象条件等に応じた林野火災の発生危険度評価手法が

開発されており、こうした技術の周知や普及を図りつつ、予防活動等におけ

る活用の効果を確認していくことも考えられる。 

  〇 これらの取組と併せて、林野火災予防資機材や初期消火資機材の市町村等

への配備、森林保全管理活動等の取組を促進することが重要と考えられる。 

 

３ 林野火災に強い地域づくり 

  ○ 森林の防火機能の向上のためには、一斉林の一部を異なるタイプの樹種に

植替えること等により、延焼しにくい多様な林相に誘導することが重要であ

る。また、病害虫による被害木を除去することにより、林内の可燃物を減ら

し、延焼の拡大を防ぐことにつながる。 

○ 消火活動に必要な林道等や、それらと一体となった防火水槽や防火林帯等

の山火事防止施設整備により、迅速な初期消火や延焼防止に資することが期

待される。 

〇 効果的な森林の防火機能向上や林野火災対策のために、林道等の配置や山

地の地形情報、樹種や森林整備状況を含む森林情報の整備を進め、地方公共

団体や関係者でこれらの情報の共有を図ることが求められる。あわせて、森

林内での活動に資する測位技術の普及や、通信技術の開発・整備等は、山林



     

12 

 

における消火活動に資すると考えられることから、それらの一層の整備や活

用の促進が重要である。 

〇 また、林野火災の発生又は拡大の危険性の高い地域において、地域の特性

に配慮しつつ、関係市町村による林野火災対策に係る総合的な事業計画を作

成し、その推進を図る林野火災特別地域対策事業の活用も考えられる。 

○ 大船渡市林野火災では、令和７年にカリフォルニア州南部で発生した林野

火災のように火災の被害が居住地にも及ぶ、森林と住宅地にまたがる WUI

（Wildland Urban Interface）火災と言われる状況が見られた。このような

状況を踏まえ、建物の防火対策の推進や空地の確保などのまちづくりにおけ

る事前対策、飛び火を考慮した消防計画など林野に近接する居住地域に視点

を置いた対応が重要になると考えられる。 
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 第２ 大規模林野火災に対応できる消防防災体制のあり方 

１ 緊急消防援助隊を含めた常備消防の体制強化 

⑴ 的確な情報把握 

○ 大船渡市林野火災では、強風等による急激な延焼拡大や飛び火による広

範囲の延焼が見られ、刻々と変化する火災の状況について、夜間も含めて

的確に把握する必要性が認識されたところである。これを踏まえ、ヘリや

ドローンなどの情報把握に資する資機材を整備するとともに、緊急消防援

助隊が出動する林野火災であれば、新設された情報統括支援隊17の活用等

により迅速で継続的な情報把握体制を構築していく必要がある。 

○ 具体的には、夜間を含めた 24 時間監視に対応できる有線タイプのドロ

ーンの整備や、ドローンを操縦する消防職員の技能向上を図るとともに、

ドローンや高所監視カメラの映像伝送・共有システムや、カメラに画像解

析 AI を組み込む等、デジタル技術による情報把握・伝達手段の活用を検

討する必要がある。 

 

⑵ 早期の応援要請 

○ 林野火災では散水量の大きい自衛隊の大型ヘリによる空中消火が有効で

あるため、当該都道府県の知事から自衛隊に災害派遣要請を行い、連携し

て消火活動に従事することが効果的である。このため、平時より消防機

関、都道府県及び自衛隊との間で連絡・情報共有体制を構築し、災害時の

円滑な要請及び活動ができるよう関係強化に努めていくべきである。 

○ 特に自衛隊の大型ヘリが活動するためには、大量の消火用水を取水する

取水点に加え、補給、整備等のための一定の地積を有する展開地や燃料車

といった大型車等が進入可能な活動基盤が必要となることを踏まえ、初動

から円滑に活動できるよう、地方公共団体は、平素の段階からヘリの活動

基盤の確保に係る準備に加え、自衛隊への災害派遣要請に先立ち、当該活

動基盤を選定しておくことが求められる。 

○ また、林野火災は、気象条件等により急激に状況が変化することが多

く、夜間にはヘリによる消火ができないことから、延焼拡大を阻止するた

め長期ローテーションを組んでの消火活動が求められる。地元消防本部

は、初動時から交代要員を考慮した上で必要な消防力を判断し、時機を逸

することなく都道府県内応援部隊の出動を要請するほか、必要な場合に

は、躊躇なく緊急消防援助隊の出動要請を行い、大規模な林野火災に的確

に対応できる体制を確保する必要がある。 

○ このためにも、林野火災に係る応援要請基準を各消防本部の受援計画で

明確化し、迅速な応援要請につながるよう担保するとともに、発災時に円

滑に受援体制を整えられるよう、受援計画に基づいた訓練を定期的に行う

必要がある。また、受援業務に当たる人員が不足すること等を想定し、都

道府県消防相互応援協定の枠組みにおいて受援業務をサポートする体制に

ついて、都道府県及び都道府県内の消防本部と協議しておく必要がある。 

○ 被災都道府県及び代表消防機関など都道府県内応援部隊の調整を行う消

防本部においては、被災地消防本部と連携の上、災害状況を把握し、必要

 
17「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」（平成 16 年２月６日策定）が

令和７年３月に改定され、緊急消防援助隊の新たな部隊として、災害に係る情報の収集及び管理を行うこと

を任務とする「情報統括支援隊」が創設された。 



     

14 

 

に応じて応援部隊の派遣を助言・調整するなど積極的な支援が求められ

る。 

 

⑶ 陸上部隊の消防活動 

   ① 長期間にわたる消火活動に必要な体制及び消防水利の確保 

○ 林野火災における陸上からの消火活動は、住民とその財産を火災被害

から守ることが主目的となる。火災の発生している林野と市街地との間

の適切な箇所に延焼阻止線を設けて市街地への延焼を防御するととも

に、隊員の安全を確保しつつ消火活動及び残火処理に長期ローテーショ

ンを組んで従事することが基本となることから、これらの活動を的確に

行うことができるだけの十分な人員や車両・資機材を確保する必要があ

る。 

その際、林野火災では飛び火による火災の発生も想定されることか

ら、人員等の確保にあたり、突発的な飛び火火災への緊急対応のほか、

周辺への飛び火警戒にも対応できる余裕を持った体制の確保が重要であ

る。 

○ 林野火災では、山間部において発生するため水利が限られ、消火栓も

限りがあることが多いことから、水利確保が課題である。海や河川等の

自然水利を消防用水として活用できる海水利用型消防水利システムのほ

か、大型水槽付き放水車等の水利確保に有効な車両の整備を進める必要

がある。 

また、車両が進入できない林野内にも送水や放水が可能となるよう、

大型仮設水槽をはじめとした資機材等の充実強化も重要である。 

さらに、建設業等の民間事業者等が所有するコンクリートミキサー車

やコンクリートポンプ車等の車両の活用に関して協定等を締結しておく

など、消防用水の確保等に関する民間事業者等との連携も強化する必要

がある。 

 

   ② 山間部での部隊投入と消火活動 

○ 山間部では複雑な地形や狭隘な道が多く、進入に課題があることか

ら、人員・資機材を搬送するための悪路走破性の高い車両を配備する必

要がある。このため、山林内でも走破性が高く、簡易水槽やポンプ、背

負い式消火水のうなどの資機材を搭載した林野火災対応ユニット車を整

備していくことが必要である。また、民間事業者等と連携の上、林業等

で使用される重機等を資機材搬送等に活用することも考えられる。 

○ また、樹木や落ち葉等に覆われて燃焼箇所が不明確になりがちな林野

内では、消火活動を行う地点を確定し、消火効果を確認する上でドロー

ンの熱源探査や熱画像直視装置を用いた活動が効果的であることから、

これらの林野火災対応において有効な資機材の更なる整備が必要であ

る。 

○ 延焼が広範囲に及ぶ林野火災においては、間接消火（延焼抑止に重点

を置いた消火法）や残火処理も含め、後述するように、消火効果を高め

るための消火薬剤の活用も検討していく必要がある。 

○ さらに、今回の林野火災では、一度消火活動を行った箇所での再燃が

頻出したことを踏まえ、確実な残火処理のために必要な背負い式消火水

のう等の資機材を整備していく必要がある。 
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  ③ 強風下における林野火災時の飛び火警戒 

○ 大船渡市林野火災では、記録的な少雨や強風等により急激な延焼拡大

や飛び火による広範囲の延焼が見られ、同時多発的に住家への被害が発

生したことから、これらへの対策について勘案し飛び火警戒要領を見直

すことが重要である。 

○ 飛び火警戒要領の見直しにあたっては、前述した的確な情報把握、早

期の応援要請、長時間にわたる消火活動に必要な体制及び消防水利の確

保に加え、以下の各号に掲げる事項について勘案した要領とすることが

重要である。 

 (i) 延焼危険の高い建物等及びその付近への予防散水 

・過去の消防研究所（現：消防研究センター）の実験18から、あらか

じめ可燃物に水をまいておくことで、火の粉による着火を防ぐこと

ができると認められることから、飛び火が飛来する可能性のある地

域等においては、予防散水を行うことで、飛び火による火災の発生

を防ぐ効果が期待できる。 

・火点からの距離に応じ、効果的な予防散水を実施するため、現場最

高指揮者は、火勢、風向き、風速、飛び火距離等を踏まえ、飛び火

による延焼のおそれがあるエリア・建物等を判断し、機動的に放水

できる部隊を配備しておくことが重要である。 

・延焼阻止線付近などの危険性が高い場所等では、消防が予防散水を

行うとともに、火点から離れていても風向きや風速等によっては飛

び火が飛来する可能性があるエリアにおいては、地域住民が自主防

災組織等と協力して事前に自ら建物等への予防散水を行うなどの自

主的な取組を行うことが重要である。 

(ⅱ) 地域住民の飛び火火災に対する防火意識の向上 

・飛び火の発生に対し、地域住民と消防機関が適時適切に対応できる

ようにするため、平時から、延焼防止のため必要なときは消防機関

が予防散水を行う場合があることについて周知し理解を求めておく

とともに、地域住民に対し、飛び火により着火しやすい箇所（瓦屋

根、軒裏、植栽等）や飛び火が発生している状況下での行動（窓閉

め、予防散水、避難等）についての啓発を行うことが重要である。 

   

④ 林野火災に対応した安全管理 

○ 前述のとおり、林野火災は気象条件等により急激に状況が変化すると

ともに、特に夜間の延焼拡大を阻止するため昼夜を通じて消火活動に従

事する必要があることから、隊員の疲労管理が重要となる。このため、

早期に長期ローテーションを確立し、隊員の活動時間を組織的に管理す

る必要がある。 

○ また、滑落、落石、倒木、野生動物対策をはじめ、遭難や火煙に囲ま

れる危険性までも想定した安全管理が求められるため、山間地特有の安

全管理について対応要領の整理と周知を行うとともに、可搬式の照明な

ど安全管理に資する資機材の整備が必要である。緊急消防援助隊にあっ

 
18 消防研究所（2004）「林野火災の発生危険度と拡大を予測するシステムの開発に関する研究報告書」、146－

151 頁 
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ては、新設された安全管理部隊19を活用し、安全管理を徹底すべきであ

る。 

 

⑷ 航空部隊による消火活動 

〇 航空機による空中消火は、陸上部隊が進出困難な複雑な地形や狭隘な山

間部における林野火災において効果的な消火手段であることから、安全に

十分留意した上で活動空域に見合う十分な機数を確保し、連続的な散水に

努めるなど消火効率を高める運用が重要である。 

○ また、大型で散水量の大きい自衛隊ヘリが出動している場合には、火勢

の強い箇所を担当してもらう等、消防防災ヘリとの間で活動区域と役割分

担を適切に行うことが重要である。 

〇 他方で、今回の林野火災では火勢が強く延焼拡大が続いたことを踏ま

え、現在の火炎付近への消火活動（直接消火）に加えて諸外国で行われて

いる間接消火を組み合わせることや、散水量を高めるための有効な機体・

資機材の検討、消火薬剤の活用などの散水効果を高める方策の関係機関と

連携した検討など、様々な方策について検討していくことが必要である。 

その際、直接消火と間接消火を組み合わせた場合に安全管理面からどう

空域を設定するか、消火薬剤を散布する場合にどのように水源付近を回避

するかなど、航空部隊特有の運用上の諸課題があることから、これらにつ

いても十分に検討することが必要である。 

〇 あわせて、消防防災ヘリの増強と人員の確保、資機材の整備などによる

航空消防防災体制の充実強化を図っていく必要がある。 

 

⑸ 陸上部隊と航空部隊との確実な連携、地元消防本部及び消防団との連携強

化  

○ 林野火災では、陸上と空中の両方から消火活動を行うことから、航空部

隊が把握した延焼状況を陸上部隊に確実に共有することや、空中からの散

水で陸上部隊が負傷しないための安全管理など、陸上部隊と航空部隊との

連携が特に重要である。このため、衛星通信機器も活用して、全ての場所

で情報伝達が可能な体制を確立する必要がある。また、情報統括支援隊を

含めた指揮支援部隊が中心となり、WEB やデジタル資機材等も活用してヘ

リベースや現場部隊と頻繁に情報共有の場を設定することなどにより、活

動方針を十分に共有し、効果的な活動につなげていく必要がある。大船渡

市林野火災では、グリッド図を活用することにより陸上部隊・航空部隊間

で活動方針、活動場所、活動時間等を効果的に共有できていたことから、

今後、グリッド図の作成要領を策定し、活用を促していくべきである。 

○ また、他都道府県から応援に来る緊急消防援助隊が効果的に活動できる

よう、地元を熟知した地元消防本部及び消防団と情報共有を密にし、連携

強化を図ることが重要である。  

 
19「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画（平成 16 年２月６日策定）」が

令和７年３月に改定され、緊急消防援助隊の新たな部隊として、被災地において緊急消防援助隊が行う消防

活動に関し、隊員の安全管理を行うことを任務とする「安全管理部隊」が創設された。 
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２ 消防団の体制強化 

○ 今回の林野火災のように、飛び火等により広範囲に延焼し、大規模な火災

となれば長期間の対応が求められるため、地域に密着した消防団の力は重要

であり、その果たす役割は極めて大きい。 

○ 大船渡市林野火災においては、消防団は、２月 26 日以前に発生した火災

への対応が続いていた中、自らも被災しながら、地域住民の命や財産を守る

ため、被害状況の情報収集、避難の呼びかけや避難誘導、消防隊と連携した

消火、熱源の確認や残火の処理、夜間の見回りなど、懸命な活動を展開し

た。特に、消防団員から大船渡市の防災部局に提供された SNS 画像・映像に

より、大船渡市による地域住民の迅速な避難指示の発令につながるなど、地

域住民の命を左右する極めて重要な初動対応を行った。 

○ 一方、こうした活動を通じて、消防隊等と連携できる情報伝達体制の構築

や大規模火災に的確に対処できる体制の強化、大規模火災に対応するために

必要な資機材の整備のほか、消防団と同様に地域防災力の中心的役割を担う

自主防災組織等と連携した取組について更に促進する必要があることが確認

されたところである。 

 

(1) 消防隊等と連携できる情報伝達体制の構築 

○ 今回の林野火災では、消火活動など迅速な対応が求められていた中、配備

されている通信機器が不足していたことや、一部の地域が不感地帯であった

ために無線機や携帯電話が使用できず、情報伝達に支障があった事例が確認

された。 

○ このため、消防隊との連携や分団間の連携を確実に行うため、現場の状況

を迅速に情報伝達できる体制づくりに向け、電波が通じない状況も想定した

対策が必要であることから、電波が届かない不感地帯をあらかじめ把握する

とともに、当該地域にも対応した訓練等を実施するほか、当該地域でも連絡

手段を確保する観点から、衛星通信機器も活用した情報伝達手段の充実を図

る必要がある。 

 

(2) 大規模火災に的確に対処できる体制の強化 

○ 現場の状況に応じて、無限水利の活用や中継送水への迅速な対応、早期の

退避判断による安全確保といった対応に当たっては、地元を熟知し、過去の

火災を教訓に平時に実施している訓練が活かされた。他方、長期間の活動と

なったことにより交代で対応する必要があったが、経験が少ない等の理由か

ら対応できる消防団員に限りがあったことや、火点が点在していたために統

制のとれた活動が困難であったことが確認された。 

○ 消防団は、大規模火災をはじめとする災害発生時において円滑かつ適切な

活動が行えるよう、消火・救助技術、迅速な情報収集の方策など、消防団員

の知識・スキルの向上や、平時から地元消防本部と連携した体制づくりが求

められている。 

○ そのためには、地元消防本部等と連携し、必要な車両・資機材を活用した

実践的な火災想定訓練等を定期的に実施することが必要である。その際に

は、効果的な訓練となるよう、実際の活動における消防団員一人一人の役割

を確認するとともに、車両や資機材の取扱いについても十分習熟できるよう

な訓練内容の充実を図る必要がある。あわせて、広範囲にわたった延焼状況

等の確認に当たっては、消防団員が安全かつ迅速に情報収集できるドローン



     

18 

 

の活用が極めて有効であることから、消防団におけるドローンの活用を更に

促進するとともに、消防団員のドローンの操縦技能の向上を図ることが必要

である。 

 

(3) 火災対応に必要な資機材の整備 

○ 水利確保が困難な山中等において、残火処理に有効な背負い式消火水のう

が対応人員に比して相当数不足し、対応できなかった事例が確認された。ま

た防火衣など消防団員の安全管理のための資機材の更なる充実が求められ

た。 

○ 大規模火災が発生した場合には、地域住民の命や財産を守るため、消防団

が総力を挙げて対応する必要があり、必要な資機材の整備を更に推進するこ

とが不可欠である。 

○ そのためには、背負い式消火水のう、消火水のう用給水器などの林野火災

に有効な資機材の整備など、消防団の装備の充実を図ることが必要である。

また、火災対応に当たっては、消防団員の安全を確保し、迅速かつ効果的な

活動を行うため、可搬消防ポンプ等の資機材や車両について、定期的な点検

整備等の適切な維持管理の徹底や計画的な更新を行うことが重要である。 

○ 前述のとおり消防団の体制強化に取り組む必要があるほか、多くの人員が

必要となる大規模火災等に対応するためには、依然として減少が続く消防団

員の確保にも取り組む必要がある。そのためには、訓練等による防災に関す

る知識やスキルの習得のみならず、ドローン等の技術習得や免許取得といっ

たメリットのアピールのほか、女性や若者をターゲットに置いた広報、消防

団員の処遇の改善、企業や大学等と連携した入団促進などの取組を積極的に

進める必要がある。 

 

(4) 自主防災組織等と連携した取組による地域住民の防火意識の向上 

○ 自主防災組織が、地域内の有線放送での避難準備を呼びかけ、一人暮らし

の高齢者等に電話で直接避難準備を促すことにより、地域住民のスムーズな

避難につながった。大船渡市林野火災のような大規模災害等に備え、地域防

災を担う自主防災組織等との連携を一層強化するとともに、平時から、地域

住民の火災予防の意識向上につながる活動を積極的に実施することが必要で

ある。 

○ そのためには、消防団が自主防災組織等と連携し、地域住民向けの防災に

関する座談会を実施するなど、地域住民と顔の見える関係の構築や防火・防

災に関する知識等を共有できるコミュニケーション機会の創出に取り組むこ

とが必要である。また、地域住民を巻き込み、防災士等の地域を支える多様

な主体が参画したより実践的な避難訓練を増やすほか、飛び火による火災の

防止に関する普及・啓発活動を行うなど、地域住民の防火意識の向上につな

がる取組を推進し、地域全体で消防・防災体制の強化を図る必要がある。 

 

３ 林野火災における住民避難 

○ 大船渡市においては、消防団員から SNS を通じて送られてきた火災現場の

映像等に基づき、迅速に避難指示が発令20された。また、防災行政無線のほ

 
20 詳細は資料 15「令和７年２月 26 日に発生した岩手県大船渡市林野火災に係る避難指示の発令状況等」を参

照されたい。 
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か、大船渡市公式 SNS や緊急速報メール、地区有線放送等の複数の手段によ

り、繰り返し、避難指示が住民等に呼び掛けられた。とりわけ、防災行政無

線については、大船渡市における戸別受信機が約７割の世帯に設置されてお

り、防災行政無線を用いて、避難に関し「直ちに身の安全を確保してくださ

い」と強く呼び掛けられた。また、大船渡市においては、避難指示の発令対

象区域の一部において、避難所への送迎のために市バスを活用した地域の見

回りも実施された。こうした大船渡市の取組のほか、住民同士の声掛けによ

る避難行動等の結果、実際に、避難指示の発令対象区域の住民の多くが適切

に避難を行ったと考えられる。 

○ こうした大船渡市の事例も踏まえ、林野火災は急激な延焼拡大に至る場合

があることから、市町村は、気象庁や消防機関等から防災気象情報や画像・

映像情報等を収集し、速やかに避難指示等の発令の判断を下す必要がある。

加えて、市町村においては、避難指示の発令対象区域外であっても、延焼拡

大のおそれを考慮し、火災発生を知らせる情報、避難の準備を促す情報の発

表や高齢者等避難の発令を検討すべきである。これらのため、市町村におい

ては、地域の実情を踏まえ、避難指示の発令等に関する基準や考え方を事前

に整理・検討しておくことが重要である。また、市町村は、地域の実情を踏

まえ、林野火災に適した避難先をあらかじめ定めた上で、避難指示の発令に

際し、将来的には延焼シミュレーションを活用するなど、延焼範囲等を考慮

しつつ、具体の避難先を検討することが重要である。さらに、市町村におい

ては、住民の迅速・的確な避難行動に結びつけるよう、具体の伝達内容につ

いてもあらかじめ検討しておくことが重要である。 

○ 避難情報等の周知に当たっては、市町村は、住民意識及び生活環境の変化

として、近隣扶助の意識の低下がみられるため、個々の住民に伝達できるよ

う、防災行政無線、緊急速報メール、SNS、防災アプリ等を用いた災害情報

伝達手段の多重化・多様化を推進することが重要である。なお、強風下にお

いては、林野火災が急激に拡大する傾向にあり、防災行政無線の屋外スピー

カーが聞き取りにくい場合があることから、市町村においては、要配慮者の

いる世帯やリスクの高い地域に居住する世帯について、戸別受信機も活用す

ることが有効である。 

○ 大船渡市においては、自治会長等が一人暮らしの高齢者等に直接避難を促

したことが、高齢者等の避難準備や避難につながったという事例がみられた

ことから、行政による避難の呼び掛けに加え、住民同士の声掛けが、地域住

民の避難行動の促進を図る上で有効と考えられる。そこで、避難の呼び掛け

等に関する役割分担について、市町村の防災部局等が主体となって、消防団

や自主防災組織などとの間で、あらかじめ協議を行っておくことが必要であ

ると考えられる。 

○ 大船渡市においては、平時から、住民参加による避難訓練等が精力的に行

われていたことが、今般の林野火災における迅速な住民避難に寄与したもの

と考えられる。こうしたことから、地方公共団体においては、自主防災組織

等、住民参加による、大規模林野火災に対応した避難訓練をはじめとした各

種の避難訓練等を実施することにより、大規模林野火災に対する住民の防火

意識の向上を図ることが有効である。 
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第３ 大規模林野火災に備えた多様な技術の活用・開発 

１ 新技術・新装備の研究開発の推進 

○ 大規模林野火災に備えた多様な技術の活用・開発を推進するため、諸外国
21における新技術・新装備の活用事例や消防以外の分野で使用されている重

機等の技術の活用事例22を踏まえ、林野火災対応の技術・装備の研究を推進

する必要がある。 

  具体的には、ドローンによる空中消火や遠隔操作ロボットによる延焼阻止

活動など諸外国における新技術・新装備の活用事例を踏まえた林野火災対応

の技術・装備の研究開発、衛星画像・航空撮影画像などの解析技術を活用し

た広域的な延焼範囲等の把握方法の研究、建設業・林業等の消防以外の分野

で使用されている重機等の技術を活用した林野火災の消火戦術の研究などを

推進することが考えられる。 

〇 大船渡市林野火災では、被害が広範囲であったため、状況の早期把握が困

難であった。また、刻々と変化する火災の全容把握が難しく、特に飛び火や

風向きの変化による急な延焼拡大などの対応に苦慮した。そのため、林野火

災が発生した場合の住家等への延焼拡大リスクを評価できるシミュレーショ

ン技術の研究開発等や飛び火による火災発生を警戒・防御するための効果的

な散水方法等に関する研究などを推進する必要がある。 

  具体的には、地形や植生、気候条件等に応じた林野火災の発生危険度評価

手法を活用した林野火災予防の実効性向上策に係る研究や、林野火災が発生

した場合の延焼拡大範囲や飛び火の飛散範囲、住家等への延焼拡大リスクを

評価するための延焼シミュレーション技術の研究開発、飛び火による火災発

生を警戒・防御するための家屋等への効果的な散水方法等に関する研究など

を推進することが考えられる。 

特に、延焼シミュレーションについては、林野火災の発生・拡大リスク評

価システムを活用するとともに、市街地火災延焼シミュレーションと林野火

災延焼シミュレーションとを連携させて解析を行い、市街地と林野との間で

の延焼拡大や飛び火を評価し、消防活動に資する情報を提示する機能を有す

るものにすることが必要である。 

○ 大船渡市林野火災では、ドローンの熱源探査や熱画像直視装置を用いた直

接消火が効率的だった一方で、保有数に限りがあり、熱源検索を実施できる

範囲が限られた。そのため、林野火災の有効な残火処理のため、広範囲の炎

や熱を検知し、判別するための技術の研究開発を推進する必要がある。 

  具体的には、広範囲の炎や熱を検知し、AI 等を使って火炎の発生源とな

り得るかを自動判別するための技術の研究開発などを推進することが考えら

れる。 

 

２ 消火薬剤の効果的な活用の検討23 

(1) 消火薬剤の種別や散布機材に応じた効果的な使用方法の検討 

○ 米国や大船渡市林野火災での活用状況等を踏まえると、水が限られる

場合においては、消火薬剤の使用が消防活動上有効な場合もあると考え

 
21 諸外国における林野火災対応については、資料 16「米国における林野火災対応について」及び資料 17「韓

国における林野火災対応について」を参照されたい。 
22 詳細は資料 18「諸外国や他分野における技術例について」を参照されたい。 
23 詳細は資料 19「効果的な消火薬剤の活用について」を参照されたい。 
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られる。一方、林野火災における消火薬剤の使用に当たっては、健康・

環境への影響も考慮する必要があると考えられる。 

 これらを踏まえると、林野火災における消火薬剤の使用について、我

が国の実情に即して、散水効率や機材への影響、水源等への影響を考慮

の上、効果的な活用方法（薬剤種別、機材、散水量、散水場所等）を具

体化することが必要である。 

○ その一環として、環境等への影響に関する評価方法等(下記(2))が定

まるまでの間、まずは残火処理など散水場所が限定され、少ない散水量

での消火効果が期待でき、消火薬剤の運搬・混合作業等現場の運用への

影響も少ないと考えられる場合における消火薬剤の活用方法に関する要

領を、令和８年の林野火災に向けて明確化することが必要である。 

○ 前述以外の一般的な活用については、令和９年の林野火災に向けて環

境等への影響に関する評価方法等とともに具体的な活用方法を示すこと

が必要である。特に空中消火での活用については、直接消火と間接消火

を組み合わせた場合の空域設定のあり方や水源付近への散布の回避等、

航空機特有の検討も必要である。 

 

(2) 個別の消火薬剤の火災に対する有効性や健康・環境への影響に関する評

価方法等の検討 

○ 米国等の試験基準を踏まえ、国内外の消火薬剤を用いた試験室規模の

消火実験等を実施することが必要である。 

○ また、当該実験結果も踏まえ、火災や健康・環境に関する有識者から

の意見聴取を行いつつ、令和８年中を目途に、個別の消火薬剤の消火・

延焼防止の効果や健康・環境影響に関する評価方法等について、関係省

庁と連携して検討を進めることが必要である。 
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第４ 災害復旧及び二次災害の防止活動24 

○ 大規模な林野火災により被害を受けた森林について、被害状況を把握し、

迅速に復旧することが重要である。そのためには、被災後の復旧を進めるた

めに必要となる森林所有者や境界の情報について、日頃から整理し、情報共

有しておくことが重要である。被災後には、森林所有者の意向を聞き取った

うえで、伐採や植林をどのように行うのかといった計画を立てるに当たっ

て、広域的な連携体制を関係者間で検討する取組を進めることが有用であ

る。また、復旧においては、災害被災木を有効活用するために、受入可能施

設の情報についても平時から整理し、被災地から伐出した後の対応を適切に

行えるよう備えることも重要である。 

○ 激甚災害地にあっては、森林土壌が焼損することにより、森林の保水機能

が低下し、土砂流出等の山地災害リスクが高まるおそれがあり、土砂流出を

防止するための治山対策が必要となる。このため、土砂災害等が起こり得る

危険箇所の山地の荒廃状況に関する調査・点検、及び治山施設の整備といっ

た対策を適切に行うことが必要である。 

 

  

 
24
 詳細は資料 20「大船渡市における林野火災の災害復旧及び二次災害の防止活動」を参照されたい。 



     

23 

 

大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会 開催経過 

 開催日 議題 

第１回 令和７年４月 11日 

○「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方

に関する検討会」 開催要綱（案） 

○大船渡市林野火災の概要について 

○大船渡市林野火災の消防活動の概要について 

○大船渡市林野火災の被災地における森林の概況 

○林野火災における予防の取組 

○林野火災における消火活動 

○大船渡市林野火災の特徴と課題 

第２回 令和７年４月 23日 

○大船渡市林野火災の火災原因調査の中間取りまとめに

ついて 

○大船渡市の気象概況について 

○消防機関等による活動の概要等について 

○大船渡市林野火災における効果的な資機材等について 

第３回 令和７年５月 19日 

○森林法第 21 条による火入れの状況について 

○近年における火災警報の運用状況について 

○諸外国や他分野における技術例について 

○米国及び韓国における林野火災対応について 

○大船渡市林野火災を踏まえた取組の方向性（案）につ

いて 

第４回 令和７年６月 20日 

○顕著な少雨時における火の取扱いへの注意喚起につい

て 

○予防・警報に関する取組の方向性について 

○効果的な消火薬剤の活用について 

○大船渡市林野火災における住民避難について 

○有識者からのプレゼン 

第５回 令和７年７月 15日 

○大船渡市林野火災の火災原因調査について 

○火災警報等の発令基準の案について 

○災害復旧及び二次災害の防止活動について 

○報告書（素案）について 

第６回 令和７年８月 22日 ○報告書（案）について 
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令和７年２月26日に発生した大船渡市における林野火災に

係る消防庁長官の火災原因調査報告書（概要版）

総務省消防庁消防研究センター
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.5
）

5
3

.6
％
は
、
平
成
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で
の

3
5

年
間
の
日
ご
と
の
湿
度
と
実
効
湿
度
の
低
い
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

7
.8
％
、

4
.4
％
の
順
位
に
相
当
。
乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。

（
４
）
出
火
日
の
最
大
瞬
間
風
速

1
8

.1
m

/
s
、
最
大
風
速

8
.3

m
/
s
、
平
均

風
速

3
.2

m
/s
は
、
平
成
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月

3
1
日
ま
で

の
3

5
年
間
の
日
ご
と
の
風
速
の
強
い
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

1
1
.4
％
、

1
4

.4
％
、
2

0
.9

%
の
順
位
に
相
当
。
強
風
注
意
報
が
発
表
さ
れ
て
い

た
。

（
５
）
出
火
翌
日
の
２
月

2
7
日
及
び
４
日
目
の
３
月
１
日
も
同
程
度
の
強
風

で
あ
っ
た
。
そ
の
間
の
２
月

2
8
日
に
は
南
風
が
入
り
、
北
方
向
へ
の
延

焼
が
促
進
さ
れ
た
。

（２
）出
火
時
及
び
延
焼
時
の
気
象
状
況

岩
手
県
防
災
航
空
隊
に
よ
る

遠
景
写
真

（
２
月

2
6
日
１
５
：
１
７
撮
影
）

煙
の
た
な
び
き
方
か
ら
、
強
い

風
が
う
か
が
わ
れ
る

2



２
．
出
火
原
因
の
調
査

（
１
）出
火
箇
所
の
検
討

最
初
に
火
炎
が
確
認
さ
れ
た
付
近
の
建
物
の
焼
損
が
認
め
ら
れ
な
い
一
方
で
、

当
該
建
物
の
敷
地
の
境
界
付
近
か
ら
山
林
側
に
か
け
て
焼
損
し
て
い
る
。
出
火

時
の
風
向
及
び
付
近
の
焼
損
状
態
か
ら
、
出
火
箇
所
は
敷
地
と
山
林
の
境
界
付

近
に
存
す
る
焼
損
の
著
し
い
切
り
株
付
近
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

焼
損
の
著
し
い
切
り
株

（
２
）
出
火
原
因
の
検
討

（１
）現
場
の
見
分
状
況

電
気
設
備
、
電
気
配
線
、
取
灰
及
び
た
き
火
に
つ
い
て
は
、
出
火
箇
所
周
辺
に

痕
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
に
起
因
す
る
出
火
の
可
能
性
は
な
い
。

不
審
人
物
等
の
目
撃
情
報
は
な
い
。
建
物
東
側
に
た
ば
こ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
が
落
ち

て
い
る
が
、
周
囲
は
敷
地
内
の
砂
利
で
あ
り
、
焼
損
や
焼
け
こ
み
は
認
め
ら
れ
な

い
。
出
火
箇
所
か
ら

2
0
ｍ
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
、
薪
ス
ト
ー
ブ
の
煙
突
が
あ
り
、

出
火
当
日
は
建
物
内
で
当
該
ス
ト
ー
ブ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

（２
）煙
突
か
ら
の
火
の
粉
の
飛
散
に
関
す
る
実
験

現
場
建
物
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
型
品
の
ス
ト
ー
ブ
及
び
現
場
で
使
わ

れ
て
い
る
煙
突
を
用
い
て
、
大
型
送
風
機
に
よ
る
送
風
下
で
、
①
火
の
粉
が
飛
散

す
る
か
検
証
す
る
実
験
②
火
の
粉
が
落
葉
等
に
着
火
す
る
か
検
証
す
る
実
験
を

実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
２
点
を
確
認
し
た
。

①
取
扱
説
明
書
に
記
載
の
量
よ
り
燃
料
を
多
く
く
べ
、
急
激
な
吸
気
変
化
が
生

じ
た
場
合
で
、
風
速
が
高
い
環
境
下
で
は
、
火
の
粉
が
煙
突
を
通
じ
て
外
部

へ
飛
散
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

②
火
の
粉
を
模
し
た
炭
化
物
に
よ
り
着
火
す
る
か
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
生
じ
た
火

の
粉
の
大
き
さ
で
は
落
葉
等
に
容
易
に
は
着
火
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
継
続

的
に
投
入
し
た
場
合
に
、
有
炎
燃
焼
に
至
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

煙
突

（３
）結
論

本
火
災
の
原
因
と
し
て
、
敷
地
と
山
林
の
境
界
の
切
り
株
付
近
に
お
い
て
、
煙
突
の
火
の
粉
を
起
因
と
し
て
出
火
す
る
こ
と
は
、
ほ
か
の
検
討
対
象
と
比
較
し
て
相
対

的
に
高
い
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
発
火
源
、
出
火
に
至
る
経
過
及
び
着
火
物
の
特
定
に
は
至
ら
な
い
。

火
の
粉
の
飛
散
状
況

←
煙
突
終
端

←
煙
突
折

れ
曲
が
り

ス
ト
ー
ブ
→
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３
．
延
焼
拡
大
の
状
況

〇
小
路
地
区
、
綾
里
港
地
区
、
外
口
地
区
な
ど
で
建
物
へ
の
延
焼
が
発
生
。

〇
綾
里
港
地
区
で
は
現
地
調
査
の
結
果
、
９
か
所
の
出
火
点
が
確
認
さ
れ
、
い

ず
れ
も
飛
び
火
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
う
ち
、
４
か
所
で
隣
棟
延
焼
が

生
じ
た
。

〇
地
元
消
防
本
部
、
消
防
団
及
び
県
内
応
援
隊
に
よ
り
、
長
距
離
送
水
を
含
む

消
防
活
動
が
行
わ
れ
、
空
地
や
道
路
、
建
物
の
防
火
性
能
を
生
か
し
て
延
焼

を
阻
止
し
た
。
例
え
ば
、
図
の
一
番
上
の
出
火
は
、
放
置
す
れ
ば
北
へ
続
く
密

集
住
宅
街
に
も
延
焼
し
た
可
能
性
が
あ
り
、
消
防
隊
員
に
よ
る
初
期
消
火
に

よ
り
、
更
な
る
被
害
の
拡
大
防
止
が
な
さ
れ
た
。

（２
）建
物
へ
の
延
焼
と
消
防
活
動

（１
）延
焼
の
動
態

〇
２
月

2
6
日

1
3
時

0
2
分
の
覚
知
後
、
火
災
は
最
大
瞬
間
風
速

1
8

.1
m

/
s
の

強
風
を
受
け
て
火
元
か
ら
約

1
.2

k
m
東
の
八
ヶ
森
の
方
向
へ
拡
大
。

〇
八
ヶ
森
の
南
西
の
谷
（
ス
ギ
林
）
に
お
い
て
広
範
囲
に
樹
冠
火
を
含
む
激
し

い
燃
焼
※
が
発
生
し
濃
煙
が
立
ち
上
が
る
（１
３
時
４
０
分
頃
）。

〇
濃
煙
は
風
に
よ
り
東
向
き
に
流
さ
れ
、
八
ヶ
森
か
ら
約

2
k
m
離
れ
た
田
浜

地
区
に
少
な
く
と
も
３
件
の
飛
び
火
を
発
生
（１
４
時
０
０
分
前
後
）
。

〇
1
5
時
頃
に
は
、
東
西
約

7
k
m
周
長
約

3
0
ｋ
ｍ
の
範
囲
で
延
焼
が
発
生
。

〇
そ
の
後
、
２
月

2
7
日
及
び
一
日
あ
け
た
３
月
１
日
に
も
同
程
度
の
風
が
吹
く

中
、
一
部
に
飛
び
火
を
伴
い
つ
つ
地
表
火
を
主
体
と
し
て
延
焼
し
た
。
２
月

2
8
日
に
は
南
風
が
入
っ
た
た
め
綾
里
富
士
の
南
麓
に
到
達
し
て
い
た
火
線

が
追
い
風
を
受
け
て
斜
面
を
焼
け
上
が
り
、
北
へ
延
焼
範
囲
が
広
が
っ
た
。

※
八
ヶ
森
の
周
辺
で
発
生
し
た
よ
う
な
登
り
斜
面
の
谷
部
に
お
け
る
激
し
い
燃
焼
は
、
海
外
に
お
い
て
複

数
の
報
告
あ
り
。
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
状
況
。

1
6

:5
5

釜
石
消
防
対
応

1
7

:0
0

消
火
な
し

ぼ
や
痕

1
6

:4
5

(土
蔵

)
1
7

:2
0

1
6

:5
5

消
火
な
し

1
6

:3
0

1
7

:1
5

1
8

:0
0

1
5

:2
5
物
置
か
ら
白
煙

1
6

:3
0

1
7

:1
5

1
8

:2
0
以
前

1
8

:0
0
以
前

1
8

:5
0

1
9

:4
0
以
降

1
8

:0
0
過
ぎ

草
地
に
飛
び
火
多
数

1
8

:3
0
頃
草
地
に
飛
び
火

1
9

:3
0
最
盛
期

消

W
 4

0
t

消

消

消

P

P

P

P
釜
石
消
防

P
車

消
防
団
屯
所

消
防
団
可
搬

P
P

P 花
巻

P
車

消
防
団
可
搬

P

綾
里
小
学
校

プ
ー
ル

1
5

:3
0
ぼ
や

大
船
渡
消
防

_初
期
消
火

一
ノ
関

P
車

可
搬

三
陸
分
署

P
車P

P
P

P 盛
岡

P
車

W 消 P P【
凡
例
】 出
火
点

防
火
水
槽

地
上
式
消
火
栓

大
船
渡
ポ
ン
プ

(隊
/
団

)

県
内
応
援
隊
ポ
ン
プ

ホ
ー
ス
伸
長
経
路

(経
路
不
明

/
地
図
外

)

放
水
に
よ
る
延
焼
阻
止

消
防
団

P
車

北
側
街
区
の
延
焼
を
阻
止

(A
)

(B
)

(C
)

(D
)

綾
里
港
地
区
の
焼
損
範
囲
と
消
防
活
動

2
月

2
6
日
～
３
月
１
日
の
延
焼
動
態

３
月

2
日
～
鎮
火
の
延
焼
動
態

樹
冠
火
を
受
け
た

林
野
の
状
況

地
表
火
を
受
け
た

林
野
の
状
況

北
側
街
区
の
延
焼
を
阻
止
→
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４
．
延
焼
拡
大
の
要
因

（１
）林
野
内
の
可
燃
物
が
乾
燥
し
て
い
た
こ
と

次
の
よ
う
な
気
象
条
件
に
よ
り
、
谷
部
に
厚
く
堆
積
し
た
も
の
も
含
め
林
内
の

可
燃
物
は
、
乾
燥
し
て
燃
焼
し
や
す
い
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〇
長
期
的
に
降
水
が
極
め
て
少
な
か
っ
た
こ
と

※
令
和
７
年
２
月
の
月
間
雨
量
は
、
昭
和

3
8
年
８
月
か
ら
令
和
７
年
３
月
ま

で
の

6
1
年
８
ヶ
月
の
中
で
、
過
去
２
番
目
（
１
番
は
昭
和

4
1
年

1
2
月
）
に

少
な
い
量
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
令
和
６
年

1
2
月
か
ら
令
和
７
年
２
月
ま
で
の

冬
季
３
か
月
の
降
水
量
は
、
過
去
の
中
で
は
少
な
い
方
か
ら
第
３
位
に
相

当
し
た
。

〇
短
期
的
に
降
水
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と

※
出
火
前
の

3
1
日
間
に

0
.5
㎜
を
超
え
る
降
水
が
な
か
っ
た
。
出
火
前
８
日

間
は
降
水
量
が
観
測
さ
れ
て
い
な
い
。

〇
火
災
発
生
日
は
乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
空
気
が
乾
燥
し
て
い
た

こ
と
。
さ
ら
に
、
強
風
注
意
報
が
発
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
。

〇
火
災
は
、
最
大
瞬
間
風
速

1
8

.1
m

/s
の
強
風
を
受
け
て
東
へ
拡
大
し
、
1
3
時

0
2
分

の
覚
知
か
ら
１
時
間
に
満
た
な
い

1
3
時

4
0
分
過
ぎ
に
、
火
点
の
東
約

1
.2

k
m
の

八
ヶ
森
の
南
西
の
谷
の
ス
ギ
林
の
広
い
範
囲
に
お
い
て
樹
冠
火
を
伴
う
極
め
て
激

し
い
燃
焼
が
生
じ
た
。

〇
そ
の
結
果
と
し
て
火
の
粉
を
含
む
濃
煙
が
発
生
し
、
東
へ
流
れ
、
田
浜
地
区
な
ど
で

1
4
時
頃
に
飛
び
火
が
同
時
多
発
し
た

〇
1
5
時
頃
は
、
東
西
約

7
k
m
周
長
約

3
0
ｋ
ｍ
の
範
囲
で
延
焼
が
発
生
し
た
。

（２
）火
災
初
期
に
お
け
る
激
し
い
燃
焼

（
１
）
２
月

2
7
日
以
降
、
主
に
ス
ギ
、
マ
ツ
、
広
葉
樹
か
ら
な
る
林
内
を
地
表
火
を

主
体
と
し
て
燃
え
広
が
っ
た
（一
部
で
樹
冠
火
）
。

（
２
）
地
表
火
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
斜
面
の
傾
斜
と
局
地
的
な
風
の
影
響
を
受

け
、
リ
ア
ス
海
岸
の
複
雑
な
地
形
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
火
災
は
多
方
向
へ

広
が
っ
た
。

※
一
部
で
飛
び
火
も
発
生
し
た
。

※
※

2
8
日
に
南
風
が
入
っ
た
た
め
北
へ
山
の
斜
面
を
焼
け
上
が
っ
た
こ

と
も
延
焼
動
態
を
複
雑
化
し
た
。

（３
）地
形
と
局
地
風
の
影
響

2
月

2
7
日
以
降
の
主
な
延
焼
の
方
向

斜
面
に
お
け
る
地
表
火
の
状
況

2
月

2
6
日
１
5
時
頃
に
確
認
さ
れ
た
延
焼
範
囲

2
月
１
９
日
に
発
生
し
た
火
災
の
延
焼
範
囲

1
3

:0
2
覚
知

①
合
足

➁
八
ヶ
森

③
田
浜

① 火
➁

③

４
k
m

1
3

:4
0
頃
揚
煙

1
4

:0
0
頃
飛
び
火
（
３
以
上
）

1
3

:5
8

1
4

:０
３

八
ヶ
森
南
西
の
谷
間
に
お
け
る
樹
冠
火
の
状
況

1
3

:5
8
の
後

田
浜
地
区
に
お
け
る
飛
び
火
火
の
発
生
状
況
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料2

大船渡市林野火災の被災地における森林の概況

農林水産省林野庁
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森
林
の
多
面
的
機
能


我
が
国
の
森
林
面
積
は
国
土
の
３
分
の
２
に
当
た
る
約
2,
50
0万
ha
。


森
林
は
、
国
土
の
保
全
、
水
源
の
涵
養
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
、
生
物
多
様
性
の
保
全
、
木
材
等
の
林
産
物
供
給
な
ど
の
多
面
的
機
能
を

有
し
て
お
り
、
そ
の
発
揮
を
通
じ
て
国
民
生
活
に
様
々
な
恩
恵
を
も
た
ら
す
「
緑
の
社
会
資
本
」
。

か
ん

か
ん

荒
廃
地

森
林

耕
地

浸
透
能

（
m
m
/1
時
間
）

裸
地

草
地

森
林

25
8

79
12
8

※
資
料
：
村
井
宏
・
岩
崎
勇
作

「
林
地
の
水
及
び
土
壌
保
全
機

能
に
関
す
る
研
究
」
（
1
9
7
5
）

（
水
資
源
貯
留
機
能
の
比
較
）

（
流
出
土
砂
量
の
比
較
）

森
林
の
国
土
保
全
機
能

森
林
の
水
源
涵
養
機
能

※
資
料
：
丸
山
岩
三
「
森
林
水
文
」
実
践
林
業
大
学
（
1
9
7
0
）

■
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能

森
林
の
多
面
的
機
能
は
、
一
部
の
貨
幣
評
価
で
き
る
も
の
だ
け
で
も
年
間

7
0
兆
円
。

資
料
：
日
本
学
術
会
議
答
申
「
地
球
環
境
・
人
間
生
活
に
か
か
わ
る
農
業
及
び
森
林
の
多
面
的
機
能
の
評
価
に
つ
い
て
」
及
び
同
関
連
付
属
資
料
（
平
成

1
3
年

1
1
月
）

注
：
【
】
内
の
金
額
は
、
森
林
の
多
面
的
機
能
の
う
ち
、
物
理
的
な
機
能
を
中
心
に
貨
幣
評
価
が
可
能
な
一
部
の
機
能
に
つ
い
て
評
価
（
年
間
）
し
た
も
の
。

い
ず
れ
の
評
価
方
法
も
、
一
定
の
仮
定
の
範
囲
に
お
い
て
の
数
字
で
あ
り
、
そ
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
注
意
が
必
要
。

水
源
涵
養

・
洪
水
緩
和

【
6
.5
兆
円
】

・
水
資
源
貯
留
【
8
.7
兆
円
】

・
水
質
浄
化

【
1
4
.6
兆
円
】
等

土
砂
災
害
防
止
／
土
壌
保
全

・
表
面
侵
食
防
止
【
2
8
.3
兆
円
】

・
表
層
崩
壊
防
止
【

8
.4
兆
円
】
等

生
物
多
様
性
保
全

・
遺
伝
子
保
全

・
生
物
種
保
全

・
生
態
系
保
全

地
球
環
境
保
全

・
二
酸
化
炭
素
吸
収

【
1
.2
兆
円
】

・
化
石
燃
料
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
【
0
.2
兆
円
】

物
質
生
産

・
木
材
（
建
築
材
、
燃
料
材
等
）

・
食
料
（
き
の
こ
、
山
菜
等
）
等

保
健
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

・
保
養
【
2
.3
兆
円
】

・
行
楽
、
ス
ポ
ー
ツ
、
療
養

快
適
環
境
形
成

・
気
候
緩
和

・
大
気
浄
化

・
快
適
生
活
環
境
形
成

文
化 ・景
観
、
風
致
・
教
育

・
宗
教
、
祭
礼

・
芸
術

・
伝
統
文
化

・
地
域
の
多
様
性

か
ん

CO
2

O 2

か
ん

■
国
土
面
積
と
森
林
面
積
の
内
訳

森
林

2
,5

0
3
 

(6
6
%
)

農
地

4
3
7
 

(1
2
%
)

宅
地

1
9
7
 

(5
%
) 

そ
の
他

6
4
3
 

(1
7
%
)

資
料
：
国
土
交
通
省
「令
和
６
年
版
土
地
白
書
」（
国
土
面
積
は
令
和
２
年
の
数
値
）

注
１
：
計
の
不
一
致
は
、
四
捨
五
入
に
よ
る
。

注
２
：
林
野
庁
「
森
林
資
源
の
現
況
」
と
は
森
林
面
積
の
調
査
手
法
及
び
時
点
が
異
な
る
。

国
土
面
積

3
,7

8
0
万

h
a

7



○
我
が
国
の
林
野
火
災
に
お
い
て
は
地
表
火
（
ち
ひ
ょ
う
か
）
が
多
い
が
、
樹
冠
火
（
じ
ゅ
か
ん
か
）
に
拡
大
す
る
と
、

被
害
面
積
が
大
き
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

落
葉
・
落
枝

■
林
野
火
災
の
種
類

■
林
野
火
災
の
種
類
と
樹
木
の
関
係

落
葉
樹

常
緑
樹

日
射
エ
ネ
ル
ギ
ー


我
が
国
は
冬
場
に
空
気
が
乾
燥
す
る
た
め
、
林
野
火
災
の
リ
ス
ク

が
高
ま
る
。


こ
の
時
期
に
落
葉
し
樹
冠
に
隙
間
が
あ
る
落
葉
樹
は
林
床
に
あ
る

落
葉
落
枝
が
乾
燥
し
や
す
い
の
で
、
林
野
火
災
の
発
生
危
険
度
が

高
い
と
い
え
る
。
（
地
表
火
が
起
こ
る
可
能
性
）


一
方
、
強
風
や
傾
斜
な
ど
で
火
の
勢
い
が
増
し
た
場
合
、
樹
冠
に

葉
や
小
枝
が
多
い
常
緑
樹
の
方
が
燃
え
や
す
い
と
い
え
る
。
（
樹

冠
火
が
起
き
や
す
い
）

日
射
エ
ネ
ル
ギ
ー

落
葉
・
落
枝

・
最
も
多
く
発
生

・
延
焼
速
度
が
速
い

・
地
表
火
か
ら
誘
発

・
飛
び
火
が
発
生

・
地
中
有
機
物
が
燃
焼

・
消
火
が
困
難

地
中
火

地
表
火

樹
冠
火 林

野
弘
済
会
「
林
野
火
災
対
策
の
解
説
」よ
り
作
成

地
表
火樹
冠
火

林
野
火
災
の
種
類
と
発
生
し
や
す
い
森
林

8



焼
損
区
域
内
の
森
林
の
概
況

※
赤
枠
が
延
焼
範
囲

消
防
庁
提
供
の
R7
年
3月

５
日

６
時
時
点
の
デ
ー
タ
を
元
に
作

成
し
た
範
囲
に
係
る
、
岩
手
県

か
ら
提
供
を
受
け
た
森
林
GI
S

デ
ー
タ
に
よ
り
作
成

9



焼
損
区
域
内
の
森
林
の
概
況

■
人
工
林
・
天
然
林
別
・
樹
種
別
面
積
と
そ
の
割
合

■
所
有
形
態
別
面
積

市
有
林

約
70
0h
a

約
２
割

県
有
林

約
40
ha

約
0.
1割

私
有
林

約
2,
10
0h
a

約
8割

個
人
所
有

う
ち
約
７
割

そ
の
他

う
ち
約
３
割 被
害
面
積

約
2,
90
0h
a

（
調
査
中
）

※
消
防
庁
提
供
の
R7
年
3月

５
日
６
時
時
点
の
デ
ー
タ
を
元
に
作
成
し
た
範
囲
に
係
る
、
岩
手
県
か
ら
提
供
を
受
け
た
森
林
GI
Sデ

ー
タ
に
よ
り
集
計
。

被
害
面
積
は
あ
く
ま
で
試
算
で
あ
り
、
所
有
者
面
積
等
に
つ
い
て
、
実
際
と
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

10



大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料3

大船渡市の気象概況等について

気象庁

11



静
穏

481
2

1
6

05

1
0

1
5

2
0

2
6日

0
6時

2
6日

1
2時

2
6日

1
8時

2
7日

0
0時

2
7日

0
6時

2
7日

1
2時

2
7日

1
8時

風向(16方位)

風速(m/s)

平
均
風
速

最
大
瞬
間
風
速

風
向

0.
5

0.
5

0.
5

0.
5

0.
5

26
.5 1.
0

0

1
0

2
0

3
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

日降水量（mm）

令
和

7
年

4
月

2
3
日

令
和
7
年
2
月
か
ら
3
月
に
か
け
て
の
岩
手
県
（
大
船
渡
市
）
の
気
象
概
況
に
つ
い
て


日
本
付
近
は
、

2月
1
3
日

(木
)
頃
か
ら
西
高
東
低
の
気
圧
配
置
が
続
き
、

2月
2
7
日

(木
)
頃
か
ら

3月
4
日

(火
)
ま
で
は
高
気
圧
に
覆
わ
れ
、
東
北
地
方
の
太
平
洋
側
で
は
、
西
寄
り
の

風
が
吹
き
概
ね
晴
れ
の
日
が
続
い
た
。


岩
手
県
大
船
渡
市
で
は
、
2月

1
3
日
頃
か
ら
一
日
の
最
小
湿
度
が

3
5％
前
後
の
空
気
が
乾
燥
し
た
状
況
が
続
き
、
2月

1
8
日

(火
)
か
ら
3
月

4
日
(火

)
ま
で
乾
燥
注
意
報
の
発
表
が
続
い

た
。
ま
た
、

3
月

4日
ま
で
の
過
去

3
0
日
間
の
降
水
量
は
 
2.
5
m
m
 
(
平
年
比
 
5 
％

)
と
記
録
的
に
少
な
く
、
2
月
の
月
降
水
量
は
観
測
史
上
最
も
少
な
か
っ
た
。
火
災
を
覚
知
し
た

2
月

2
6
日
昼
頃
か
ら
北
西
の
風
が
強
ま
り
、
最
大
風
速
が

8
.3
メ
ー
ト
ル
、
最
大
瞬
間
風
速
が

1
8
.
1
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
。


3
月

5
日

(水
)
か
ら
3
月

6
日
(木

)
に
か
け
て
は
、
東
北
地
方
に
接
近
し
た
低
気
圧
や
前
線
の
影
響
で
、
岩
手
県
大
船
渡
市
で
ま
と
ま
っ
た
雨
や
雪
が
降
り
、
2
日
間
の
総
降
水
量
は

2
7
.
5
m
m
で
あ
っ
た
。

【
注
意
報
以
上
発
表
状
況
】

火
災
覚
知
（
2/
26
）

鎮
圧
宣
言
（
3/
9）

２
月

３
月

（
日
）

乾
燥

強
風

火
災
覚
知
（
2/
19
）

●
3
月

4
日
ま
で
の

3
0
日
間
の
降
水
量
の
合
計
（平
年
比
【
％
】
）

●
平
均
風
速
、
最
大
瞬
間
風
速
、
風
向
の
時
系
列
（
２
月

26
日

06
時
～

27
日

18
時
）

北 西 南 東

大
船
渡
市

 2
.5

m
m

（
平
年
比

5
％
）

2
0

4
0

6
0

8
0

1
00

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

湿度(%)

日
最
小
湿
度

乾
燥
注
意
報
の
目
安

日
平
均
湿
度

月
の
平
均
湿
度
の
平
年
値

05

1
0

1
5

2
0

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

風速(m/s)

日
最
大
風
速

強
風
注
意
報
の
目
安

日
平
均
風
速

月
の
平
均
風
速
の
平
年
値

12



令
和

7年
4月

こ
の
冬
の
大
規
模
な
林
野
火
災
と
少
雨
と
の
関
係
に
つ
い
て

林
野
火
災
の
特
徴

○
この
冬
に
発
生
した
林
野
火
災
は
、焼

損
面
積
の
大
き
い
大
規
模
な
林
野
火
災
が
多
数
発
生
した
こと
が
特
徴
的
で
あ

る
。具

体
的
に
は
、昨

冬
ま
で
は

1月
～

3月
に
焼
損
面
積
が

10
0h

aを
超
え
た
火
災
事
例
は
年

1件
程
度
で
あ
った
の

に
対
し、
今
冬
は

7件
発
生
して
い
る
。

降
水
量
の
特
徴

○
この
冬
は
、東

日
本
か
ら西

日
本
の
太
平
洋
側
で
特
に
少
な
く、
昭
和

21
～

22
年
冬
の
統
計
開
始
以
降

1位
の
少
雨

とな
った
。

○
全
国

15
3の
気
象
官
署
の
うち
、岡

山
市
を
含
む

43
地
点
で
、過

去
1位

の
少
雨
とな
った
。

大
規
模
な
林
野
火
災
と少

雨
との

関
係

○
過
去
の
林
野
火
災
で
も
、降

水
量
が
少
な
い
年
に
は
焼
損
面
積
が
大
き
くな
る
傾
向
が
み
られ
て
お
り、
特
に
この
冬
に
お

い
て
は
、顕

著
な
少
雨
とな
った
地
域
で
大
規
模
な
林
野
火
災
が
発
生
して
い
る
。

※
林
野
火
災
は
、人

的
要
因
や
森
林
の
状
況
な
ど、
気
象
以
外
に
も
様
々
な
要
因
が
複
合
的
に
関
係
す
る
と思

わ
れ
、多

角
的
な
分
析
が
必
要
。

こ
の
冬
の
降
水
量
（
平
年
比
）
と
大
規
模
な
林
野
火
災

一
つ
の
林
野
火
災
で
焼
損
面
積
が

1,
00

0h
aを
超
え
た
の
は
平
成

4年
（
北
海
道
釧
路
市
）
以
来

焼
損
面
積

(計
):

 8
6h

a

熊
本
県
山
都
町

 1
80

ha
焼
損
面
積

(計
):

 3
52

ha

20
23
年
冬

（
20

22
年

12
月
～

2月
）

焼
損
面
積

(計
):
37
2h

a

20
24
年
冬

（
20

23
年

12
月
～

2月
）

広
島
県
江
田
島
市

 2
42

ha

過
去
の
降
水
量
（
平
年
比
）
と林

野
火
災
焼
損
面
積

（
値
は
1月

～
3月

に
お
け
る
全
国
の
焼
損
面
積
の
合
計
）

焼
損
面
積

(計
):

 1
33

ha

栃
木
県
足
利
市

 1
67

ha

20
17
年
冬

（
20

16
年

12
月
～

2月
）

20
16
年
冬

（
20

15
年

12
月
～

2月
）

20
18
年
冬

（
20

17
年

12
月
～

2月
）

20
20
年
冬

（
20

19
年

12
月
～

2月
）

20
21
年
冬

（
20

20
年

12
月
～

2月
）

20
22
年
冬

（
20

21
年

12
月
～

2月
）

焼
損
面
積

(計
):

 4
20

ha

焼
損
面
積

(計
):

 5
14

ha

焼
損
面
積

(計
):

 3
13

ha

20
19
年
冬

（
20

18
年

12
月
～

2月
）

焼
損
面
積

(計
):

 1
72

ha

※
ふ
き
だ
しは

1～
３
月
に
お
け
る

10
0h

a超
の
事
例
（

20
24
年
は
速
報
値
）

焼
損
面
積

(計
):

 1
25

ha

福
岡
県
北
九
州
市

 1
28

ha

福
島
県
郡
山
市

 1
13

ha

【
主
な
地
点
の
降
水
量
（
平
年
比
）
】

岩
手
県

 大
船
渡
：

3
7.

0ミ
リ
（
平
年
比

 
2
4%
）

3
位
を
更
新

長
野
県

 軽
井
沢
：

1
5.

5ミ
リ
（
平
年
比

 
1
5%
）

1
位
を
更
新

山
梨
県

 甲
府

：
3
0.

5ミ
リ
（
平
年
比

 
2
4%
）

1
位
を
更
新

20
25
年
冬

降
水
量
平
年
比

（
20

24
年

12
月
～

2月
）

低高

愛
媛
県

今
治
市

約
44
2h

a

岩
手
県
大
船
渡
市

 2
/2

6発
生

約
3,
37
0h

a

岡
山
県

岡
山
市

約
56
5h

a

長
野
県
上
田
市

約
10
0h

a
山
梨
県

大
月
市

約
15
0h

a

※
林
野
火
災
焼
損
面
積
は

 消
防
庁
資
料
に
よ
る

（
令
和
７
年
４
月

17
日
現
在
）

岩
手
県
大
船
渡
市

 2
/1

9発
生

約
32
4h

a

平
年
比

[
%
]

※
ふ
き
だ
しは

1月
～
３
月
に
お
け
る

10
0h

a超
の
事
例

及
び
そ
の
焼
損
面
積
（
速
報
値
）

熊
本
県

南
阿
蘇
村

約
22
0h

a

岡
山
県

 岡
山
：

 
3
3.

5ミ
リ
（
平
年
比

 2
7
%）

1位
を
更
新

愛
媛
県

 今
治
：

 
4
2.

0ミ
リ
（
平
年
比

 2
5
%）

熊
本
県

 熊
本
：

 
5
3.

5ミ
リ
（
平
年
比

 2
6
%）

2位
を
更
新

順
位
は
統
計
開
始
以
降
の
順
位
更
新
状
況

焼
損
面
積

(計
):

 約
5,
30
1h

a
（
把
握
で
き
て
い
る

10
ha
以
上
の
火
災
の
み
合
計
）
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【
参
考
】
岩
手
県
大
船
渡
市
の
気
象
デ
ー
タ
（
２
０
２
５
年
２
月
）

大
船
渡
（
岩
手
県
)
20
25
年
2月

（
日
ご
と
の
値
）

主
な
要
素

日

気
圧

(h
Pa

)
降
水
量

(m
m

)
気
温
(℃
)

湿
度

(％
)

風
向
・
風
速

(m
/s

)
日
照

雪
(c

m
)

天
気
概
況

現
地

海
面

時
間

平
均

平
均

合
計

最
大

平
均

最
高

最
低

平
均

最
小

平
均

最
大
風
速

最
大
瞬
間
風
速

(h
)

降
雪
最
深
積
雪

昼
夜

1時
間

10
分 間

風
速

風
速

風
向

風
速

風
向

合
計

値
(0

6:
00

-1
8:

00
)

(1
8:

00
-翌
日

06
:0

0)

1
10

16
.3

10
21

.1
0.

0
0.

0
0.

0
1.

5
5.

0
-2

.0
59

45
2.

2
5.

9
北
西

13
.6

北
西

3.
2

--
--

2
10

13
.5

10
18

.4
--

--
--

1.
0

5.
8

-2
.6

62
37

2.
5

5.
2
北
西

7.
7
北
西

8.
5

--
--

3
10

04
.1

10
08

.9
0.

5
0.

5
0.

5
1.

7
5.

8
-3

.2
75

51
1.

7
3.

4
北
北
西

4.
7
北
北
西

0.
0

--
--

4
99

2.
9

99
7.

7
0.

0
0.

5
0.

0
2.

7
6.

5
-0

.9
58

31
3.

4
8.

2
北
北
西

16
.5
北
北
西

6.
5

--
--

5
99

2.
9

99
7.

7
0.

5
0.

5
0.

5
-1

.2
1.

4
-2

.7
67

46
2.

7
5.

6
北
西

14
.9

北
西

1.
4

1
1

6
99

8.
4

10
03

.2
0.

0
0.

0
0.

0
-0

.4
2.

4
-3

.2
57

43
3.

9
8.

6
北
北
西

17
.8
北
北
西

7.
2

1
1

7
10

00
.6

10
05

.4
0.

5
0.

5
0.

5
-1

.8
0.

2
-4

.1
74

56
1.

9
4.

9
北
西

11
.0
西
北
西

1.
8

--
--

8
99

8.
3

10
03

.1
--

--
--

0.
5

5.
4

-2
.7

54
28

4.
0

8.
7
北
西

16
.6

北
西

7.
7

--
--

9
10

06
.0

10
10

.8
--

--
--

1.
8

6.
4

-1
.1

53
34

4.
3

8.
2
北
西

16
.2

北
7.

5
--

--
10

10
09

.4
10

14
.3

0.
0

0.
0

0.
0

1.
0

4.
5

-1
.7

54
37

3.
0

7.
5
北
西

15
.7

北
西

4.
1

--
--

11
10

13
.3

10
18

.1
0.

0
0.

0
0.

0
0.

7
2.

7
-1

.2
56

39
3.

8
10

.6
北
北
西

21
.6

北
4.

8
--

--
12

10
10

.1
10

14
.8

--
--

--
3.

1
6.

3
0.

2
53

44
2.

1
5.

8
南
南
西

10
.1

北
西

1.
5

--
--

13
99

6.
9

10
01

.7
0.

5
0.

5
0.

5
2.

7
7.

1
0.

0
58

38
7.

3
14

.5
北
北
西

26
.2
北
北
西

7.
1

--
--

14
10

06
.4

10
11

.2
0.

0
0.

0
0.

0
2.

9
6.

6
-0

.1
54

37
4.

6
8.

3
北
西

18
.3
北
北
西

7.
6

--
--

15
10

11
.7

10
16

.4
0.

0
0.

0
0.

0
4.

5
9.

6
0.

4
44

25
3.

7
8.

8
北
北
西

16
.9

北
9.

0
--

--
16

10
06

.1
10

10
.8

--
--

--
6.

0
12

.9
1.

1
61

32
2.

0
6.

4
北

10
.2

北
西

4.
9

--
--

17
99

8.
2

10
02

.9
0.

5
0.

5
0.

5
3.

1
10

.9
-1

.3
68

36
3.

6
9.

4
北
北
西

20
.3
北
北
西

4.
2

--
--

18
10

02
.5

10
07

.3
0.

0
0.

0
0.

0
-0

.7
3.

0
-3

.5
46

32
7.

0
13

.6
北
北
西

24
.1
北
北
西

8.
6

--
--

19
10

05
.7

10
10

.5
--

--
--

-0
.2

4.
8

-4
.7

52
38

4.
4

8.
6
北
北
西

17
.9

北
西

7.
4

--
--

20
10

11
.3

10
16

.2
--

--
--

0.
9

5.
5

-3
.4

55
34

3.
1

7.
3
北
西

14
.9

北
8.

2
--

--
21

10
13

.8
10

18
.6

0.
0

0.
0

0.
0

1.
8

5.
7

-1
.1

52
30

3.
9

8.
1
北
西

12
.3
北
北
西

7.
4

--
--

22
10

12
.8

10
17

.6
0.

0
0.

0
0.

0
1.

0
4.

8
-1

.4
57

35
3.

6
6.

7
北
北
西

12
.9
北
北
西

7.
0

--
--

23
10

13
.9

10
18

.8
0.

0
0.

0
0.

0
0.

5
4.

9
-2

.9
61

37
3.

1
5.

8
北
西

12
.5
北
北
西

4.
8

--
--

24
10

12
.8

10
17

.6
0.

0
0.

0
0.

0
0.

7
6.

2
-4

.6
57

31
3.

3
7.

1
北

12
.3
北
北
西

7.
5

--
--

25
10

16
.0

10
20

.8
--

--
--

4.
3

9.
4

0.
5

53
37

4.
0

8.
9
北
北
西

17
.4

北
西

8.
9

--
--

26
10

07
.6

10
12

.4
0.

0
0.

0
0.

0
4.

8
8.

7
1.

5
52

38
3.

2
8.

3
北
西

18
.1

北
西

6.
3

--
--

27
10

13
.8

10
18

.6
0.

0
0.

0
0.

0
4.

1
8.

3
1.

5
45

27
3.

4
8.

4
北
北
西

18
.0
北
北
西

6.
5

--
--

28
10

14
.3

10
19

.1
--

--
--

6.
7

13
.9

1.
5

54
27

2.
0

5.
6
南
南
東

10
.7
南
南
西

6.
3

--
--

出
火
⇒

出
火
⇒
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今
治
（
愛
媛
県
)
20
25
年
3月

（
日
ご
と
の
値
）

主
な
要
素

日

降
水
量

気
温

湿
度

風
向
・
風
速

日
照

雪

合
計

最
大

1時
間

最
大

10
分

間
平
均

最
高

最
低

平
均

最
小

平
均
風

速
最
大

最
大
瞬
間

最
多

時
間

降
雪
の
深
さ
の

最
深
積
雪

(m
m

)
(m

m
)

(m
m

)
(℃
)

(℃
)

(℃
)

(％
)

(％
)

(m
/s

)
風
速

(m
/s

)
風
向

風
速

(m
/s

)
風
向

風
向

(h
)

合
計

(c
m

)
(c

m
)

1
0.

0
0.

0
0.

0
9.

5
13

.1
5.

5
86

71
1.

5
4.

5
東

7.
5

東
東

4.
2

//
/

//
/

2
3.

5
1.

0
0.

5
11

.5
13

.7
9.

9
95

85
1.

1
2.

7
東
南
東

3.
9

北
東

東
北
東

0.
0

//
/

//
/

3
24

.0
11

.5
3.

0
9.

2
12

.2
6.

5
81

60
4.

8
8.

8
東
北
東

14
.3
東
北
東

東
0.

0
//

/
//

/
4

9.
5

2.
5

1.
0

5.
9

7.
3

4.
6

88
74

4.
2

7.
7
東
北
東

13
.1

東
東
北
東

0.
0

//
/

//
/

5
2.

5
2.

0
1.

0
8.

9
12

.4
7.

0
83

65
1.

1
3.

5
北
北
西

6.
5
北
北
西

西
北
西

0.
0

//
/

//
/

6
0.

0
0.

0
0.

0
7.

1
10

.8
4.

1
61

45
2.

5
6.

8
北
北
西

11
.1
北
北
西

北
北
西

0.
6

//
/

//
/

7
0.

0
0.

0
0.

0
5.

5
10

.6
0.

0
56

37
2.

6
6.

8
東
北
東

9.
7
東
北
東

東
8.

4
//

/
//

/
8

0.
0

0.
0

0.
0

5.
3

8.
7

1.
4

64
47

2.
1

5.
2

東
8.

2
東

東
4.

8
//

/
//

/
9

0.
0

0.
0

0.
0

5.
6

12
.2

-0
.5

69
26

1.
7

4.
6
東
北
東

7.
3

東
東

11
.0

//
/

//
/

10
0.

0
0.

0
0.

0
7.

2
11

.2
1.

7
70

38
1.

9
5.

4
東

7.
9

東
南

8.
4

//
/

//
/

11
1.

0
0.

5
0.

5
8.

9
11

.6
6.

7
84

70
2.

3
5.

3
東
北
東

7.
6

東
東
南
東

2.
5

//
/

//
/

12
0.

0
0.

0
0.

0
12

.3
16

.4
9.

7
78

63
1.

6
3.

3
西
南
西

6.
7
西
南
西

東
南
東

2.
3

//
/

//
/

13
0.

0
0.

0
0.

0
12

.3
16

.2
8.

2
65

42
1.

6
3.

7
東
北
東

7.
6
西
南
西

東
0.

3
//

/
//

/
14

0.
0

0.
0

0.
0

10
.6

15
.2

6.
3

53
25

2.
8

4.
8
東
北
東

7.
7

東
東

9.
9

//
/

//
/

15
3.

0
0.

5
0.

5
8.

0
10

.9
6.

3
67

42
6.

0
8.

2
東

15
.3

東
東
北
東

0.
0

//
/

//
/

16
13

.5
2.

5
1.

0
7.

9
11

.6
6.

5
87

69
2.

7
6.

5
西
北
西

13
.3

南
西

西
南
西

0.
4

//
/

//
/

17
1.

0
0.

5
0.

5
6.

3
10

.8
3.

1
61

43
4.

1
7.

4
西

15
.3
西
北
西

西
南
西

10
.2

//
/

//
/

18
3.

5
3.

5
1.

5
5.

5
10

.2
3.

2
72

48
2.

9
9.

2
西

19
.5
西
北
西

西
南
西

4.
0

//
/

//
/

19
0.

0
0.

0
0.

0
6.

3
10

.7
3.

6
56

34
3.

4
6.

8
西
北
西

12
.7
西
北
西

西
北
西

8.
1

//
/

//
/

20
0.

0
0.

0
0.

0
8.

1
12

.9
1.

6
57

38
2.

8
6.

3
西

13
.9
西
北
西

西
9.

4
//

/
//

/
21

0.
0

0.
0

0.
0

14
.4

18
.6

10
.2

46
32

4.
8

7.
2

西
14

.9
南
西

西
南
西

11
.4

//
/

//
/

22
0.

0
0.

0
0.

0
18

.5
22

.9
14

.8
30

22
5.

4
8.

0
西
南
西

17
.1
西
南
西

西
南
西

11
.4

//
/

//
/

23
0.

0
0.

0
0.

0
19

.1
24

.6
12

.6
30

22
4.

0
7.

3
西
北
西

14
.3
西
南
西

西
南
西

11
.4

//
/

//
/

24
0.

0
0.

0
0.

0
16

.0
23

.4
11

.7
57

25
2.

9
7.

8
西

14
.1

西
西
北
西

6.
3

//
/

//
/

25
0.

0
0.

0
0.

0
21

.5
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.7
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4.

0
6.

8
西
南
西

15
.8

南
西

西
南
西
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.8

//
/

//
/

26
0.

0
0.

0
0.

0
20

.6
26

.7
14

.4
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3.

6
7.

7
西
南
西

16
.0
西
南
西

西
北
西

10
.7

//
/

//
/

27
15

.5
6.

5
2.

0
16

.7
21

.9
12

.7
75

50
1.

7
4.

5
西
北
西

8.
8
西
北
西

東
南
東

1.
2

//
/

//
/

28
13

.0
12

.0
4.

0
15

.1
18

.1
10

.8
75
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2.

8
6.

9
西
北
西

9.
8
西
北
西

西
1.

4
//

/
//

/
29

0.
0

0.
0

0.
0

10
.9

14
.7

7.
9

49
28

2.
1

5.
5
西
北
西

10
.2

南
西

西
南
西

7.
9

//
/

//
/

30
0.

0
0.

0
0.

0
7.

8
11

.5
4.

9
43

29
3.

2
7.

2
西
北
西

11
.2
西
北
西

北
北
西

5.
7

//
/

//
/

31
0.

0
0.

0
0.

0
6.

4
10

.8
4.

6
49

24
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8
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7
東
北
東

8.
9
東
北
東

東
北
東
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1

//
/
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/

【
参
考
】
愛
媛
県
今
治
市
の
気
象
デ
ー
タ
（
２
０
２
５
年
３
月
）

出
火
⇒
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【
参
考
】
岡
山
県
岡
山
市
の
気
象
デ
ー
タ
（
２
０
２
５
年
３
月
）

出
火
⇒

岡
山
（
岡
山
県
)
20
25
年
3月

（
日
ご
と
の
値
）

主
な
要
素

日

気
圧

(h
Pa

)
降
水
量

(m
m

)
気
温
(℃
)

湿
度

(％
)

風
向
・
風
速

(m
/s

)
日
照

雪
(c

m
)

天
気
概
況

現
地

海
面

時
間

平
均

平
均

合
計

最
大

平
均

最
高

最
低

平
均

最
小

平
均

最
大
風
速

最
大
瞬
間
風
速

(h
)

降
雪
最
深
積
雪

昼
夜

1時
間
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料4

大船渡地区消防組合消防本部の活動の概要等について

大船渡地区消防組合消防本部
総務省消防庁
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大
船
渡
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
の
活
動
状
況

▼
図
：
岩
手
県
災
害
対
策
本
部
資
料
よ
り

2月
2７

日
、大

船
渡
市
合
足
地
区

・延
焼
建
物
へ
の
放
水
活
動
の
様
子

・延
焼
建
物
か
ら
消
防
水
利
ま
で
遠
く、
長
距
離
の
ホ
ー
ス
延
長
が
必
要
で
あ
った
。

３
月
2４

日
、大

船
渡
市
田
浜
地
区

・地
元
消
防
本
部
に
よ
る
残
火
処
理
の
様
子

・背
負
い
式
水
の
う、
熱
画
像
直
視
装
置
を
活
用
し
、活

動
の
効
率
化
が
図
ら
れ
た
。

2月
２
６
日
、大

船
渡
市
港
地
区

・協
定
を
締
結
し
た
民
間
企
業
の
車
両
に
よ
る
充
水
の
様
子

・活
動
初
期
か
ら
充
水
体
制
を
確
保
で
き
た
こと
で
、継

続
的
な
消
火
活
動
が

可
能
とな

った
。

2月
26
日
、大

船
渡
市
合
足
地
区

・出
動
隊
か
ら
見
た
延
焼
の
様
子

・風
向
、風

速
等
を
勘
案
し
て
部
隊
の
配
備
を
指
揮

・急
激
な
気
象
状
況
の
変
化
な
どに
よ
り、
災
害
状
況

が
常
に
変
化

・強
風
時
に
は
、消

防
本
部
の
ド
ロ
ー
ン
使
用
が
困
難

合
足
地
区

港
地
区

大
船
渡
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
は
､
地
元
消
防
本
部
と
し
て
火
災
発
生
時
の
初
動
対
応
を
行
い
､緊
急
消
防
援
助
隊
等
の

応
援
を
要
請
す
る
と
と
も
に
､
合
足
･港
地
区
に
お
け
る
放
水
活
動
､
田
浜
地
区
等
に
お
け
る
残
火
処
理
な
ど
に
従
事
し
た
。

【
活
動
期
間
：
2
月
2
6
日
～
3
月
3
1
日
、
活
動
人
数
：
延
べ
1
,
3
2
4
人
（
R
7
.
3
.
3
1
現
在
）
】

熱
画
像
直
視
装
置

イ
メ
ー
ジ

田
浜
地
区

イ
メ
ー
ジ
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大
船
渡
市
林
野
火
災
に
お
け
る
地
元
消
防
本
部
の
活
動
の
振
り返

り

・
複
数
地
域
で
の
延
焼
が
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
消
防
力
の
不
足
を
早
期
に
判
断
し
、
速
や
か
な
応
援
要
請
を
実
施
し
た
こ
と

が
有
効
だ
っ
た
。

・
空
中
消
火
を
行
っ
た
防
災
ヘ
リ
や
地
上
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
た
警
察
か
ら
の
情
報
は
、
延
焼
状
況
の
把
握
に
有
効
だ
っ
た
。

・
一
方
、
急
激
な
延
焼
拡
大
や
飛
び
火
等
に
よ
る
広
範
囲
の
延
焼
に
よ
り
、
全
容
把
握
や
的
確
な
部
隊
配
備
が
困
難
で
あ
っ
た
。

・
継
続
的
な
警
戒
を
行
う
た
め
、
夜
間
・
強
風
時
に
お
け
る
上
空
か
ら
の
情
報
収
集
（
ド
ロ
ー
ン
）
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
。

・
県
内
応
援
隊
が
所
有
す
る
大
型
水
槽
車
や
協
定
締
結
先
の
民
間
業
者
が
所
有
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
車
等
に
よ
る

水
利
確
保
が
有
効
だ
っ
た
。

・
一
方
、
継
続
的
な
放
水
量
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
無
限
水
利
等
を
活
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

・
ま
た
、
消
防
水
利
の
数
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
災
害
現
場
ま
で
の
遠
距
離
送
水
が
必
要
と
な
っ
た
。

・
背
負
い
式
水
の
う
に
よ
る
機
動
的
な
放
水
活
動
や
熱
画
像
直
視
装
置
に
よ
る
効
率
的
な
熱
源
検
索
が
有
効
だ
っ
た
。

・
一
方
、
背
負
い
式
水
の
う
の
配
備
数
が
限
ら
れ
、
給
水
場
所
ま
で
の
往
復
な
ど
、
時
間
と
労
力
を
要
し
た
。

・
ま
た
、
熱
画
像
直
視
装
置
の
配
備
数
が
限
ら
れ
、
熱
源
検
索
を
実
施
で
き
る
範
囲
が
限
ら
れ
た
。

・
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
搬
送
手
段
が
不
足
し
た
た
め
、
広
域
に
及
ぶ
活
動
範
囲
へ
の
資
機
材
搬
送
に
時
間
と
労
力
を
要
し
た
。

・
大
船
渡
市
林
野
火
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
適
切
な
初
動
対
応
や
延
焼
防
止
の
た
め
、
飛
び
火
警
戒
要
領
等
の
見
直
し
に

つ
い
て
検
討
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
。

・
活
動
が
広
範
囲
に
な
る
中
、
地
元
消
防
本
部
と
消
防
団
等
が
連
携
す
る
た
め
、
情
報
共
有
体
制
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
。

※
地
元
消
防
本
部
へ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
作
成

広
範
囲
に
お
け
る
情
報
把
握
［
初
動
対
応
］

効
果
的
な
消
火
活
動
に
向
け
た
資
機
材
の
整
備
［
担
当
エ
リ
ア
に
お
け
る
残
火
処
理
］

長
時
間
に
わ
た
る
消
火
活
動
に
必
要
な
消
防
水
利
の
確
保
［
担
当
エ
リ
ア
に
お
け
る
放
水
活
動
］

強
風
下
に
お
け
る
消
防
対
策
の
強
化
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料5

大船渡市消防団の活動の概要等について

大船渡市消防団
総務省消防庁
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岩
手
県
大
船
渡
市
消
防
団
の
林
野
火
災
へ
の
対
応

３
月
８
日
、大

船
渡
市
綾
里
地
区

（
残
火
処
理
の
様
子
）

▲
図
：
岩
手
県
災
害
対
策
本
部
資
料
よ
り

2月
26
日
、大

船
渡
市
末
崎
地
区

（
消
火
活
動
の
様
子
）

2月
26
日
、大

船
渡
市
合
足
地
区

（
消
火
活
動
の
様
子
）

2月
26
日
、大

船
渡
市
綾
里
地
区

（
消
火
活
動
の
様
子
）

３
月
23
日
、大

船
渡
市
綾
里
地
区

（
残
火
処
理
の
様
子
）

2月
26
日
、大

船
渡
市
合
足
地
区

（
中
継
送
水
作
業
の
様
子
）

大
船
渡
市
消
防
団
は
、
自
ら
も
被
災
し
な
が
ら
、
地
域
住
民
の
命
を
守
る
た
め
、
被
害
状
況
の
情
報
収
集
、
避
難

の
呼
び
か
け
や
避
難
誘
導
、
消
防
隊
等
と
連
携
し
た
消
火
、
熱
源
確
認
や
残
火
処
理
、
夜
間
の
見
回
り
な
ど
の
活
動

に
懸
命
に
従
事
し
た
。
【
活
動
期
間
：
２
月
1
9
日
～
４
月
７
日
、
活
動
人
数
：
延
べ
3
,
2
6
9
人
】

活
動
期
間
：
２
月
19
～
25
日

活
動
人
数
：
延
べ
1,
38
6人

活
動
期
間
：
２
月
25
～
26
日

活
動
人
数
：
延
べ
36
1人

活
動
期
間
：
２
月
26
日
～
４
月
７
日

活
動
人
数
：
延
べ
1,
52
2人

計
：
延
べ
3,
26
9人

消
防
団
の
活
動
人
数
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大
船
渡
市
林
野
火
災
に
お
け
る
消
防
団
の
活
動
の
振
り返

り
※
大
船
渡
市
消
防
団
へ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
作
成

消
防
隊
等
と
連
携
で
き
る
情
報
伝
達
体
制
の
構
築

•
配
備
さ
れ
て
い
る
通
信
機
器
が
不
足
し
、
迅
速
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
状
況
で
は
対
応
が
困
難
。

•
一
部
の
地
域
が
不
感
地
帯
で
あ
っ
た
た
め
、
無
線
機
や
携
帯
電
話
が
使
用
で
き
ず
、
情
報
伝
達
に
支
障
。
電
波
が
通
じ
な

い
状
況
も
想
定
し
た
対
策
が
必
要
。

大
規
模
火
災
に
的
確
に
対
処
で
き
る
体
制
の
強
化

•
現
場
の
状
況
に
応
じ
て
、
無
限
水
利
の
活
用
や
中
継
送
水
へ
の
迅
速
な
対
応
、
早
期
の
退
避
判
断
に
よ
る
安
全
確
保

と
い
っ
た
対
応
は
、
地
元
を
熟
知
し
、
過
去
の
火
災
を
教
訓
に
日
頃
か
ら
実
施
し
て
い
る
訓
練
が
活
か
さ
れ
た
。

•
経
験
が
少
な
い
等
の
理
由
か
ら
、
対
応
で
き
る
消
防
団
員
に
限
り
が
あ
っ
た
。
長
丁
場
と
な
れ
ば
交
代
で
対
応
す
る

必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
消
防
団
員
の
対
応
力
の
強
化
が
不
可
欠
。

•
火
点
が
点
在
し
て
い
た
た
め
、
統
制
の
と
れ
た
活
動
が
困
難
で
あ
っ
た
。

•
地
元
を
熟
知
し
た
消
防
団
と
機
動
力
の
あ
る
緊
急
消
防
援
助
隊
の
連
携
強
化
が
必
要
。

火
災
対
応
に
必
要
な
資
機
材
の
整
備

•
背
負
い
式
水
の
う
が
対
応
人
員
に
比
し
て
相
当
数
不
足
し
、
対
応
で
き
な
か
っ
た
。

•
防
火
衣
な
ど
消
防
団
員
の
安
全
管
理
の
た
め
の
資
機
材
の
充
実
が
必
要
。

自
主
防
災
組
織
等
と
連
携
し
た
避
難
訓
練
等
の
実
施
に
よ
る
地
域
住
民
の
防
火
意
識
の
向
上

•
各
地
域
の
自
主
防
災
組
織
と
の
連
携
を
強
化
す
る
た
め
、
防
災
に
関
す
る
座
談
会
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会

や
避
難
訓
練
を
増
や
す
ほ
か
、
飛
び
火
に
よ
る
火
災
の
防
止
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
な
ど
、
火
災
予
防
の
意
識
向
上

に
つ
な
が
る
活
動
の
充
実
が
必
要
。
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料6

緊急消防援助隊の活動の概要と課題について

総務省消防庁
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陸
上
部
隊
の
活
動
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〇
陸
上
部
隊
は
市
街
地
へ
の
延
焼
阻
止
を
主
目
的
と
し
て
消
火
活
動
を
実
施
。

〇
活
動
内
容

・エ
リ
ア
が
広
い
こ
と
か
ら
、
最
大
で
４
つ
の
方
面
に
エ
リ
ア
分
け
し
、
方
面
毎
に
都
道
府
県
大
隊
及

び
指
揮
支
援
隊
を
配
置

・市
街
地
へ
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
延
焼
阻
止
線
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
安
全
を
確
保
し
つ
つ

林
野
内
の
消
火
活
動
を
実
施

・2
4
時
間
体
制
で
活
動
で
き
る
よ
う
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
ん
で
活
動

〇
保
有
車
両
等
の
有
効
活
用

山
間
地
に
お
け
る
延
焼
状
況
の
把
握
や
水
利
確
保
の
た
め
、
ド
ロ
ー
ン
や
自
然
水
利
を
用
い
て
大

量
放
水
が
可
能
な
海
水
利
用
型
消
防
水
利
シ
ス
テ
ム
（ス
ー
パ
ー
ポ
ン
パ
ー
）
等
を
活
用

〇
安
全
管
理

消
防
防
災
ヘ
リ
と
連
携
し
、
空
か
ら
の
散
水
箇
所
に
留
意
し
て
部
隊
の
安
全
管
理
を
実
施

活
動
の
ポ
イ
ン
ト

大
船
渡
市
林
野
火
災

陸
上
部
隊
の
活
動
の
概
要
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小
石
浜

大
明
神

平
舘

蛸
ノ
浦

長 崎

清
水

八
ヶ
森

合
足

白
浜

砂
子
浜

野
々
前

外 口

市
街
地
へ
の
延
焼
阻
止
活
動
及
び
林
野
に
お
け
る
消
火
活
動

●
市
街
地
へ
の
延
焼
を
防
ぐ
た
め
、
延
焼
阻
止
線
を
設
定
し
て
活
動
す
る

と
と
も
に
、
安
全
を
確
保
し
つ
つ
延
焼
し
て
い
る
林
野
へ
の
放
水
活
動
を

実
施

●
延
焼
拡
大
を
認
め
て
臨
機
応
変
に
対
応

●
２
４
時
間
体
制
で
活
動

＜
延
焼
拡
大
期
①
（
２
月

2
7
日
）＞

大
船
渡
市
林
野
火
災

陸
上
部
隊
の
活
動

綾
里
地
区
（大
明
神
・小
石
浜
・甫
嶺
）

こ
い
し
は
ま

り
ょ
う
り

ほ
れ
い

だ
い
み
ょ
う
じ
ん

宮
城
県
隊

山
形
県
隊

青
森
県
隊

仙
台
市
指
揮
支
援
隊

新
潟
市
指
揮
支
援
隊

福
島
県
隊

合
足
地
区

あ
っ
た
り

り
ょ
う
り

た
い
ら
だ
て

綾
里
地
区
（
平
舘
）

使
用
水
利

都
道
府
県
大
隊
数

海
・
川
等
の
自
然
水
利

４
/
６
大
隊

消
火
栓
及
び
防
火
水
槽

４
/
６
大
隊

タ
ン
ク
車
等
の
積
載
水

１
/
６
大
隊

秋
田
県
隊

新
潟
県
隊

2
/2

7
昼
間
に
延
焼
確
認

主
な
市
街
地

2
/
1
9
～
２
６
ま
で
の
焼
損
範
囲

前
日

1
7

:0
0
頃
に
確
認
し
た
焼
損
範
囲

延
焼
阻
止
線

消
火
活
動
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新
潟
市

指
揮
支
援
隊

青
森
県
隊

秋
田
県
隊

茨
城
県
隊

新
潟
県
隊

東
京
消
防
庁

指
揮
支
援
隊

群
馬
県
隊

埼
玉
県
隊

千
葉
県
隊

東
京
都
隊

小
石
浜

大
明
神

平
舘

蛸
ノ
浦

長 崎

清
水

八
ヶ
森

合
足

白
浜

砂
子
浜

野
々
前

外 口

活
動
エ
リ
ア
を
３
方
面
に
分
割
し
、
延
焼
阻
止
活
動
及
び
消
火

●
延
焼
拡
大
に
伴
い
、
延
焼
阻
止
を
行
う
市
街
地
も
増
加

●
活
動
エ
リ
ア
が
広
範
囲
に
及
び
、
部
隊
活
動
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
管
理

が
必
要
に
な
っ
た
た
め
、
指
揮
支
援
隊
１
隊
に
対
し
４
都
県
大
隊
を
割

り
当
て
て
活
動

●
こ
の
頃
に
は
、
2

4
時
間
体
制
で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
編
成
を
構
築

＜
延
焼
拡
大
期
②
（
３
月
１
日
）＞

大
船
渡
市
林
野
火
災

陸
上
部
隊
の
活
動

り
ょ
う
り

た
い
ら
だ
て

綾
里
地
区
（
平
舘
）

綾
里
地
区
（
大
明
神
・
小
石
浜
）

こ
い
し
は
ま

り
ょ
う
り

だ
い
み
ょ
う
じ
ん

合
足
地
区

あ
っ
た
り

使
用
水
利

都
道
府
県
大
隊
数

海
・
川
等
の
自
然
水
利
９
/
１
２
大
隊

消
火
栓
及
び
防
火
水
槽
１
/
１
２
大
隊

タ
ン
ク
車
等
の
積
載
水
５
/
１
２
大
隊

仙
台
市

指
揮
支
援
隊

宮
城
県
隊

山
形
県
隊

福
島
県
隊

栃
木
県
隊

主
な
市
街
地

2
/
1
9
～
２
６
ま
で
の
焼
損
範
囲

前
日

1
7

:0
0
頃
に
確
認
し
た
焼
損
範
囲

延
焼
阻
止
線

消
火
活
動
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横
浜
市

指
揮
支
援
隊

神
奈
川
県
隊

新
潟
市

指
揮
支
援
隊

青
森
県
隊

秋
田
県
隊

茨
城
県
隊

新
潟
県
隊

仙
台
市

指
揮
支
援
隊

宮
城
県
隊

山
形
県
隊

福
島
県
隊

栃
木
県
隊

小
石
浜

大
明
神

平
舘

蛸
ノ
浦

長 崎

清
水

八
ヶ
森

合
足

白
浜

砂
子
浜

野
々
前

外 口

活
動
エ
リ
ア
を
４
方
面
に
分
割
し
、
延
焼
阻
止
活
動

延
焼
拡
大
に
よ
り
綾
里
地
区
の
活
動
エ
リ
ア
を
再
分
割
す
る
と
共

に
、
西
側
海
岸
地
区
へ
の
延
焼
阻
止
の
た
め
、
横
浜
市
指
揮
支
援
隊

及
び
神
奈
川
県
隊
を
割
り
当
て
、
山
か
ら
の
燃
え
下
が
り
を
消
火

＜
延
焼
拡
大
期
③
（
３
月
４
日
）＞

大
船
渡
市
林
野
火
災

陸
上
部
隊
の
活
動

西
側
海
岸
地
区

あ
っ
た
り

り
ょ
う
り

た
い
ら
だ
て

合
足
・
綾
里
地
区
（
平
舘
）

綾
里
地
区
（
大
明
神
）

り
ょ
う
り

だ
い
み
ょ
う
じ
ん

綾
里
地
区
（
小
石
浜
）

こ
い
し
は
ま

り
ょ
う
り

使
用
水
利

都
道
府
県
大
隊
数

海
・
川
等
の
自
然
水
利
５
/
１
３
大
隊

消
火
栓
及
び
防
火
水
槽
６
/
１
３
大
隊

タ
ン
ク
車
等
の
積
載
水
６
/
１
３
大
隊

東
京
消
防
庁

指
揮
支
援
隊

群
馬
県
隊

埼
玉
県
隊

千
葉
県
隊

東
京
都
隊

主
な
市
街
地

2
/1

9
～
２
６
ま
で
の
焼
損
範
囲

前
日

1
7

:0
0
頃
に
確
認
し
た
焼
損
範
囲

延
焼
阻
止
線

消
火
活
動
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仙
台
市

指
揮
支
援
隊

宮
城
県
隊

山
形
県
隊

福
島
県
隊

栃
木
県
隊

東
京
消
防
庁

指
揮
支
援
隊

群
馬
県
隊

埼
玉
県
隊

千
葉
県
隊

東
京
都
隊

小
石
浜

大
明
神

平
舘

蛸
ノ
浦

長 崎

清
水

八
ヶ
森

合
足

白
浜

砂
子
浜

野
々
前

外 口

巡
回
警
戒
・
消
火
活
動

熱
画
像
直
視
装
置
等
を
活
用
し
、
再
燃
リ
ス
ク
が
あ
る

高
温
部
位
へ
の
放
水
活
動
を
実
施

＜
延
焼
拡
大
が
収
束
し
て
以
降
（３
月
７
日
）＞

大
船
渡
市
林
野
火
災

陸
上
部
隊
の
活
動

綾
里
地
区
（
小
石
浜
）

こ
い
し
は
ま

り
ょ
う
り

西
側
海
岸
地
区

あ
っ
た
り

り
ょ
う
り

た
い
ら
だ
て

合
足
・
綾
里
地
区
（
平
舘
）

綾
里
地
区
（
大
明
神
）

り
ょ
う
り

だ
い
み
ょ
う
じ
ん

主
な
市
街
地

３
／
６
ま
で
の
焼
損
範
囲

消
火
活
動
実
施
区
域

横
浜
市

指
揮
支
援
隊

神
奈
川
県
隊

新
潟
市

指
揮
支
援
隊

青
森
県
隊

秋
田
県
隊

茨
城
県
隊

新
潟
県
隊

使
用
水
利

都
道
府
県
大
隊
数

海
・
川
等
の
自
然
水
利
１
/
１
３
大
隊

タ
ン
ク
車
等
の
積
載
水
３
/
１
３
大
隊
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航
空
部
隊
の
活
動
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【
①

消
火
活
動
】

〇
市
街
地
方
向
へ
の
延
焼
阻
止
を
主
眼
に
活
動
。

日
々
の
延
焼
状
況
を
踏
ま
え
、
散
水
箇
所
を
選
定
。

〇
消
防
防
災
ヘ
リ
は
、
小
回
り
が
効
き
、
ダ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
周
囲
へ
の
影
響
が

 小
さ
い
特
性
を
生
か
し
、
主
に
住
宅
に
近
い
区
域
を
担
当
。

大
型
で
散
水
量
の
大
き
い
自
衛
隊
ヘ
リ
は
、
主
に
火
勢
の
強
い
箇
所
を
担
当

〇
活
動
空
域
の
安
全
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
活
動
可
能
機
数
を
最
大
化
し
、
連
続
的
な

 散
水
に
努
め
る
（
自
衛
隊
機
８
機
・
消
防
防
災
ヘ
リ
８
機
で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
）

〇
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
を
活
動
時
間
と
し
た
。

※
狭
隘
な
山
岳
地
で
あ
り
、
バ
ケ
ッ
ト
を
吊
り
下
げ
て
の
飛
行
、
障
害
物
や
他
機
と
の

接
触
の
恐
れ
等
危
険
要
因
が
多
く
、
夜
間
は
活
動
の
安
全
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
。

【
②

熱
源
偵
察
活
動
】

延
焼
拡
大
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
後
は
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
に
よ
る
熱
源
探
査
を
実
施
。

地
上
隊
と
連
携
し
て
熱
源
の
残
火
処
理
を
実
施
。

【
③

そ
の
他
】

〇
活
動
後
期
（
降
雨
後
）に
お
い
て
、
消
火
薬
剤
を
散
水
。

〇
外
口
地
区
で
自
衛
隊
ヘ
リ
に
よ
る
市
街
地
空
中
消
火
を
実
施

大
船
渡
市
林
野
火
災

航
空
部
隊
の
活
動

活
動
の
ポ
イ
ン
ト

フ
ォ
ワ
ー
ド
ベ
ー
ス
の
様
子

消
火
剤
散
水
後

消
防
防
災
ヘ
リ
に
よ
る
散
水
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フ
ォ
ワ
ー
ド
ベ
ー
ス

(F
B

)
：
高
田
松
原
運
動
公
園

※
給
油
も
可
能

主
な
散
水
エ
リ
ア

給
水
場

(2
/
2

8
～

)
：
B
＆

G
海
洋
セ
ン
タ
ー

給
水
場

(2
/
2

7
の
み

)
：
フ
レ
ア
イ
ラ
ン
ド
尾
崎
岬

給
水
場

(2
/
2

8
～

)
：
旧
綾
里
中
学
校

大
船
渡
市
林
野
火
災

航
空
部
隊
の
活
動

散
水
量

散
水
回
数

散
水
量

消
防
防
災
ヘ
リ

約
1
,0

0
0
回

約
5

0
0

t

自
衛
隊
ヘ
リ

約
1
,3

0
0
回

約
6

,5
0

0
t

※
2

/2
7
か
ら
３

/1
5
ま
で

＜
消
火
活
動
に
必
要
な
拠
点
の
配
置
状
況
＞

給
水
場
（
旧
綾
里
中
）で
の
活
動

32



大
船
渡
市
林
野
火
災

航
空
部
隊
の
活
動 場
外
離
着
陸
場

2
/2

6
１
５
：０
０
頃
に
確
認
さ
れ
た
延
焼
範
囲

自
衛
隊
ヘ
リ
散
水
箇
所

消
防
防
災
ヘ
リ
散
水
箇
所

2
/1

9
に
発
生
し
た
火
災
の
延
焼
範
囲

＜
延
焼
拡
大
期
①
（
2
/
2
7
）
＞

八
ヶ
森

隊
機
数
（
機
）
放
水
量
（t
）
回
数
（回
）

消
防
防
災
ヘ
リ

６
３
７

７
５

自
衛
隊
ヘ
リ

（
C

H
4

7
）

２
１
９
５

３
９

延
焼

防
止

延
焼

防
止

【
活
動
方
針
】

〇
延
焼
防
止
を
活
動
の
主
眼
と
す
る
。

延
焼
拡
大
が
見
ら
れ
る
箇
所
を
中
心
に
散
水
。

⇒
延
焼
が
認
め
ら
れ
た
八
ヶ
森
エ
リ
ア
の
北
及
び
西
側
に
散
水

・
ヘ
リ
の
特
性
を
踏
ま
え
、
消
防
防
災
ヘ
リ
は
住
宅
に
近
い
エ
リ
ア
、
自
衛
隊
ヘ
リ
は
、
火
勢
の
強
い
エ
リ
ア
を
担
当

大
明
神

平
舘

蛸
ノ
浦

清
水

白
浜

合
足

主
な
市
街
地

外 口

フ
レ
ア
イ
ラ
ン
ド
尾
崎
岬
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大
船
渡
市
林
野
火
災

航
空
部
隊
の
活
動

綾
里
地
区

（平
舘
）

〇
延
焼
防
止
を
引
き
続
き
主
眼
と
し
、
飛
び
火
や
延
焼
状
況
等
を
踏
ま
え
て
散
水
箇
所
を
選
定

⇒
綾
里
地
区
（
平
館
）
市
街
地
へ
の
延
焼
防
止
の
た
め
、
北
側
の
飛
び
火
部
分
に
散
水
。

綾
里
地
区
（
平
館
）
北
側
の
延
焼
拡
大
が
認
め
ら
れ
、
小
石
浜
方
面
へ
の
延
焼
防
止
の
た
め
散
水
（
合
足
地
区
北
側
か
ら

転
戦
）
。

・
散
水
箇
所
に
近
い
給
水
場
を
新
た
に
選
定
し
、
連
続
的
な
散
水
を
実
施
。

＜
延
焼
拡
大
期
②
（
2
/
2
８
）
＞

合
足
地
区

隊
機
数
（
機
）
放
水
量
（t
）
回
数
（回
）

消
防
防
災
ヘ
リ

７
８
０

１
６
２

自
衛
隊
ヘ
リ

（C
H

4
7
）

４
５
７
０

１
１
４

場
外
離
着
陸
場
の
様
子

場
外
離
着
陸
場

自
衛
隊
ヘ
リ
散
水
箇
所

消
防
防
災
ヘ
リ
散
水
箇
所

2
/
1
9
に
発
生
し
た
火
災
の

延
焼
範
囲

2
/
２
７
１
7
：０
０
頃
に

確
認
さ
れ
た
延
焼
範
囲

小
石
浜
方
面
へ
の
延
焼
を
防
ぐ
観
点

か
ら
、
午
後
か
ら
散
水
箇
所
を
変
更

小
石
浜

午
前

午
後

延
焼

防
止

延
焼

防
止

延
焼

防
止

砂
子
浜

合
足

主
な
市
街
地
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綾
里
地
区

（平
舘
）

大
船
渡
市
林
野
火
災

航
空
部
隊
の
活
動

場
外
離
着
陸
場

2
/2

8
 1

7
:0

0
頃

に
確
認
さ
れ
た
延
焼
範
囲

自
衛
隊
ヘ
リ
散
水
箇
所

消
防
防
災
ヘ
リ
散
水
箇
所

2
/1

9
に
発
生
し
た
火
災
の

延
焼
範
囲

＜
延
焼
拡
大
期
③
（
３
/
2
）
＞

〇
綾
里
地
区
（
平
館
）集
落
及
び
西
側
海
岸
方
面
、
小
石
浜
方
面
の
延
焼
防
止
を
狙
い
と
し
て
散
水
。

〇
陸
上
部
隊
と
共
通
し
た
グ
リ
ッ
ド
図
を
使
用
開
始
。
ヘ
リ
の
散
水
箇
所
、
陸
上
部
隊
の
活
動
場
所
を

統
括
指
揮
支
援
隊
を
通
じ
て
座
標
で
周
知
。

隊
機
数
（機
）
放
水
量
（t
）
回
数
（回
）

消
防
防
災
ヘ
リ

８
８
４

１
８
２

自
衛
隊
ヘ
リ

（C
H

4
7
）

６
８
２
０

１
６
４

延
焼

防
止

延
焼

防
止

延
焼

防
止

小
石
浜

蛸
ノ
浦

清
水

大
明
神

白
浜

砂
子
浜

合
足
地
区

合
足

主
な
市
街
地
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大
船
渡
市
林
野
火
災

航
空
部
隊
の
活
動

〇
３
月
５
日
（
水
）
の
降
雨
後
は
、
消
防
防
災
ヘ
リ
の
赤
外
線
カ
メ
ラ
に
よ
り
熱
源
探
査
を
実
施
。

〇
発
見
し
た
熱
源
は
、
統
括
指
揮
支
援
隊
に
報
告
。
地
上
隊
、
航
空
隊
も
含
め
対
応
部
隊
を
決
定
。

さ
ら
に
、
航
空
隊
に
よ
り
、
熱
源
周
辺
や
複
数
回
熱
源
が
確
認
さ
れ
た
箇
所
へ
の
予
防
散
水
も
実
施
。

熱
源
）
航
空
隊
で
対
応

熱
源
）地
上
隊
で
対
応

熱
源
）航
空
隊
で
対
応

熱
源
）航
空
隊
で
対
応

熱
源
箇
所

（
赤
外
線
カ
メ
ラ
）

赤
外
線
カ
メ
ラ

＜
延
焼
拡
大
が
収
束
し
て
以
降
（
3
/
5
～
）
＞

熱
源
）自
衛
隊
で
対
応

熱
源
）航
空
隊
で
対
応
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活
動
の
振
り
返
り
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・
方
面
別
に
担
当
部
隊
を
明
確
化
し
た
こ
と
で
、
安
定
し
た
対
応
が
可
能
と
な
っ
た
。

・
一
方
で
、
刻
々
と
変
化
す
る
火
災
の
全
容
把
握
が
難
し
く
、
特
に
飛
び
火
や
風
向
き
の
変
化
に
よ
る
急
な
延
焼
拡
大
な
ど
の

対
応
に
苦
慮
し
た
。
夜
間
の
監
視
も
課
題
。

・
ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
熱
源
探
査
は
延
焼
状
況
の
把
握
に
有
効
だ
っ
た
。

・
不
慣
れ
な
土
地
で
は
地
元
消
防
本
部
や
消
防
団
か
ら
の
助
言
や
案
内
が
役
立
っ
た
。

・
市
街
地
へ
の
延
焼
阻
止
を
主
眼
に
、
延
焼
阻
止
線
を
設
定
し
て
活
動
し
、
成
果
を
上
げ
た
。

【
水
利
の
確
保
】

・
山
間
部
で
水
利
が
限
ら
れ
る
ほ
か
、
消
火
栓
の
使
用
制
限
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
水
利
の
確
保
が
必
要
だ
っ
た
。

・
こ
の
点
、
ス
ー
パ
ー
ポ
ン
パ
ー
や
大
型
水
槽
車
の
ほ
か
、
簡
易
水
槽
や
可
搬
ポ
ン
プ
等
の
山
中
ま
で
水
を
運
搬
す
る
資

機
材
が
有
効
だ
っ
た
。

【
車
両
・
資
機
材
】

・
複
雑
な
地
形
や
狭
隘
な
道
が
多
く
、
進
入
や
大
型
車
の
部
署
に
苦
慮
し
た
が
、
水
陸
両
用
バ
ギ
ー
等
、
走
破
性
の
高
い

車
両
が
偵
察
活
動
や
人
員
・
資
機
材
の
搬
送
に
活
躍
し
た
。

・
ド
ロ
ー
ン
の
熱
源
探
査
や
熱
画
像
直
視
装
置
を
用
い
た
直
接
消
火
が
効
率
的
だ
っ
た
一
方
で
、
保
有
数
に
限
り
が
あ
り
、

広
範
囲
に
行
え
な
か
っ
た
。

・
背
負
式
消
火
水
の
う
に
消
火
薬
剤
を
使
用
し
た
隊
か
ら
は
、
残
火
処
理
を
行
う
上
で
少
量
の
水
で
も
効
果
が
得
ら
れ
た

と
の
声
が
あ
っ
た
。

※
緊
急
消
防
援
助
隊
へ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
作
成

情
報
把
握
と
部
隊
配
置

大
船
渡
市
林
野
火
災
に
お
け
る
緊
急
消
防
援
助
隊
の
活
動
の
振
り返

り

消
火
活
動
（
陸
上
部
隊
）
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大
船
渡
市
林
野
火
災
に
お
け
る
緊
急
消
防
援
助
隊
の
活
動
の
振
り返

り

消
火
活
動
（
航
空
部
隊
）

・
自
衛
隊
ヘ
リ
と
の
間
で
活
動
エ
リ
ア
と
役
割
分
担
を
適
切
に
行
い
、
最
大
限
の
機
数
で
活
動
。

自
衛
隊
と
随
時
顔
を
合
わ
せ
て
情
報
共
有
を
行
い
、
円
滑
な
調
整
が
で
き
た
。

・
散
水
エ
リ
ア
近
く
に
給
水
場
を
確
保
し
た
た
め
、
連
続
的
な
散
水
が
で
き
た
。

・
一
方
で
、
発
災
初
日
は
強
風
に
よ
り
空
中
消
火
が
で
き
ず
、
延
焼
抑
止
が
で
き
な
か
っ
た
ほ
か
、
そ
の
後
も
、

火
勢
が
強
く
延
焼
拡
大
を
防
ぐ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

【
資
機
材
】

・
活
動
後
期
（
降
雨
後
）
に
お
い
て
、
消
火
薬
剤
を
活
用
し
た
散
水
を
実
施
（
効
果
に
つ
い
て
空
中
か
ら
は

確
認
で
き
な
か
っ
た
）
。

【
夜
間
空
中
消
火
】

・
夜
間
の
空
中
消
火
は
実
施
せ
ず
。
山
岳
地
飛
行
は
視
認
が
難
し
く
、
空
間
識
失
調
の
危
険
性
も
あ
る
ほ
か
、

特
に
バ
ケ
ッ
ト
な
ど
を
吊
り
下
げ
た
状
態
で
の
活
動
は
危
険
と
の
声
が
多
い
。

地
上
部
隊
と
航
空
部
隊
の
連
携

・
空
中
か
ら
の
散
水
箇
所
に
地
上
隊
が
進
出
し
て
い
た
場
合
の
連
絡
調
整
が
タ
イ
ム
リ
ー
に
行
え
な
い
事
例
が
あ
っ
た
。

・
そ
の
後
、
統
括
指
揮
支
援
隊
と
航
空
指
揮
隊
が
十
分
に
連
携
し
、
共
通
の
グ
リ
ッ
ド
図
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
情
報
共
有
が

容
易
と
な
り
、
円
滑
な
消
火
活
動
に
繋
が
っ
た
。

【
安
全
管
理
】

・
２
４
時
間
体
制
で
の
活
動
に
お
い
て
、
初
期
は
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
が
確
立
せ
ず
、
隊
員
の
疲
労
も
大
き
か
っ
た
。

・
滑
落
、
落
石
、
倒
木
、
野
生
動
物
対
策
機
材
を
は
じ
め
、
遭
難
や
火
に
囲
ま
れ
る
危
険
性
ま
で
を
も
想
定
し
た
山
間
地
特

有
の
安
全
管
理
が
求
め
ら
れ
た
。
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料7

大船渡市林野火災における効果的な資機材等について

総務省消防庁
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消
火
活
動
に
お
け
る
現
場
か
ら
の
声

・
被
害
が
広
範
囲
で
あ
っ
た
た
め
、
状
況
の
早
期
把
握
が
難
し
か
っ
た
。

・
夜
間
の
監
視
や
風
向
き
に
よ
る
延
焼
方
向
の
変
化
へ
対
応
が
難
し
か
っ
た
。

・
活
動
隊
の
分
散
に
加
え
、
傾
斜
地
で
の
活
動
は
安
全
管
理
体
制
が
困
難
だ
っ
た
。

・
突
風
の
影
響
で
白
煙
に
よ
る
視
界
不
良
と
な
り
、
危
険
な
状
況
が
あ
っ
た
。

・
夜
間
の
活
動
中
、
鹿
や
カ
モ
シ
カ
の
侵
入
防
止
ネ
ッ
ト
に
気
づ
か
ず
、
転
倒
し
た
。

・
山
間
部
で
水
源
が
限
ら
れ
、
消
火
に
必
要
な
水
量
を
確
保
し
に
く
か
っ
た
。

・
生
活
用
水
に
影
響
が
出
る
懸
念
が
あ
り
、
消
火
栓
の
使
用
水
量
に
限
り
が

あ
っ
た
。
・
ジ
ェ
ッ
ト
シ
ュ
ー
タ
ー
個
数
不
足
の
た
め
隊
員

分
の
携
行
が
必
要
で
あ
っ
た
。

・
複
雑
な
地
形
や
狭
隘
な
道
が
多
く
、
進
入
や
大
型
車
の
部
署
に
苦
慮
し
た
。

・
急
傾
斜
の
た
め
、
消
火
ポ
イ
ン
ト
へ
の
人
員
・
資
機
材
の
搬
送
が
困
難
。

大
船
渡
市
林
野
火
災
に
お
い
て
活
用
さ
れ
た
資
機
材
等
に
つ
い
て

●
水
利
確
保

●
被
害
状
況
の
把
握
・
安
全
管
理

●
悪
路
・
狭
隘
路
で
の
活
動

〇
有
効
だ
っ
た
車
両
・
資
機
材
等

…
海
水
利
用
型
消
防
水
利
シ
ス
テ
ム
（
ド
ラ
ゴ
ン
含
む
）

大
型
水
槽
車
、

…
小
型
動
力
ポ
ン
プ
、
簡
易
水
槽
、
ホ
ー
ス
カ
ー
、

背
負
い
式
消
火
水
の
う
、
消
火
薬
剤

低
水
位
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
（
水
深
の
浅
い
と
こ
ろ
で
の
吸
水
機
材
）

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
、
剣
先
ス
コ
ッ
プ

〇
有
効
だ
っ
た
資
機
材

…
ド
ロ
ー
ン
、

通
信
資
機
材
（
衛
星
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
）
、

熱
画
像
直
視
装
置

〇
有
効
だ
っ
た
車
両
・
資
機
材
等

…
津
波
・
大
規
模
風
水
害
対
策
車
（
バ
ギ
ー
）

小
型
ポ
ン
プ
車
（

C
D
-
1
）
、
小
型
救
助
車

バ
ン
型
車
両
や
軽
ト
ラ
ッ
ク

・
地
上
部
隊
が
進
出
で
き
な
い
箇
所
に
も
散
水
が
必
要
。

・
地
上
か
ら
は
延
焼
箇
所
の
全
体
把
握
が
困
難
。

・
地
上
か
ら
は
広
大
な
範
囲
で
の
熱
源
確
認
が
困
難
。
・
ジ
ェ
ッ
ト

シ
ュ
ー
タ
ー
個
数
不
足
の
た
め
隊
員
分
の
携
行
が
必
要
で

あ
っ
た
。

●
上
空
か
ら
の
消
防
活
動

〇
有
効
だ
っ
た
車
両
・
資
機
材
等

…
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
、

消
火
バ
ケ
ッ
ト
、

赤
外
線
カ
メ
ラ
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活
用
さ
れ
た
車
両
・
資
機
材
等
①

消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

消
防
防
災
ヘ
リ
に
よ
る
散
水
状
況

〇
赤
外
線
カ
メ
ラ

・
消
防
防
災
ヘ
リ
に
装
備
さ
れ
た
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
た
映
像
を
機

内
で
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
。
熱
か
ら
発
生
す
る
赤
外
線
を
検

知
す
る
こ
と
が
で
き
、
熱
源
探
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
消
火
バ
ケ
ッ
ト
（
約

50
0L
）

・
空
中
消
火
の
た
め
、
水
や
消
火
薬
剤
を
入
れ
る
容
器
で
、
カ
ー
ゴ

フ
ッ
ク
に
装
着
し
、
火
災
現
場
で
散
水
す
る
。
折
り
た
た
ん
で

コ
ン
パ
ク
ト
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
機
内
搭
載
可
能
で
あ
る
。

※
自
衛
隊
チ
ヌ
ー
ク
の
散
水
量

約
5,

00
0
L

・
広
範
囲
の
火
点
に
対
し
て
の
上
空
か
ら
の
散
水
や
、
地
上
部
隊
が
進
入
で
き
な
い
場
所
へ

の
散
水
を
実
施
し
た
。

ま
た
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
を
搭
載
し
た
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
熱
源
探
査
を
実
施
し
た
。

赤
外
線
カ
メ
ラ

消
火
バ
ケ
ッ
ト

赤
外
線
カ
メ
ラ
装
備
状
況

〇
消
火
薬
剤

・
水
の
表
面
張
力
を
低
下
さ
せ
、
水
の
浸
透
力
を
高
め
る
効
果
が

あ
る
も
の
。

消
火
水
に
消
火
薬
剤
を
混
ぜ
た
混
合
液
を
散
水
。

消
火
薬
剤

消
火
薬
剤
散

水
後

（
活
用
し
た
資
機
材
）

●
活
用
事
例
・
奏
功
事
例
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海
水
利
用
型
消
防
水
利
シ
ス
テ
ム

※
ド
ラ
ゴ
ン
ハ
イ
パ
ー
コ
マ
ン
ド
ユ
ニ
ッ
ト
含
む

海
水
を
吸
水
す
る
様
子

５
又
の
媒
介
金
具
を
利
用

●
活
用
概
要

・
山
間
部
で
水
利
が
限
ら
れ
た
活
動
と
な
っ
た
西
側
海
岸
エ
リ
ア
や
綾
里
（
小
石
浜
）
で
は
、

海
水
を
長
距
離
送
水
し
、
簡
易
水
槽
や
防
火
水
槽
に
貯
水
し
水
利
確
保
を
行
っ
た
ほ
か
、

分
岐
管
を
用
い
て
消
防
車
両
へ
中
継
送
水
を
行
っ
た
。

【
活
用
実
績
：
東
京
都
大
隊
、
神
奈
川
県
大
隊
な
ど
】

●
奏
功
事
例
（
出
動
隊
へ
の
聞
き
取
り
）

・
特
に
初
動
時
は
消
火
栓
の
水
量
不
足
や
防
火
水
槽
の
水
量
低
下
が
頻
発

し
た
が
、
海
か
ら
の
取
水
に
よ
り
十
分
な
水
利
が
確
保
で
き
た
。

・
５
又
の
媒
介
金
具
を
使
用
し
、
ポ
ン
プ
車
等
で
中
継
す
る
こ
と
で

火
災
現
場
の
斜
面
ま
で
送
水
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

●
基
本
性
能

・
火
災
現
場
近
辺
の
水
利
が
乏
し
い
際
に
活
用
で
き
る
車
両
。

・
大
規
模
火
災
等
発
生
時
に
大
量
か
つ
長
距
離
の
消
防
用
水
の

送
水
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
、
海
、
湖
沼
、
河
川
等
か
ら

火
災
現
場
ま
で
大
量
送
水
が
可
能
な
高
い
送
水
能
力
を
も
つ

ポ
ン
プ
を
装
備
し
、
総
延
長
約

1,
80

0ｍ
か
つ
大
口
径

（
直
径

15
ｃ
ｍ
）
の
ホ
ー
ス
を
活
用
し
運
用
す
る
シ
ス
テ
ム
。

活
用
さ
れ
た
車
両
・
資
機
材
等
②

大
口
径
の
ホ
ー
ス
を
長
距
離
延
長
す
る
様
子
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大
型
水
槽
付
消
防
車

●
活
用
概
要

・
大
型
水
槽
付
消
防
車
を
使
っ
て
防
火
水
槽
な
ど
に
給
水
し
、
水
利
不
足
に
対
処
し
た
。

【
活
用
実
績
：
宮
城
県
大
隊
、
山
形
県
大
隊
、
福
島
県
大
隊
な
ど
】

●
奏
功
事
例

・
消
火
栓
な
ど
の
水
利
が
十
分
で
な
い
エ
リ
ア
に
お
い
て
、
少
し
離
れ
た
エ
リ
ア
の
消
火
栓
か
ら
取
水
し
た
消
火
用
水
や
海
水
利
用
型

消
防
水
利
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
取
水
し
た
海
水
を
ピ
ス
ト
ン
方
式
で
運
搬
し
、
前
線
の
防
火
水
槽
に
給
水
す
る
な
ど
し
た
。

●
基
本
性
能

・
消
火
栓
や
防
火
水
槽
な
ど
の
水
利
が
不
足
し
て
い
る
火
災
現
場
で
活
用
で
き
る
車
両
。

・
概
ね

10
ト
ン
以
上
の
水
を
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
放
水
銃
を
搭
載
し
た
も
の
は
、
積
載
し
た
水
を
放
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
可
搬
ポ
ン
プ
を
搭
載
し
た
も
の
は
、
積
載
し
た
水
を
送
水
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

活
用
さ
れ
た
車
両
・
資
機
材
等
③

放
水
銃
を
搭
載
し
た
大
型
水
槽
付
消
防
車
に
よ
る
放
水

可
搬
ポ
ン
プ
の
積
載
状
況

大
型
水
槽
付
消
防
車
に
よ
る
水
の
運
搬

東
京
消
防
庁
提
供

大
型
水
槽
付
消
防
車
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津
波
・
大
規
模
風
水
害
対
策
車
、
小
型
救
助
車

●
活
用
概
要

・
小
型
水
陸
両
用
バ
ギ
ー
を
活
用
し
、
普
通
車
が
走
行
不
能
な
狭
隘
で
不
整
地
の
林
道
を
走
行
し
、
延
焼
範
囲
の
把
握
や
焼
け
止
ま
り
状
況

の
確
認
を
実
施
し
た
。

・
傾
斜
地
で
の
背
負
い
式
消
火
水
の
う
へ
の
水
補
給
、
資
機
材
・
隊
員
搬
送
、
ホ
ー
ス
延
長
、
ホ
ー
ス
の
転
戦
に
活
用
。

・
活
動
引
継
ぎ
の
際
、
他
県
隊
を
同
乗
さ
せ
て
現
場
を
確
認
し
た
。

・
背
負
い
式
消
火
水
の
う
を
装
備
し
た
隊
員
を
延
焼
拡
大
し
て
い
る
山
林
に
入
山
さ
せ
人
海
戦
術
に
よ
る
消
火
活
動
を
実
施
し
た
。

●
奏
功
事
例
（
出
動
隊
へ
の
聞
き
取
り
）

・
狭
隘
や
悪
路
に
よ
り
、
消
防
ポ
ン
プ
車
が
入
れ
な
い
場
所
で
あ
っ
て
も
進
入
で
き
た
。

・
山
林
の
急
斜
面
と
い
う
不
整
地
に
お
い
て
も
、
走
破
性
が
高
く
、
転
回
が
容
易
に
出
来
る
た
め
、
林
野
で
の
活
動
に
効
果
的
で
あ
っ
た
。

●
基
本
性
能

・
津
波
・
大
規
模
風
水
害
対
策
車
に
積
載
し
た
小
型
水
陸
両
用
バ
ギ
ー
は
、
サ
イ
ズ
が
コ
ン
パ
ク
ト
で
、
悪
路
走
行
や
水
上
航
行
も
一
定

程
度
可
能
で
あ
り
、
津
波
、
大
規
模
風
水
害
等
に
よ
る
冠
水
地
域
や
悪
路
で
の
人
命
救
助
に
対
応
し
た
車
両
。

・
小
型
救
助
車
は
、
狭
隘
、
道
路
が
損
壊
し
て
い
る
場
所
で
も
機
動
性
、
走
破
性
が
高
く
、
資
機
材
（
救
助
・

 消
火
）
搭
載
能
力
の
向
上

に
よ
り
多
様
な
消
防
活
動
が
可
能
な
車
両
。

活
用
さ
れ
た
車
両
・
資
機
材
等
④

小
型
救
助
車

小
型
水
陸
両
用
バ
ギ
ー

機
動
力
に
優
れ
た
小
型
車
両

東
京
消
防
庁
提
供
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水
利
確
保
に
係
る
資
機
材

●
活
用
概
要

・
山
間
部
で
消
防
水
利
が
不
足
し
て
い
た
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
海
水
利
用
型
消
防
水
利
シ
ス
テ
ム
や
消
防
ポ
ン
プ
車
両
を
利
用
す
る

と
と
も
に
、
水
利
を
確
保
し
た
。

・
車
両
が
進
入
で
き
な
い
箇
所
は
、
人
力
で
長
距
離
の
ホ
ー
ス
延
長
が
必
要
と
な
る
が
、
ホ
ー
ス
カ
ー
を
活
用
し
た
。

・
山
間
部
の
長
距
離
送
水
と
な
る
た
め
、
可
搬
ポ
ン
プ
や
簡
易
水
槽
で
中
継
し
、
延
焼
箇
所
に
放
水
し
た
。

活
用
さ
れ
た
車
両
・
資
機
材
等
⑤

〇
簡
易
水
槽

・
車
両
が
入
れ
な
い
山
道
等
に
設
定
し
、
水
を
貯
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
現
場
近
く
に
設
定
で
き
る
た
め
、
背
負
い
式
水
の
う
へ
の
給
水
等
に
役
立
っ
た
。

〇
可
搬
ポ
ン
プ

・
消
防
ポ
ン
プ
車
が
入
れ
な
い
山
道
等
に
設
定

し
、
元
ポ
ン
プ
か
ら
ホ
ー
ス
で
送
水
さ
れ
る

水
を
加
圧
し
、
更
に
遠
く
へ
送
り
出
す
こ
と

が
で
き
る
。

・
急
傾
斜
で
あ
る
た
め
送
水
圧
も
低
下
す
る
中
、

有
効
な
圧
力
確
保
に
役
立
っ
た
。

〇
ホ
ー
ス
カ
ー

・
道
路
狭
隘
の
た
め
、
車
両
か
ら
活
動
場
所
ま

で
人
力
で
ホ
ー
ス
を
伸
ば
す
が
、
車
輪
付
で

あ
る
た
め
隊
員
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
っ
た
。

〇
低
水
位
ス
ト
レ
ー
ナ
ー

・
消
防
ポ
ン
プ
車
の
吸
管
に
接
続
し
て
使
用
し
、

水
面
に
浮
か
ぶ
た
め
、
水
深
の
浅
い
水
源
か

ら
も
吸
水
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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残
火
処
理
対
応
資
機
材
（
熱
画
像
直
視
装
置
、
背
負
い
式
消
火
水
の
う
、
剣
先
ス
コ
ッ
プ
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
）

（
剣
先
ス
コ
ッ
プ
に
よ
る
地
中
の
残
火
処
理
）

（
熱
画
像
直
視
装
置
で
確
認
し
な
が
ら
消
火
）

●
活
用
概
要

・
熱
画
像
直
視
装
置
を
活
用
し
た
熱
源
の
確
認
を
行
い
、
再
燃

を
防
ぐ
た
め
、
点
在
す
る
熱
源
に
対
し
て
残
火
処
理
し
た
。

・
剣
先
ス
コ
ッ
プ
や
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
活
用
し
、
表
面
へ
の
注

水
で
は
困
難
な
熱
源
に
対
処
し
た
。

【
活
用
実
績
：
全
大
隊
】

活
用
さ
れ
た
車
両
・
資
機
材
等
⑥

（
熱
画
像
直
視
装
置
）

（
立
木
の
上
部
熱
源
）

（
背
負
い
式
消
火
水
の
う
を
使
用
し
急
傾
斜
地
へ
の
進
行
）

〇
背
負
い
式
消
火
水
の
う

・
約
18
ℓの
容
量
が
あ
り
、
残
火
処
理
活
動
に
お
い
て
、
点
在

す
る
熱
源
に
対
し
て
機
動
的
に
活
用
で
き
た
。

〇
熱
画
像
直
視
装
置

・
肉
眼
で
は
確
認
で
き
な
い
地
中
や
立
木
内
部
の
熱
源
発
見
に

役
立
っ
た
。

〇
剣
先
ス
コ
ッ
プ

・
表
面
か
ら
の
注
水
で
は
、
地
中
の
熱
源
ま
で
十
分
に
注
水
で

き
な
い
た
め
、
剣
先
ス
コ
ッ
プ
を
使
っ
て
掘
り
な
が
ら
有
効

な
注
水
を
行
っ
た
。

〇
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー

・
地
上
か
ら
の
注
水
で
は
、
立
木
の
上
部
か
ら
の
熱
源
、
白
煙

等
に
十
分
に
注
水
で
き
な
い
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
で
伐
採
し
、
有
効
な
注
水
を
行
っ
た
。
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消
火
薬
剤

消
火
薬
剤
を
混
合
さ
せ
て
放
水

●
活
用
概
要

・
消
火
薬
剤
と
水
を
簡
易
水
槽
内
で
混
合
し
た
後
、
消
防
車
や
背
負
い
式
消
火
水
の
う
を
用
い
て
放
水
し
た
。

・
消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
上
空
か
ら
の
散
水
に
も
活
用
し
た
。
（
効
果
に
つ
い
て
空
中
か
ら
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
）

●
奏
功
事
例
（
出
動
隊
へ
の
聞
き
取
り
）

・
地
上
部
隊
の
残
火
処
理
で
使
わ
れ
た
際
に
は
、
少
量
の
水
で
消
火
効
果
が
得
ら
れ
る
た
め
、
隊
員
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
っ
た
。

●
基
本
性
能
（
今
回
使
用
し
た
消
火
薬
剤
）

・
水
と
混
合
し
て
使
用
し
、
水
の
表
面
張
力
を
低
下
さ
せ
て
水
の
浸
透
力
を
高
め
る
も
の
や
、
消
火
薬
剤
が
有
す
る
燃
焼
抑
制
効
果

に
よ
り
消
火
・
再
燃
防
止
す
る
も
の
が
あ
る
。

活
用
さ
れ
た
車
両
・
資
機
材
等
⑦

簡
易
水
槽
内
で
消
火
薬
剤
の
混
合

タ
ン
ク
車
か
ら
の
補
給
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ハ
イ
ス
ペ
ッ
ク
ド
ロ
ー
ン
（
赤
外
線
カ
メ
ラ
搭
載
ド
ロ
ー
ン
）

赤
外
線
カ
メ
ラ
に
よ
る
延
焼
範
囲
の
確
認

活
用
さ
れ
た
車
両
・
資
機
材
等
⑧

●
活
用
概
要

・
夜
間
、
飛
行
に
制
約
を
受
け
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
代
わ
り
に
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
を
搭
載
し
た
ド
ロ
ー
ン
を
飛
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

熱
源
確
認
を
行
い
、
翌
朝
か
ら
の
消
火
活
動
の
指
揮
に
効
果
を
発
揮
し
た
。

【
活
用
実
績
：
活
用
実
績
：
宮
城
県
大
隊
ほ
か
】

●
奏
功
事
例
（
出
動
隊
へ
の
聞
き
取
り
）

・
赤
外
線
カ
メ
ラ
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
夜
間
で
も
上
空
か
ら
延
焼
状
況
の
把
握
や
熱
源
探
査
が
で
き
た
。

●
基
本
性
能

・
高
性
能
な
カ
メ
ラ
を
搭
載
し
て
お
り
、
大
規
模
災
害
時
に
上
空
か
ら
俯
瞰
し
た
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
土
砂
災
害
等
で
は
、
道
路
が
寸
断
さ
れ
進
入
が
で
き
な
い
孤
立
地
域
で
あ
っ
て
も
、
ド
ロ
ー
ン
を
活
用
し
た
上
空
か
ら
の
情
報
収
集

活
動
に
よ
り
、
孤
立
地
域
住
民
の
安
否
確
認
、
要
救
助
者
の
確
認
、
さ
ら
に
は
救
助
車
両
等
の
進
出
の
可
否
を
把
握
し
、
的
確
な

消
防
活
動
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ド
ロ
ー
ン
映
像
の
確
認

夜
間
飛
行
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料8

林野火災の現状と予防に係る取組状況

総務省消防庁
農林水産省林野庁
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林
野

火
災

の
現

状

年
件
数

R
元
年
中

５

R
2
年
中

２

R
3
年
中

８

R
4
年
中

６

R
5
年
中

７
【近
年
の
傾
向
】


過
去
５
年
間
の
発
生
件
数
の
平
均
は
、
約
1
,2
7
9
件


過
去
５
年
間
の
焼
損
面
積
の
平
均
は
、
約

7
0
5
h
a


月
別
出
火
件
数
は
、
２
月
～
４
月
が
多
く
な
っ
て
い
る

（
こ
の
３
ヶ
月
で
約
5
2
％
）。


空
気
が
乾
燥
し
強
風
が
吹
く
時
期
で
あ
り
、
火
入
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
や
、
山
菜
採
り
や

ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
で
入
山
者
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
る
火
の
不
始
末
等
が
主
な
理
由


令
和
５
年
中
の
林
野
火
災
出
火
原
因
の
大
部
分
→
人
的
要
因
(
下
図
参
照
)

大
規
模
林
野
火
災
発
生
状
況

（
焼
損
面
積
2
0
h
a
以
上
）

[
人

]

た
き
火

41
6件

(3
2.
0%
)

火
入
れ

24
7件

(1
9.
0%
)

放
火
（
疑
い
含
む
）

98
件
(7
.5
%
)

た
ば
こ

49
件
(3
.8
%
)

マ
ッ
チ
・
ラ
イ
タ
ー

32
件
(2
.5
%
)

他
45
7件

(3
5.
2%
)

1
,2
9
9
件

(1
0
0
.0
%
)

令
和
５
年
林
野
火
災
出
火
原
因

0

40
00

80
00

12
00
0

件
数

焼
損
面
積

(h
a)

[件
]
[h
a]

1
,2

9
9
件

8
4

4
h

a

林
野
火
災
の
推
移

0
10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

死
者

負
傷
者

林
野
火
災
に
よ
る
死
傷
者
数
の
推
移

令
和
５
年

林
野
火
災
の
月
別
出
火
件
数

R
５
年

負
傷
者

1
1
7
人

死
者 8
人

R
５
年

⇒
大
船
渡
市
林
野
火
災
の
焼
損
面
積
は
、
過
去

6
0
年
で
最
大

（昭
和

3
8
年
に
福
岡
県
田
川
郡
香
春
町
で

6
,1

6
0

h
a
を
焼
損
し
た
林
野
火
災
あ
り
）

1
1
5

 
1
3

2
 

3
2

5
 

2
2

2
 

8
5

 

1
9

 
4

4
 

8
1
 

3
0

 

8
5

 
7

2
 

8
9

 

0

1
0

0

2
0

0

3
0

0

4
0

0

1月
（
8.
9％
）

2月
（
10
.2
%
）

3月
（
25
.0
%
）

4月
（
17
.1
%
）

5月
（
6.
5%
）

6月
（
1.
5%
）

7月
（
3.
4%
）

8月
（
6.
2%
）

9月
（
2.
3%
）

10
月

（
6.
5%
）

11
月

（
5.
5%
）

12
月

（
6.
9%
）
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（
参
考
）
各
年
に
お
け
る
焼
損
面
積
1
,0
0
0
h
a
以
上
で
最
大
の
林
野
火
災
（昭
和
2
4
年
～
）

年
自
治
体

面
積
（
h

a
）

昭
和

2
4

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
三
尾
川
村

1
,6

9
1

2
5

北
海
道
川
上
郡
標
茶
町

4
,3

6
4

2
7

北
海
道
足
寄
郡
西
足
寄
町

4
,3

6
4

2
8

北
海
道
野
付
郡
別
海
村

1
4

,3
8

0

2
9

北
海
道
野
付
郡
別
海
村

4
,9

5
9

3
0

北
海
道
野
付
郡
別
海
村

4
,9

2
9

3
1

北
海
道
野
付
郡
別
海
村

1
,4

8
8

3
2

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
日
置
川
村

1
,0

6
6

3
4

北
海
道
厚
岸
郡
厚
岸
町

8
,7

5
9

3
6

岩
手
県
下
閉
伊
郡
新
里
村
ほ
か

※
4

0
,3

6
6

3
8

福
岡
県
田
川
郡
香
春
町

6
,1

6
0

3
9

北
海
道
千
歳
郡
恵
庭
町

1
,1

9
0

4
0

和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町

2
,0

2
2

4
4

岩
手
県
九
戸
郡
山
形
村

2
,1

3
2

年
自
治
体

面
積
（
h

a
）

4
9

北
海
道
釧
路
市

1
,6

0
6

5
0

北
海
道
釧
路
市

2
,7

0
0

5
2

栃
木
県
那
須
郡
黒
羽
町
・
馬
頭
町

1
,5

1
7

5
3

広
島
県
安
芸
郡
江
田
島
町

1
,0

0
5

5
8

岩
手
県
下
閉
伊
郡
岩
泉
町

1
,6

2
6

6
0

北
海
道
釧
路
市
ほ
か

※
2
,2
0
0

平
成

4
北
海
道
釧
路
市

1
,0

3
0

※
複
数
の
林
野
火
災
の
焼
損
面
積
を
合
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
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消
防
庁
に
お
け
る
林
野
火
災
予
防
の
取
組
状
況

例
年
、
林
野
火
災
の
増
加
が
始
ま
る
１
月
頃
に
、
予
防
関
係
で
は
、
概
ね
次
の
事
項
に
重
点
を
置
き
、
各
都
道
府
県
へ
通
知
し
、
出
火
防
止
対
策
を
推
進
し
て
い
る
。

（１
）入
山
者
や
地
域
住
民
等
に
対
し
、
各
種
メ
デ
ィ
ア
等
を
通
じ
、
た
き
火
の
火
の
始
末
の
徹
底
、
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
、
火
遊
び
の
禁
止
等
に
つ
い
て
広
報
す
る
こ
と
。

（２
）火
入
れ
の
実
施
者
及
び
作
業
者
に
対
し
、
市
町
村
条
例
の
遵
守
、
初
期
消
火
の
準
備
、
気
象
状
況
等
を
踏
ま
え
た
火
入
れ
の
実
施
等
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
。

（３
）林
業
関
係
者
に
対
し
、
日
頃
か
ら
の
森
林
保
全
管
理
等
の
林
野
火
災
予
防
を
適
切
に
図
る
よ
う
注
意
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
林
内
作
業
者
に
対
し
、
火
気
管
理
の

徹
底
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
。

林
野
火
災
に
対
す
る
警
戒
の
強
化
に
つ
い
て
（通
知
）
（
１
月
頃
）

１
全
国
山
火
事
予
防
運
動
の
目
的

こ
の
運
動
は
、
林
野
庁
及
び
消
防
庁
の
共
同
主
唱
と
し
、
広
く
国
民
に
山
火
事
予
防
意
識
の
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
、
予
防
対
策
を
強
化
し
、
森
林
の
保
全
と
地
域
の

安
全
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
主
な
実
施
内
容

(1
)入
山
者
や
森
林
所
有
者
等
を
対
象
に
し
た
火
の
取
扱
い
の
注
意
喚
起

(2
)ポ
ス
タ
ー
掲
示
な
ど
山
火
事
予
防
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
の
広
報
活
動
の
推
進

(3
)火
災
の
発
生
し
や
す
い
時
期
に
お
け
る
重
点
的
な
森
林
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
実
施

(4
)初
期
消
火
を
中
心
と
す
る
消
防
訓
練
や
消
火
資
機
材
等
の
点
検
・管
理
等
の
実
施

(5
)地
域
住
民
や
農
林
業
関
係
者
等
に
よ
る
山
火
事
予
防
組
織
の
育
成
強
化
と
予
防
活
動
の
要
請

全
国
山
火
事
予
防
運
動

（３
月
１
日
か
ら
３
月
７
日
ま
で
）

※
春
の
全
国
火
災
予
防
運
動
と
同
時
期
に
啓
発

１
林
野
火
災
の
予
防
の
徹
底
に
つ
い
て
（通
知
）
の
発
出
（
令
和
７
年
３
月

4
日
）

２
消
防
庁
に
お
け
る
啓
発
活
動

総
務
省
消
防
庁
Ｘ
（旧

T
w

it
te

r）
で
の
投
稿
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
へ
の
出
演

３
政
府
広
報
に
よ
る
啓
発
活
動

政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
Ｘ
（旧

T
w

it
te

r）
で
の
投
稿
、
新
聞
突
出
し
広
告
、
ラ
ジ
オ
ス
ポ
ッ
ト
Ｃ
Ｍ

大
船
渡
市
等
林
野
火
災
を
受
け
た
火
災
予
防
啓
発
活
動
の
強
化

今
般
の
一
連
の
火
災
を
踏
ま
え
た
政
府
広
報

新
聞
突
出
し
広
告
へ
の
掲
載

今
般
の
一
連
の
火
災
を
踏
ま
え
た
政
府
広
報

オ
ン
ラ
イ
ン

X
(旧

T
w

it
te

r)
で
の
投
稿

（
令
和

7
年

3
月

2
8
日
）
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・
林
道
の
有
す
る
防
火
機
能
、
消
火
活
動
に
果
た
す
役
割
を
高
度
に
発
揮
す
る
た
め
、

林
道
の
開
設
及
び
必
要
な
附
帯
施
設
を
整
備
。

○
広
く
国
民
に
山
火
事
予
防
意
識
の
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
、
予
防
対
策
を
強
化
し
、
森
林
の
保
全
と
地
域
の
安
全
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
「
全
国
山
火
事
予
防
運
動
」
を
実
施
。

○
林
野
火
災
予
防
対
策
を
実
行
す
る
た
め
、
林
野
火
災
予
防
機
材
等
の
配
備
や
防
火
用
に
も
資
す
る
林
道
の
開
設
等
へ
の

支
援
の
ほ
か
、
国
有
林
に
お
け
る
林
野
火
災
対
策
の
実
施
に
係
る
予
算
を
計
上
。

林
野
庁
に
お
け
る
林
野
火
災
予
防
対
策

■
全
国
山
火
事
予
防
運
動
（毎
年
３
月
１
日
か
ら
７
日
）

山
火
事
予
防
意
識
の
啓
発
や
予
防
対
策
の
強
化
等
を
目
的
と
し
、
林
野
庁

と
消
防
庁
が
主
唱
し
昭
和

4
4
年
か
ら
実
施
。

ジ
ェ
ッ
ト
シ
ュ
ー
タ
ー

簡
易
水
槽

普
及
啓
発
パ
レ
ー
ド

（
１
）
林
野
火
災
予
防
に
向
け
た
取
組

（
２
）
林
野
火
災
予
防
対
策
関
連
予
算

■
林
野
火
災
警
戒
強
化
に
関
す
る
通
知
（３
月
上
旬
）

・
春
先
の
林
野
火
災
の
多
発
時
期
を
控
え
る
３
月
に
、
林
野
庁
か
ら
都
道
府
県

林
務
担
当
部
長
宛
に
山
火
事
予
防
の
啓
発
活
動
や
森
林
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の

森
林
保
全
管
理
体
制
の
強
化
等
を
依
頼
。

・
林
野
火
災
発
生
時
に
は
、
林
野
庁
へ
の
速
や
か
な
報
告
を
依
頼
。

・
山
火
事
予
防
意
識
の
高
揚
に
向
け
た
取
組

山
火
事
予
防
標
識

山
火
事
予
防
ポ
ス
タ
ー

■
農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金
、
森
林
整
備
事
業

（
令
和
７
年
度
予
算

1
,2

5
6
億
円
の
内
数
ほ
か
）

・
林
野
火
災
予
防
資
機
材
や
初
期
消
火
資
機
材
の
配
備
、
巡
視
等
森
林
保
全
管
理

活
動
等
を
支
援
。

 令
和
３
年
度
よ
り
林
野
火
災
予
防
対
策
強
化
の
た
め
、
林
野
火

災
用
消
火
剤
の
配
備
を
支
援
対
象
に
追
加

可
搬
式
ポ
ン
プ

「
林
野
火
災
用
消
火
剤
」

を
支
援
対
象
に
追
加

情
報
誌
で
の
広
報

・
森
林
巡
視
を
実
施
し
、
入
林
者
等
へ
の
火
の
取
扱
い
に
対
す
る
注
意
を
呼
び
か

け
る
と
と
も
に
、
林
野
火
災
の
延
焼
抑
止
、
円
滑
な
消
火
活
動
を
図
る
た
め
、

路
網
の
整
備
等
を
実
施
。

■
国
有
林
野
事
業
関
係

（
令
和
７
年
度
予
算

１
.3
億
円
の
内
数
）

・
令
和
７
年
統
一
標
語
：
「
ふ
る
さ
と
の

山
を
守
ろ
う
火
の
手
か
ら
」

■
林
業
・
木
材
産
業
循
環
成
長
対
策
交
付
金

（
令
和
７
年
度
予
算

6
2
億
円
の
内
数
）
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料9

林野火災予防に係る関係法令における規制の概要

総務省消防庁
農林水産省林野庁
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○
気
象
業
務
法
第
1
3
条
に
基
づ
き
、
気
象
庁
は
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す

る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
警
報
を
発
し
た
場
合
に
は
、
同
法
第
1
5
条
に
基
づ
き
、
国
の
機
関
や
都
道
府
県
等
に

通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

○
ま
た
、
消
防
法
第
2
2
条
に
基
づ
き
、
気
象
の
状
況
が
火
災
の
予
防
上
危
険
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
気
象
台
か
ら
都
道
府
県
知

事
に
対
し
て
通
報
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
な
運
用
と
し
て
は
、
気
象
業
務
法
に
基
づ
く
予
報
に
該
当
す
る
「
乾
燥
注
意

報
」
及
び
「
強
風
注
意
報
」を
発
す
る
と
き
に
、
都
道
府
県
に
対
し
て
火
災
気
象
通
報
が
行
わ
れ
て
い
る
。

気
象
業
務
法
及
び
消
防
法
に
基
づ
く
火
災
気
象
通
報
の
概
要

制
度
概
要

○
通

報
基

準

○
通

報
内

容

○
通

報
の

タ
イ

ミ
ン

グ

○
通

報
例

（通
報

事
例

よ
り

一
部

抜
粋

）

○
令

和
6
年

火
災

気
象

通
報

の
べ

回
数

・
通

報
基

準
に

該
当

ま
た

は
該

当
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

、
見

出
し

の
冒

頭
に

通
報

区
分

と
注

意
す

べ
き

事
項

を
付

加
・
対

象
と

な
る

「
二

次
細

分
区

域
」
（
概

ね
市

町
村

）
を

明
示

・
定

時
：
毎

朝
５

時
頃

・
随

時
：
直

前
に

通
報

し
た

内
容

と
異

な
る

見
通

し
と

な
り

、
「
乾

燥
注

意
報

」
ま

た
は

「
強

風
注

意
報

」
の

発
表

、
切

替
、

解
除

が
あ

っ
た

場
合

・
「
乾

燥
注

意
報

」
及

び
「
強

風
注

意
報

」
の

発
表

基
準

と
同

一
と

す
る

。
た

だ
し

、
降

水
（
降

雪
）
の

時
は

通
報

し
な

い
こ

と
が

あ
る

岩
手

県
火

災
気

象
通

報
令

和
７

年
２

月
２

６
日

０
５

時
０

０
分

盛
岡

地
方

気
象

台
発

表

（
本

文
）

［
見

出
し

］
火

災
気

象
通

報
【乾

燥
】
【強

風
】
【乾

燥
・
強

風
】

岩
手

県
に

お
い

て
、

火
災

が
発

生
し

や
す

く
、

延
焼

も
起

こ
り

や
す

い
気

象
状

況
と

な
る

見
込

み
で

す
。

対
象

地
域

で
は

、
火

の
取

り
扱

い
に

十
分

注
意

し
て

く
だ

さ
い

。

［
対

象
地

域
・
要

素
・
期

間
］

凡
例

：
「
乾

」
＝

乾
燥

注
意

、
「
風

」
＝

強
風

注
意

／
暴

風
警

戒
、

「
風

雨
」
＝

強
風

注
意

／
暴

風
警

戒
だ

が
雨

を
伴

う
、

「
な

し
」
＝

現
象

の
予

想
無

し

（
略

）

沿
岸

南
部

大
船

渡
地

域
大

船
渡

市
乾

（
２

７
日

朝
ま

で
）
・
風

（
２

６
日

昼
前

か
ら

２
６

日
夕

方
ま

で
）

陸
前

高
田

市
乾

（
２

７
日

朝
ま

で
）
・
風

（
２

６
日

昼
前

か
ら

２
６

日
夕

方
ま

で
）

住
田

町
乾

（
２

７
日

朝
ま

で
）
・
風

（
２

６
日

昼
前

か
ら

２
６

日
夕

方
ま

で
）

［
２

６
日

０
４

時
現

在
の

気
象

実
況

］
大

船
渡

湿
度

５
２

％
前

日
の

実
効

湿
度

５
５

％
前

日
の

最
小

湿
度

３
７

％
風

向
・
風

速
南

西
の

風
０

．
７

メ
ー

ト
ル

[各
基

準
の

イ
メ

ー
ジ
]

・
乾

燥
注

意
報

の
発

表
基

準
⇒

 最
小

湿
度
2
0
～
4
0
％

で
実

効
湿

度
5
0
～
6
0
％

な
ど

・
強

風
注

意
報

の
発

表
基

準
⇒

 平
均

風
速
1
0
～
1
5
m
/
s

[通
報

区
分
]

・
乾

燥
注

意
報

⇒
 火

災
気

象
通

報
【
乾

燥
】

・
強

風
注

意
報

⇒
 火

災
気

象
通

報
【
強

風
】

・
乾

燥
注

意
報

及
び

強
風

注
意

報
⇒

 火
災

気
象

通
報

【
乾

燥
・
強

風
】

例
１

[集
計

ル
ー

ル
]

通
報

区
分

に
か

か
わ

ら
ず

１
日
1
回

を
上

限
に

計
上

し
、

全
国

二
次

細
分

区
域

単
位

で
合

算
。

火
災
気
象
通
報

02
0,
0
00

4
0,
0
00

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
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○
湿
度
が
低
く
風
速
が
大
で
あ
る
気
象
条
件
下
で
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
く
、
ま
た
、
い
っ
た
ん
発
生
し
た
火
災
は
延
焼
拡
大
す
る

こ
と
が
多
く
、
人
命
に
与
え
る
危
険
性
も
高
い
。
こ
の
よ
う
な
悪
条
件
下
に
お
い
て
は
、
普
段
よ
り
一
層
注
意
心
を
喚
起
し
て
、
火
災

の
発
生
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
万
一
出
火
し
た
場
合
に
も
、
そ
の
被
害
を
最
小
限
度
に
止
め
る
た
め
、
消
防
機
関
に
特

別
の
警
戒
体
制
を
と
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
。

○
そ
の
た
め
、
消
防
法
第
2
2
条
に
基
づ
き
、
気
象
台
長
等
に
よ
る
火
災
気
象
通
報
を
受
け
た
と
き
又
は
気
象
の
状
況
が
火
災
の
予
防

上
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
町
村
長
は
火
災
警
報
を
発
す
る
こ
と
で
、
当
該
市
町
村
の
全
区
域
に
わ
た
っ
て
、
条
例
で
定
め

る
火
の
使
用
の
制
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
火
入
れ
、
た
き
火
、
喫
煙
の
禁
止
等
）
。

○
当
該
制
限
に
違
反
し
た
者
は
、
3
0
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
に
処
さ
れ
る
。

消
防
法
令
に
基
づ
く
火
気
使
用
制
限
の
概
要

１
．
火
災
警
報
制
度

制
度
概
要

○
消
防
法
第
2
3
条
で
は
た
き
火
及
び
喫
煙
の
制
限
に
つ
い
て
定
め
て
お
り
、
市
町
村
長
は
、
火
災
警
報
発
令
下
で
は
な
い
状
況
で
、
市

町
村
内
の
一
定
区
域
に
お
い
て
、
た
き
火
又
は
喫
煙
の
み
を
対
象
と
し
て
制
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
当
該
制
限
に
違
反
し
た
者
は
、
3
0
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
に
処
さ
れ
る
。

制
度
概
要

２
．
た
き
火
又
は
喫
煙
の
制
限

○
火
災
気
象
通
報
：
計
1
4
8
,3
0
0
回
※
（発
表
区
域
（お
お
む
ね
市
町
村
単
位
）
あ
た
り
の
年
平
均

8
2
.9
回
）

○
火
災
警
報
：
計
9
0
回
（
1
2
4
日
間
、
4
消
防
本
部
）

火
災
気
象
通
報
及
び
火
災
警
報
の
発
令
実
績
（
令
和
6
年
） ※
通
報
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
１
日
1
回
を
上
限
に
計
上
し
全
国
で
合
算
。
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森
林
法
令
に
基
づ
く
火
入
れ
規
制
等
の
概
要

１
．
火
入
れ
規
制
等
の
概
要

火
入
れ
時
の
防
火
帯

○
市
町
村
森
林
整
備
計
画
（森
林
法
第
１
０
条
の
５
）
、
森
林
経
営
計
画
（
森
林
法

第
１
１
条
）に
は
、
火
災
の
予
防
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

２
．
森
林
計
画
関
係

制
度
概
要

○
林
野
火
災
を
防
止
す
る
た
め
、
森
林
法
第
２
１
条
に
よ
り
、
森
林
又
は
森
林
の
周
囲
１
ｋ
ｍ
の
範
囲
内
の
土
地
に
つ
い
て
の
火
入
れ
は
、

市
町
村
長
の
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
市
町
村
長
は
、
火
入
れ
の
目
的
が
造
林
の
た
め
の
地
ご
し
ら
え
、
開
墾
準
備
、
害

虫
駆
除
、
焼
畑
、
採
草
地
の
改
良
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
、
許
可
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

○
「
火
入
れ
」
と
は
、
立
木
竹
、
草
そ
の
他
の
堆
積
物
等
を
面
的
に
焼
却
す
る
行
為
で
、
た
き
火
と
は
異
な
る
。

○
ま
た
、
同
法
第
2
2
条
に
よ
り
、
許
可
を
受
け
て
火
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
防
火
の
設
備
を
し
、
火
入
れ
を
す
る
森
林
又
は
土

地
の
周
囲
１
ｋ
ｍ
の
範
囲
の
立
木
竹
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
法
第
２
１
条
第
１
項
又
は
第
２
２
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
2
0
万
円
以
下
（保
安
林
の
場
合
3
0
万
円
以
下
）、
こ
れ
に
よ
っ
て
他

人
の
森
林
を
焼
燬
し
た
者
は
、
3
0
万
円
以
下
（保
安
林
の
場
合
5
0
万
円
以
下
）の
罰
金
に
処
さ
れ
る
。

○
昭
和
５
８
年
に
公
布
さ
れ
た
行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
及
び
整
理
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
従
来
国
の
機
関
委
任
事
務
と
し
て
市

町
村
長
が
処
理
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
火
入
れ
の
許
可
事
務
が
、
市
町
村
の
団
体
事
務
（
現
在
は
自
治
事
務
）
と
さ
れ
、
許
可
権

者
が
市
町
村
長
と
な
っ
た
。

○
こ
の
た
め
、
市
町
村
の
火
入
れ
条
例
に
お
い
て
、
許
可
の
要
件
、
許
可
の
対
象
期
間
・
面
積
、
火
入
れ
の
方
法
（風
下
か
ら
実
施
す
る

こ
と
等
）
、
防
火
帯
の
設
置
、
火
入
従
事
者
、
強
風
注
意
報
や
乾
燥
注
意
報
発
令
時
の
火
入
れ
禁
止
等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
が
、
求

め
る
水
準
は
市
町
村
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。

例
え
ば
、
許
可
面
積
に
つ
い
て
は
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
や
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
防
火
帯
の
幅
に
つ
い
て
は
3
メ
ー
ト
ル
や
７
メ
ー
ト
ル
と
す
る

な
ど
の
例
が
見
ら
れ
た
。

制
度
概
要
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廃
棄
物
処
理
法
令
に
基
づ
く
規
制
の
概
要

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
1
6
条
の
２
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
廃
棄
物
の
焼
却
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

○
当
該
禁
止
の
例
外
と
し
て
、
同
法
の
基
準
に
従
っ
て
行
う
廃
棄
物
の
焼
却
の
ほ
か
、
同
法
施
行
令
第
1
4
条
第
４
号
に
お
い
て
、
農
業
、

林
業
又
は
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
※
が
、
同
条
第
５
号
に
お
い
て
、
た
き
火
そ
の

他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で
あ
つ
て
軽
微
な
も
の
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

※
例
え
ば
、
農
業
者
が
行
う
稲
わ
ら
等
の
焼
却
、
林
業
者
が
行
う
伐
採
し
た
枝
条
等
の
焼
却
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
生
活

環
境
の
保
全
上
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
廃
ビ
ニ
ー
ル
の
焼
却
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

○
当
該
禁
止
に
違
反
し
た
者
は
、
５
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
1
0
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
さ
れ
る
か
、
又
は
こ
れ
を
併
科
さ
れ
る
。

※
法
人
に
対
す
る
両
罰
規
定
と
し
て
３
億
円
以
下
の
罰
金
あ
り
。

制
度
概
要

廃
棄
物
焼
却
の
イ
メ
ー
ジ
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屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
に
係
る
条
例
規
制
等
の
取
組
に
つ
い
て

○
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
に
つ
い
て
は
、
条
例
に
よ
り
規
制
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
り
、
例
え
ば
、
知
事
や
市
長
に
対
し
て
燃
焼
行

為
の
停
止
の
勧
告
権
や
停
止
命
令
権
を
与
え
て
い
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

（例
）
さ
い
た
ま
市
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例

第
5
0
条

市
長
は
、
前
条
の
規
定
（
注
：
燃
焼
に
伴
っ
て
ば
い
煙
又
は
悪
臭
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
燃
焼
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
）に
違
反
す
る
行
為
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
へ
の
支

障
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
燃
焼
行
為
の
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
同
項
の
支
障
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
燃
焼
行
為
の
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（例
）県
民
の
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
（
愛
知
県
）

第
六
十
六
条

何
人
も
、
燃
焼
に
伴
っ
て
ば
い
煙
、
悪
臭
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
屋
外
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
焼
却
炉
を
用
い
な
い
で
燃
焼
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
り
物
を
燃
焼
さ
せ
る
場
合

又
は
公
益
上
若
し
く
は
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得
ず
物
を
燃
焼
さ
せ
る
場
合
若
し
く
は
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
場

合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
（
い
わ
ゆ
る
野
焼
き
等
）
の
禁
止
に
つ
い
て
、
自
治
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
周

知
さ
れ
て
い
る
。

（例
）
「野
焼
き
・
畔
焼
き
は
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
」、
「火
入
れ
・野
焼
き
に
注
意
！
」、
「野
焼
き
は
原
則
禁
止
で
す
が
例
外
が
あ
り
ま
す
」、
「農
業

で
の
野
焼
き
の
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
」

取
組
の
概
要
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（参
考
）参
照
条
文

（気
象
業
務
法
に
基
づ
く
防
災
気
象
情
報
等
）

●
防
災
気
象
情
報
（
気
象
業
務
法
第
1
3
条
、
気
象
業
務
法
施
行
令
第
４
条
）

１
．
気
象
業
務
法

（
予
報
及
び
警
報
）

第
十
三
条

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
（地
震
に
あ
つ
て
は
、
地
震
動
に
限
る
。
第
十
六
条
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
津
波
、
高
潮
、

波
浪
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
警
報
を
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

２
気
象
庁
は
、
前
項
の
予
報
及
び
警
報
の
外
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
以
外
の
水
象
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警

報
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
気
象
庁
は
、
前
二
項
の
予
報
及
び
警
報
を
す
る
場
合
は
、
自
ら
予
報
事
項
及
び
警
報
事
項
の
周
知
の
措
置
を
執
る
外
、
報
道
機
関
の
協
力
を
求
め
て
、
こ
れ
を
公
衆
に
周
知
さ

せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条

気
象
庁
は
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
の
警
報
を

し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
警
報
事
項
を
警
察
庁
、
消
防
庁
、
国
土
交
通
省
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
日
本

電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
西
日

本
電
信
電
話
株
式
会
社
（
同
法
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）又
は
日
本
放
送
協
会
の
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
地
震
動
の
警
報
以
外
の
警
報
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
警
戒
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２
前
項
の
通
知
を
受
け
た
警
察
庁
、
消
防
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項
を
関
係

市
町
村
長
に
通
知
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
通
知
を
受
け
た
市
町
村
長
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項
を
公
衆
及
び
所
在
の
官
公
署
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
～
６
（略
）

２
．
気
象
業
務
法
施
行
令

（一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
）

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
は
、
定
時
又
は
随
時
に
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
予
報
区
を
対
象
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
（略
）種
類

内
容

（
前
略
）

気
象
注
意
報

（
後
略
）

（前
略
）

風
雨
、
風
雪
、
強
風
、
大
雨
、
大
雪
等
に
よ
つ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

（後
略
）
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（参
考
）参
照
条
文

（消
防
法
令
に
基
づ
く
火
気
使
用
制
限
）

●
火
災
気
象
通
報
及
び
火
災
警
報
（消
防
法
第
2
2
条
）

第
二
十
二
条

気
象
庁
長
官
、
管
区
気
象
台
長
、
沖
縄
気
象
台
長
、
地
方
気
象
台
長
又
は
測
候
所
長
は
、
気
象
の
状
況
が
火
災
の
予
防
上
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
状

況
を
直
ち
に
そ
の
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
通
報
※
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
通
報
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
市
町
村
長
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
市
町
村
長
は
、
前
項
の
通
報
を
受
け
た
と
き
又
は
気
象
の
状
況
が
火
災
の
予
防
上
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
火
災
に
関
す
る
警
報
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
前
項
の
規
定
に
よ
る
警
報
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
警
報
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
そ
の
市
町
村
の
区
域
内
に
在
る
者
は
、
市
町
村
条
例
で
定
め
る
火
の
使
用
の
制
限
に
従

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
火
災
警
報
発
令
中
に
お
け
る
火
の
使
用
制
限
（火
災
予
防
条
例
（例
）第
2
9
条
）

第
二
十
九
条

火
災
に
関
す
る
警
報
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
火
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
山
林
、
原
野
等
に
お
い
て
火
入
れ
を
し
な
い
こ
と
。

二
煙
火
を
消
費
し
な
い
こ
と
。

三
屋
外
に
お
い
て
火
遊
び
又
は
た
き
火
を
し
な
い
こ
と
。

四
屋
外
に
お
い
て
は
、
引
火
性
又
は
爆
発
性
の
物
品
そ
の
他
の
可
燃
物
の
附
近
で
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

五
山
林
、
原
野
等
の
場
所
で
、
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
と
認
め
て
市
（町
・村
）長
が
指
定
し
た
区
域
内
に
お
い
て
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

六
残
火
（た
ば
こ
の
吸
殻
を
含
む
。
）、
取
灰
又
は
火
粉
を
始
末
す
る
こ
と
。

七
屋
内
に
お
い
て
裸
火
を
使
用
す
る
と
き
は
、
窓
、
出
入
口
等
を
閉
じ
て
行
な
う
こ
と

●
た
き
火
、
喫
煙
の
制
限
（消
防
法
第
2
3
条
）

第
二
十
三
条

市
町
村
長
は
、
火
災
の
警
戒
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
限
つ
て
、
一
定
区
域
内
に
お
け
る
た
き
火
又
は
喫
煙
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
罰
則
（消
防
法
第
4
4
条
）

第
四
十
四
条

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
に
処
す
る
。

一
～
十
七

（
略
）

十
八

第
二
十
二
条
第
四
項
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
制
限
に
違
反
し
た
者

十
九
～
二
十
三

（略
）

●
火
災
の
予
防
等
の
た
め
の
措
置
命
令
（消
防
法
第
３
条
）

第
三
条

消
防
長
（消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
。
第
六
章
及
び
第
三
十
五
条
の
三
の
二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）、
消
防
署
長
そ
の
他
の
消
防
吏
員
は
、

屋
外
に
お
い
て
火
災
の
予
防
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
行
為
者
又
は
火
災
の
予
防
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
物
件
若
し
く
は
消
火
、
避
難
そ
の
他
の
消
防
の
活
動
に
支
障
に
な

る
と
認
め
る
物
件
の
所
有
者
、
管
理
者
若
し
く
は
占
有
者
で
権
原
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
火
遊
び
、
喫
煙
、
た
き
火
、
火
を
使
用
す
る
設
備
若
し
く
は
器
具
（物
件
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
使
用
に
際
し
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
設
備
若
し
く
は
器
具
（物
件
に
限

る
。
）の
使
用
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
の
禁
止
、
停
止
若
し
く
は
制
限
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
場
合
の
消
火
準
備

二
残
火
、
取
灰
又
は
火
粉
の
始
末

三
・四

（略
）

②
～
④

（
略
）

⇒
消
防
法
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
火
災
の
予
防
等
の
た
め
の
措
置
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は

拘
留
に
処
さ
れ
る
。
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●
た
き
火
（火
災
予
防
条
例
（例
）第
2
5
条
）

第
二
十
五
条

可
燃
性
の
物
品
そ
の
他
の
可
燃
物
の
近
く
に
お
い
て
は
、
た
き
火
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
た
き
火
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
消
火
準
備
そ
の
他
火
災
予
防
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
等
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
等
の
届
出
（火
災
予
防
条
例
（例
）第
4
5
条
）

第
四
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
消
防
長
（消
防
署
長
）に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
又
は
火
炎
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

二
煙
火
（が
ん
具
用
煙
火
を
除
く
。
）
の
打
上
げ
又
は
仕
掛
け

三
劇
場
等
以
外
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
お
け
る
演
劇
、
映
画
そ
の
他
の
催
物
の
開
催

四
水
道
の
断
水
又
は
減
水

五
消
防
隊
の
通
行
そ
の
他
消
火
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
道
路
工
事

六
祭
礼
、
縁
日
、
花
火
大
会
、
展
示
会
そ
の
他
の
多
数
の
者
の
集
合
す
る
催
し
に
際
し
て
行
う
露
店
等
の
開
設
（対
象
火
気
器
具
等
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）

（参
考
）参
照
条
文

（消
防
法
令
に
基
づ
く
火
気
使
用
制
限
）
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●
火
入
れ
（
森
林
法
第
2
１
条
）

第
二
十
一
条

森
林
又
は
森
林
に
接
近
し
て
い
る
政
令
で
定
め
る
範
囲
内
（※
）
に
あ
る
原
野
、
山
岳
、
荒
廃
地
そ
の
他
の
土
地
に
お
い
て
は
、
そ
の
森
林
又
は
土
地
の
所
在
す
る
市

町
村
の
長
の
許
可
を
受
け
て
そ
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
で
な
け
れ
ば
火
入
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
火
入
れ
を
す
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

２
前
項
の
市
町
村
の
長
は
、
火
入
れ
を
す
る
目
的
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
同
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
造
林
の
た
め
の
地
ご
し
ら
え

二
開
墾
準
備

三
害
虫
駆
除

四
焼
畑

五
前
各
号
に
準
ず
る
事
項
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の

→
採
草
地
の
改
良
（森
林
法
施
行
規
則
第
４
７
条
第
１
項
）

３
～
４
（略
）

※
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
森
林
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
と
す
る
。
（森
林
法
施
行
令
第
３
条
の
２
）

●
防
火
の
設
備
等
（森
林
法
第
2
２
条
）

第
二
十
二
条

前
条
第
一
項
の
森
林
又
は
土
地
に
お
い
て
火
入
を
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
必
要
な
防
火
の
設
備
を
し
、
且
つ
、
火
入
を
し
よ
う
と
す
る
森
林
又
は
土
地
に
接
近
し
て

い
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
範
囲
内
（
※
）
に
あ
る
立
木
竹
の
所
有
者
又
は
管
理
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
法
第
二
十
二
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
、
火
入
れ
を
し
よ
う
と
す
る
森
林
又
は
土
地
の
周
囲
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
と
す
る
。

（森
林
法
施
行
規
則
第
４
７
条
第
３
項
）

●
火
入
れ
時
の
罰
則
（森
林
法
第
2
０
５
条
）

第
二
百
五
条

第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
火
入
れ
を
し
た
森
林
が
保
安

林
で
あ
る
と
き
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
、
こ
れ
に
よ
つ
て
他
人
の
森
林
を
焼
燬
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

森
林
が
保
安
林
で
あ
る
と
き
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（参
考
）参
照
条
文

（森
林
法
令
に
基
づ
く
火
入
れ
規
制
等
）
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（参
考
）参
照
条
文

（森
林
法
令
に
基
づ
く
火
入
れ
規
制
等
）

●
市
町
村
森
林
整
備
計
画
（森
林
法
第
１
０
条
の
５
）

第
十
条
の
五

市
町
村
は
、
そ
の
区
域
内
に
あ
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
て
い
る
民
有
林
に
つ
き
、
五
年
ご
と
に
、
当
該
民
有
林
の
属
す
る
森
林
計
画
区
に
係
る
地
域
森
林

計
画
の
計
画
期
間
の
始
期
を
そ
の
計
画
期
間
の
始
期
と
し
、
十
年
を
一
期
と
す
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
地
域
森
林
計
画
の
変
更
に
よ

り
新
た
に
そ
の
区
域
内
に
あ
る
民
有
林
が
当
該
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
つ
た
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
最
初
に
た
て
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
当
該
地
域

森
林
計
画
の
計
画
期
間
の
終
期
を
そ
の
計
画
期
間
の
終
期
と
し
、
当
該
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
引
き
続
く
次
の
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
つ
い
て
は
当
該
地
域
森
林
計
画

に
引
き
続
き
た
て
ら
れ
る
次
の
地
域
森
林
計
画
の
計
画
期
間
の
始
期
を
そ
の
計
画
期
間
の
始
期
と
し
て
、
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
市
町
村
森
林
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
九

（
略
）

十
森
林
病
害
虫
の
駆
除
及
び
予
防
、
火
災
の
予
防
そ
の
他
の
森
林
の
保
護
に
関
す
る
事
項
（前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

３
～
１
０
（略
）

●
森
林
経
営
計
画
（森
林
法
第
１
１
条
）

第
十
一
条

森
林
所
有
者
又
は
森
林
所
有
者
か
ら
森
林
の
経
営
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
自
ら
が
森
林
の
経
営
を
行
う
森
林
で
あ
つ
て
こ
れ
を
一
体
と
し
て
整
備
す
る
こ
と
を
相
当

と
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
き
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
五
年
を
一
期
と
す
る
森
林
の
経
営
に

関
す
る
計
画
（以
下
「森
林
経
営
計
画
」
と
い
う
。
）を
作
成
し
、
こ
れ
を
当
該
森
林
経
営
計
画
の
対
象
と
す
る
森
林
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
長
に
提
出
し
て
、
当
該
森
林

経
営
計
画
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
認
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
森
林
経
営
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七
・九

（略
）

八
森
林
病
害
虫
の
駆
除
及
び
予
防
の
方
法
、
火
災
の
予
防
の
方
法
そ
の
他
の
森
林
の
保
護
に
関
す
る
事
項
（前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

５
市
町
村
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
森
林
経
営
計
画
の
内
容
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
は
、
当
該
森
林

経
営
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
四
・六
～
八

（
略
）

五
第
二
項
第
四
号
又
は
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
に
火
入
れ
に
関
す
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
火
入
れ
を
す
る
目
的
が
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
又
は

第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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●
千
葉
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
（抄
）

第
3
条

区
長
は
，
前
条
第
1
項
の
申
請
に
係
る
火
入
れ
が
次
の
各
号
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)
火
入
れ
の
目
的
が
，
森
林
法
第
2
1
条
第
2
項
各
号
に
掲
げ
る
目
的
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

(2
)
火
入
地
の
周
囲
の
現
況
，
防
火
の
設
備
の
計
画
，
火
入
れ
を
行
お
う
と
す
る
期
間
に
お
け
る
気
象
状
況
の
見
通
し
等
か
ら
み
て
，
周
囲
に
延
焼
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
5
条

火
入
れ
の
許
可
の
対
象
期
間
は
，
1
件
に
つ
き
8
日
以
内
と
す
る
。

第
6
条

1
団
地
に
お
け
る
1
回
の
火
入
れ
の
許
可
の
対
象
面
積
は
，
1
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
火
入
地
を
0
.1
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
に
区
画
し
，
そ
の
1
区
画
に

火
入
れ
を
行
い
，
完
全
に
消
火
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
次
の
1
区
画
の
火
入
れ
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
，
区
長
は
こ
れ
を
超
え
て
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
9
条

火
入
責
任
者
は
，
火
入
地
の
周
囲
に
幅
7
メ
ー
ト
ル
以
上
(火
入
地
が
傾
斜
地
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
上
側
又
は
風
勢
の
あ
る
場
合
に
お
け
る
風
下
に
当
た
る
部
分
に

つ
い
て
は
1
0
メ
ー
ト
ル
以
上
)の
防
火
帯
を
設
け
，
そ
の
防
火
帯
の
中
の
立
木
そ
の
他
の
可
燃
物
を
除
去
し
，
延
焼
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
0
条

火
入
者
は
，
火
入
れ
に
当
た
っ
て
は
，
1
回
の
火
入
れ
の
面
積
に
応
じ
，
次
の
と
お
り
火
入
れ
の
作
業
に
従
事
す
る
者
(以
下
「火
入
従
事
者
」
と
い
う
。
)を
配
置
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(1
)
0
.5
ヘ
ク
タ
ー
ル
ま
で
は
1
0
人
以
上

(2
)
0
.5
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
そ
の
超
え
る
面
積
0
.1
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
き
1
人
を
前
号
の
人
数
に
加
え
て
得
た
人
数
以
上

2
火
入
者
は
，
消
火
に
必
要
な
器
具
を
火
入
従
事
者
に
携
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
1
条

火
入
れ
は
，
風
速
，
湿
度
等
か
ら
み
て
延
焼
の
お
そ
れ
が
な
い
日
を
選
び
，
で
き
る
限
り
小
区
画
ご
と
に
，
風
下
か
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
火
入
地
が
傾
斜

地
で
あ
る
場
合
に
は
，
上
方
か
ら
下
方
に
向
か
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
2
条

火
入
者
及
び
火
入
責
任
者
は
，
火
入
れ
の
許
可
の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
，
強
風
注
意
報
，
異
常
乾
燥
注
意
報
又
は
火
災
警
報
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
，
火
入
れ
を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

2
火
入
責
任
者
は
，
火
入
れ
中
に
風
勢
等
に
よ
っ
て
他
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
，
又
は
強
風
注
意
報
，
異
常
乾
燥
注
意
報
又
は
火
災
警
報
が
発
令
さ
れ
た

と
き
に
は
，
速
や
か
に
消
火
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
佐
久
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
（抄
）

第
３
条
市
長
は
、
当
該
申
請
に
係
る
火
入
れ
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(１
)
火
入
れ
の
目
的
が
、
法
第
2
1
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
目
的
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

(２
)
火
入
地
の
周
囲
の
現
況
、
防
火
の
設
備
の
計
画
、
火
入
予
定
期
間
に
お
け
る
気
象
状
況
の
見
通
し
等
か
ら
み
て
、
周
囲
に
延
焼
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

第
６
条
火
入
れ
の
許
可
の
対
象
期
間
は
、
１
件
に
つ
き
７
日
以
内
と
す
る
。

第
７
条
１
団
地
に
お
け
る
１
回
の
火
入
れ
の
許
可
の
対
象
面
積
は
、
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
火
入
地
を
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
に
区
画
し
、
そ
の
１
区
画
に
火

入
れ
を
行
い
、
完
全
に
消
火
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
次
の
１
区
画
の
火
入
れ
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
市
長
は
こ
れ
を
超
え
て
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
1
1
条
火
入
責
任
者
は
、
火
入
地
の
周
囲
に
幅
３
メ
ー
ト
ル
以
上
（火
入
地
が
傾
斜
地
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
上
側
又
は
風
勢
の
あ
る
場
合
に
お
け
る
風
下
に
当
た
る
部
分

に
つ
い
て
は
５
メ
ー
ト
ル
以
上
）の
防
火
帯
を
設
け
、
そ
の
防
火
帯
の
中
の
立
木
そ
の
他
の
可
燃
物
を
除
去
し
、
延
焼
の
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
2
条
火
入
者
は
、
火
入
れ
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
１
回
の
火
入
れ
の
面
積
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
の
火
入
れ
の
作
業
に
従
事
す
る
者
（以
下
「火
入
従

事
者
」と
い
う
。
）を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(１
)
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
1
5
人
以
上

(２
)
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
場
合
そ
の
超
え
る
面
積
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
つ
き
５
人
を
前
号
の
人
数
に
加
え
て
得
た
人
数
以
上

２
火
入
者
は
、
の
こ
ぎ
り
、
な
た
、
く
わ
、
バ
ケ
ツ
等
の
消
火
に
必
要
な
器
具
を
火
入
従
事
者
に
携
行
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
3
条
火
入
れ
は
、
風
速
、
湿
度
等
か
ら
み
て
延
焼
の
お
そ
れ
が
な
い
日
を
選
び
、
で
き
る
限
り
小
区
画
ご
と
に
、
風
下
か
ら
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
火
入
地
が
傾
斜

地
で
あ
る
場
合
に
は
、
上
方
か
ら
下
方
に
向
か
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
4
条
火
入
者
及
び
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
の
許
可
の
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
強
風
注
意
報
、
異
常
乾
燥
注
意
報
、
火
災
警
報
等
が
発
令
さ
れ
た
場
合
に
は
、
火
入
れ
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
。

２
火
入
責
任
者
は
、
火
入
れ
中
に
風
勢
等
に
よ
っ
て
他
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
強
風
注
意
報
、
異
常
乾
燥
注
意
報
若
し
く
は
火
災
警
報
が
発
令
さ

れ
た
と
き
に
は
、
速
や
か
に
消
火
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（参
考
）参
照
条
文

（火
入
れ
に
関
す
る
条
例
の
例
）
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（参
考
）参
照
条
文

（廃
棄
物
処
理
法
令
に
基
づ
く
規
制
）

●
廃
棄
物
の
焼
却
禁
止
（廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
1
6
条
の
２
、
第
2
5
条
）

１
．
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

（焼
却
禁
止
）

第
十
六
条
の
二

何
人
も
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
廃
棄
物
を
焼
却
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
、
特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
処
理
基
準
、
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
又
は
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
処
理
基
準
に
従
つ
て
行
う
廃
棄
物
の
焼
却

二
他
の
法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
り
行
う
廃
棄
物
の
焼
却

三
公
益
上
若
し
く
は
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得
な
い
廃
棄
物
の
焼
却
又
は
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
廃
棄
物
の
焼
却
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の

第
二
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
～
十
四

（略
）

十
五

第
十
六
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
、
廃
棄
物
を
焼
却
し
た
者

十
六

（略
）

第
三
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為

を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

一
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
若
し
く
は
第
十
五
号
又
は
第
二
項

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二
第
二
十
五
条
第
一
項
（前
号
の
場
合
を
除
く
。
）、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
七
条
の
二
、
第
二
十
八
条
第
二
号
、
第
二
十
九
条
又
は
第
三
十
条

各
本
条
の
罰

金
刑

２
（略
）

２
．
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（焼
却
禁
止
の
例
外
と
な
る
廃
棄
物
の
焼
却
）

第
十
四
条

法
第
十
六
条
の
二
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
廃
棄
物
の
焼
却
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
施
設
の
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

二
震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍
霜
害
そ
の
他
の
災
害
の
予
防
、
応
急
対
策
又
は
復
旧
の
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

三
風
俗
慣
習
上
又
は
宗
教
上
の
行
事
を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

四
農
業
、
林
業
又
は
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却

五
た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
で
あ
つ
て
軽
微
な
も
の
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●
さ
い
た
ま
市
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
（
抄
）

(燃
焼
行
為
の
制
限
)

第
4
9
条

何
人
も
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
へ
の
支
障
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
燃
焼
行
為
を
除
き
、
燃
焼
に
伴
っ
て
ば
い
煙
又
は
悪
臭
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る

物
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
燃
焼
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

(1
)
規
則
で
定
め
る
設
備
を
使
用
し
て
行
う
燃
焼
行
為

(2
)
公
益
上
若
し
く
は
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得
な
い
燃
焼
行
為
又
は
周
辺
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
燃
焼
行
為
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

(燃
焼
行
為
の
停
止
の
勧
告
及
び
命
令
)

第
5
0
条

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
て
い
る
者
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境
へ
の
支
障
を
防
止

す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
当
該
燃
焼
行
為
の
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
同
項
の
支
障
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、
当
該
燃
焼
行
為
の
停
止
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
さ
い
た
ま
市
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（抄
）

(燃
焼
行
為
が
制
限
さ
れ
る
物
)

第
3
6
条

条
例
第
4
9
条
の
規
則
で
定
め
る
物
は
、
次
に
掲
げ
る
物
及
び
こ
れ
ら
を
含
む
物
と
す
る
。

(1
)
廃
棄
物

(2
)
樹
脂

(3
)
木
材
(伐
採
木
及
び
剪
定
枝
を
含
む
。
)

(4
)
油
脂
類
(鉱
物
油
及
び
有
機
溶
剤
を
含
む
。
第
3
8
条
第
3
号
に
お
い
て
同
じ
。
)

(5
)
布

(6
)
紙

(7
)
草

●
県
民
の
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
（
抄
）
※
愛
知
県

第
六
十
六
条

何
人
も
、
燃
焼
に
伴
っ
て
ば
い
煙
、
悪
臭
又
は
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
（ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
屋
外
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
焼
却
炉
を
用
い
な
い
で
燃
焼
さ
せ
て
は
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
り
物
を
燃
焼
さ
せ
る
場
合
又
は
公
益
上
若
し
く
は
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得
ず
物
を
燃
焼
さ
せ
る
場
合
若
し
く
は
周

辺
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

●
県
民
の
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（抄
）
※
愛
知
県

（屋
外
燃
焼
行
為
を
禁
止
す
る
物
）

第
七
十
四
条

条
例
第
六
十
六
条
の
規
則
で
定
め
る
物
は
、
次
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。

一
ゴ
ム

二
皮
革

三
合
成
樹
脂

四
ピ
ッ
チ

五
油
脂

六
草
及
び
木
（木
材
を
含
む
。
）

七
紙

八
繊
維

（参
考
）参
照
条
文

（屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
に
関
す
る
条
例
の
例
）
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（参
考
）そ
の
他
参
照
条
文

●
失
火
及
び
業
務
上
失
火
（刑
法
第
1
1
6
条
、
第
1
1
7
条
の
２
）

（失
火
）

第
百
十
六
条

失
火
に
よ
り
、
第
百
八
条
に
規
定
す
る
物
又
は
他
人
の
所
有
に
係
る
第
百
九
条
に
規
定
す
る
物
を
焼
損
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
失
火
に
よ
り
、
第
百
九
条
に
規
定
す
る
物
で
あ
っ
て
自
己
の
所
有
に
係
る
も
の
又
は
第
百
十
条
に
規
定
す
る
物
を
焼
損
し
、
よ
っ
て
公
共
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
も
、
前
項
と

同
様
と
す
る
。

（業
務
上
失
火
等
）

第
百
十
七
条
の
二

第
百
十
六
条
又
は
前
条
第
一
項
の
行
為
が
業
務
上
必
要
な
注
意
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
き
、
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
と
き
は
、
三
年
以
下
の
禁
錮
又
は
百

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料10

森林法第21条による火入れの状況について

農林水産省林野庁
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○
令
和
6年

度
に
行
った
火
入
れ
の
許
可
に
つ
い
て
調
査
を
した
（
令
和
７
年
５
月
15
日
現
在
1,
60
0市

町
村
よ
り回

答
）
とこ
ろ
、件

数
及
び
面
積
とも
に
害
虫
駆
除
を
目

的
とす
る
許
可
が
大
半
を
占
め
、１

～
４
月
に
許
可
件
数
が
最
大
とな
る
市
町
村
が
多
い
状
況
。一

方
、火

入
れ
の
中
止
等
は
強
風
注
意
報
や
乾
燥
注
意
報
の
発
令
に
よ
る

も
の
が
中
心
。

○
約
７
割
の
市
町
村
が
火
入
れ
の
許
可
情
報
に
つ
い
て
消
防
機
関
と連

絡
調
整
を
行
って
い
る
一
方
、約

３
割
の
市
町
村
で
は
連
絡
調
整
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

■
火
入
れ
の
目
的
別
の
許
可
の
割
合

注
１
：
1件

の
許
可
に
複
数
の
目
的
が
含
ま
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、目

的
毎
に
1件

の
許
可
が
あ
った
も
の
と仮

定
して

集
計
して
い
る
た
め
、合

計
は
実
際
の
件
数
及
び
面
積
と一

致
しな
い
。

注
２
：
速
報
値
で
あ
り、
数
値
は
変
更
が
あ
りう
る
。


火
入
れ
の
許
可
情
報
の
消
防
機
関
との

連
絡
調
整
の
有
無

（
回
答
数
1,
48
2）

■
火
入
れ
の
許
可
件
数
（
目
的
別
）
が
最
多
の
月

注
１
：
火
入
れ
の
許
可
件
数
（
目
的
別
）
が
最
も
多
い
月
とし
て
選
択
した
市
町
村
数
を
集
計
。

注
２
：
林
野
火
災
の
発
生
件
数
は
消
防
庁
統
計
資
料
に
基
づ
き
作
成
。

注
３
：
速
報
値
で
あ
り、
数
値
は
変
更
が
あ
りう
る
。


火
入
れ
の
中
止
等
の
状
況

（
件
）

（
市
町
村
数
）

注
：
速
報
値
で
あ
り、
数
値
は
変
更
が
あ
りう
る
。

森
林
法
第
21
条
に
よ
る
火
入
れ
の
状
況
に
つ
い
て
（
速
報
）

注
１
：
「そ
の
他
」は
、近

隣
か
らの
苦
情
等
。

注
２
：
速
報
値
で
あ
り、
数
値
は
変
更
が
あ
りう
る
。

合
計
:

4,
78
7件

合
計
:

77
,3
46
ha
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料11

火災警報等に関するアンケート調査結果

総務省消防庁
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火
災
警
報
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
概
要

○
全
国
の
消
防
本
部
及
び
非
常
備
町
村
を
対
象
と
し
て
、
火
災
警
報
及
び
林
野
火
災
予
防
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。

○
調
査
項
目

・火
災
警
報
の
発
令
基
準
等
に
つ
い
て

・火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て

・火
災
警
報
を
発
令
し
た
場
合
に
制
限
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て

・火
災
警
報
に
関
す
る
課
題
意
識
等
に
つ
い
て

・林
野
火
災
予
防
（屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
対
策
等
）に
つ
い
て

な
ど

○
回
答
数
：7
3
4
（7
2
0
消
防
本
部
＋
1
4
非
常
備
町
村
）

○
主
な
回
答
結
果
は
、
次
ペ
ー
ジ
以
降
の
と
お
り
。
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火
災
警
報
の
発
令
基
準
等
に
つ
い
て

定
め
て
い
る

54
6

74
%

定
め
て
い
な
い

18
8

26
%

１
．
火
災
警
報
の
発
令
基
準
を

定
め
て
い
る
か
（
回
答
数
：

73
4）

①
火
災
気
象
通
報
を
受
け
た

場
合
に
発
令
す
る

1 0%

②
火
災
気
象
通
報
を
受
け
、
か
つ
、
気

象
の
条
件
が
一
定
の
水
準
に
達
し
た
場

合
に
発
令
す
る

20
2

37
%

③
火
災
気
象
通
報
を
受
け
、
気
象
の
条
件
が

一
定
の
水
準
に
達
し
、
か
つ
、
火
災
発
生
及

び
延
焼
拡
大
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
発
令
す
る

20
1

37
%④
そ
の
他

14
2

26
%

２
．
１
．
で
「
定
め
て
い
る
」
と
回
答
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
火
災

警
報
の
発
令
基
準
と
し
て
採
用
し
て
い
る
も
の
（
回
答
数
：

54
6）

３
．
火
災
警
報
の
発
令
基
準
と
し
て
採
用
し
て
い
る
気
象
の
条
件

①
実
効
湿
度
【
60
％
～
65
％
】
以
下
、
か
つ
、
最
小
湿
度
【
30
％
～
40
％
】
以
下
、
か
つ
、
最
大
風
速
【
7m
～
10
m
】
以
上

又
は

②
平
均
風
速
【
10
m
～
18
m
】
が
１
時
間
継
続
す
る
見
込
み

な
ど
の
回
答
が
多
数

４
．
気
象
の
条
件
の
具
体
的
な
数
値
の
設
定
の
考
え
方

「
消
防
信
号
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」
(昭
和
24
年
国
消
管
発
第
13
6号
)※
を
も
と
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
設
定
し
て
い
る

な
ど
の
回
答
が
多
数

※
実
効
湿
度
が
60
％
以
下
、
か
つ
、
最
低
湿
度
が
40
％
を
下
り
、
か
つ
、
最
大
風
速
が
７
m
を
超
え
る
見
込
み
の
と
き
。

又
は
、
平
均
風
速
10
m
以
上
の
風
が
１
時
間
以
上
連
続
し
て
吹
く
見
込
み
の
と
き
。

＜
参
考
＞
現
行
の
火
災
気
象
通
報
の
基
準

火
災
気
象
通
報
【
乾
燥
】
＝
乾
燥
注
意
報
の
発
表
基
準
⇒
最
小
湿
度
20
～
40
％
で
実
効
湿
度
50
～
60
％
な
ど

火
災
気
象
通
報
【
強
風
】
＝
強
風
注
意
報
の
発
表
基
準
⇒
平
均
風
速
10
～
15
m
/s

74



火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て
①

２
．
火
災
警
報
を
ど
の
よ
う
に
住
民
に
周
知
し
た
か

・
報
道
機
関
へ
周
知
、
電
光
掲
示
板

・
広
報
車
両
・
消
防
車
両
で
の
巡
回
広
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

・
防
災
行
政
無
線
、
た
き
火
等
届
出
者
に
対
し
て
電
話
連
絡
、
CA
TV
の
活
用

・
メ
ー
ル
配
信
、
防
災
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

・
火
災
警
報
サ
イ
レ
ン
吹
鳴

・
庁
舎
入
口
に
掲
示
板
を
設
置

３
．
住
民
が
火
の
使
用
制
限
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
ど
の
よ
う
に
確
認
し
た
か

・
巡
回
警
戒
の
実
施

・
電
話
連
絡
及
び
消
防
車
両
に
よ
る
巡
回
警
戒

・
火
入
れ
、
野
焼
き
等
に
関
し
て
は
即
時
中
止
を
指
導

発
令
回
数

火
災
気
象
通
報

を
受
け
ず
に
発

令
し
た
回
数

発
令
日
数

（
延
べ
日
数
）

福
島
市
消
防
本
部
（
福
島
県
）

31
1回

0
55
0日

魚
沼
市
消
防
本
部
（
新
潟
県
）

１
回

０
１
日

南
ア
ル
プ
ス
市
消
防
本
部
（
山
梨
県
）

15
回

０
７
日
(令
和
６
年
)※

高
山
市
消
防
本
部
（
岐
阜
県
）

16
回

０
27
日

多
治
見
市
消
防
本
部
（
岐
阜
県
）

３
回

０
３
日

飛
騨
市
消
防
本
部
（
岐
阜
県
）

３
回

０
３
日

１
．
過
去
５
年
間
に
火
災
警
報
を
発
令
し
た
実
績
が
あ
る
消
防
本
部

※
令
和
５
年
以
前
は
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
。
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火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て
②

４
．
実
際
に
火
災
警
報
を
発
令
し
て
効
果
が
あ
っ
た
と
感
じ
た
点

・
数
年
林
野
火
災
の
発
生
が
な
い
。

・
火
の
取
り
扱
い
に
係
る
注
意
喚
起
に
つ
い
て
効
果
が
あ
る
と
感
じ
た
。

・
住
民
へ
の
注
意
喚
起
お
よ
び
火
気
使
用
制
限
に
つ
な
が
っ
た
。

・
住
民
に
周
知
す
る
こ
と
で
火
災
予
防
に
繋
が
っ
た
。

・
農
作
業
者
は
火
入
れ
を
行
う
際
に
は
気
象
状
況
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

５
．
実
際
に
火
災
警
報
を
発
令
し
て
課
題
が
あ
っ
た
と
感
じ
た
点

・
発
令
期
間
中
の
ク
レ
ー
ム
対
応
。

・
火
の
使
用
制
限
に
従
っ
て
い
る
か
の
確
認
に
つ
い
て
課
題
が
あ
る
。

・
発
令
後
、
短
時
間
で
解
除
し
た
。
気
象
変
化
の
見
通
し
を
読
み
取
る
の
は
難
し
い
と
感
じ
た
。

・
効
果
の
検
証
が
困
難
。

・
過
去
に
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
に
対
し
て
苦
情
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
現
在
は
市
民
に
浸
透
し
て
い
る
た
め
特

に
課
題
は
な
い
。
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火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て
③

６
．
過
去
５
年
間
に
火
災
警
報
を
発
令
し
な
か
っ
た
理
由
（
複
数
回
答
あ
り
）
（
回
答
数
：

72
4）

29
9

91

46

33

84

67

42

19
2

①
火
災
警
報
の
発
令
基
準
に
達
し
な
か
っ
た
た
め

②
ど
の
よ
う
な
場
合
に
火
災
警
報
を
発
令
す
べ
き
か
が
分
か
ら
な
か
っ
た
た
め

③
火
の
使
用
制
限
を
行
う
こ
と
に
よ
る
住
民
生
活
へ
の
影
響
を
考
慮
し
た
た
め

④
火
の
使
用
制
限
を
行
う
こ
と
に
よ
る
農
林
業
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
活
動
へ
の

影
響
を
考
慮
し
た
た
め

⑤
火
災
警
報
を
発
令
し
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
住
民
に
周
知
す
る
か
が
決
ま
っ
て

い
な
か
っ
た
た
め

⑥
住
民
が
火
の
使
用
制
限
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
考
え
た
た
め

⑦
住
民
が
火
の
使
用
制
限
に
違
反
し
て
い
た
場
合
に
従
わ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
考
え
た
た
め

⑧
そ
の
他
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火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て
④

７
．
６
．
で
「
③
火
の
使
用
制
限
を
行
う
こ
と
に
よ
る
住
民
生
活
へ
の
影
響
を
考
慮
し
た
た
め
」
を
回
答
し
た
も
の
に

つ
い
て
、
住
民
生
活
へ
の
影
響
と
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
考
慮
し
た
か

【
1】
社
会
的
影
響
・
市
民
生
活
へ
の
影
響

・
発
令
に
よ
り
、
市
民
の
不
安
を
あ
お
る
こ
と
を
考
慮
し
た
。

・
火
災
警
報
を
発
令
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
生
活
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
た
め
。

・
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

・
屋
外
で
の
火
の
使
用
制
限
等
に
よ
り
住
民
生
活
に
影
響
が
出
る
こ
と
。

・
軽
微
な
火
気
取
り
扱
い
（
BB
Q、

歩
き
タ
バ
コ
等
）
ま
で
制
限
が
及
ぶ
。

・
住
民
へ
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
た
め
。

【
2 】
地
域
特
性
・
地
理
的
要
因

・
管
轄
す
る
区
域
の
形
状
が
南
北
に
長
く
、
面
積
も
広
い
た
め
、
気
象
条
件
の
変
動
が
あ
る
。

・
市
内
の
各
地
域
に
お
い
て
気
象
状
況
が
異
な
る
た
め
。

・
山
間
部
を
市
内
に
多
く
持
っ
て
お
り
、
一
般
家
庭
の
雑
木
の
焼
却
等
に
影
響
が
大
き
い
た
め
。

【
3 】
罰
則
・
強
制
力

・
住
民
へ
の
罰
則
を
行
使
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
発
令
を
た
め
ら
う
部
分
が
あ
っ
た
。

【
4 】
情
報
提
供
・
住
民
理
解
の
促
進

・
火
災
警
報
を
頻
発
す
る
こ
と
で
信
憑
性
が
揺
ら
ぎ
、
住
民
の
混
乱
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。

・
住
民
が
十
分
に
理
解
し
て
い
な
い
状
況
で
発
令
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
混
乱
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
る
。

・
火
災
警
報
等
の
住
民
へ
の
周
知
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
。

・
住
民
か
ら
の
苦
情
問
題
。

【
5 】
農
業
・
産
業
へ
の
影
響

・
農
業
へ
の
影
響
（
農
家
が
多
い
た
め
、
た
き
火
や
火
入
れ
を
制
限
す
る
と
農
業
に
影
響
）
。

・
農
林
業
を
始
め
、
住
民
生
活
へ
の
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
り
、
近
隣
市
町
村
と
の
調
整
が
困
難
な
た
め
。

・
兼
業
農
家
が
多
く
火
の
使
用
制
限
に
よ
る
不
利
益
が
大
き
い
と
考
え
る
た
め
。

・
田
や
畑
の
不
用
物
の
焼
却
は
土
へ
の
栄
養
を
補
充
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
一
律
に
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
る
影
響
。
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火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て
⑤

８
．
６
．
で
「
④
火
の
使
用
制
限
を
行
う
こ
と
に
よ
る
農
林
業
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
活
動
へ
の
影
響
を
考
慮
し
た
た

め
」
を
回
答
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
経
済
活
動
へ
の
影
響
と
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
考
慮
し
た
か

【
1】
農
業
・
林
業
へ
の
影
響

野
焼
き
・
火
入
れ
の
必
要
性
、
作
業
時
期
と
の
重
な
り
、
防
虫
な
ど
、
農
作
業
へ
の
支
障
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

・
り
ん
ご
農
家
に
よ
る
伐
採
し
た
枝
は
、
各
農
家
が
焼
却
処
分
し
て
お
り
、
発
生
す
る
枝
の
量
か
ら
も
焼
却
以
外
の
処
分
が
現
実
的

で
は
な
い
た
め
。

・
農
業
で
は
田
植
え
時
期
等
時
間
的
制
約
が
あ
る
た
め
、
野
焼
き
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
も
天
候
を
見
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。
当
市
は
農

家
が
多
く
時
機
を
失
す
る
こ
と
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。

・
地
域
の
特
性
上
、
農
工
作
が
盛
ん
で
あ
り
火
の
使
用
を
制
限
す
る
こ
と
で
、
農
作
業
へ
の
影
響
が
出
る
と
考
え
た
た
め
。

・
火
災
警
報
の
発
令
条
件
に
該
当
す
る
件
数
が
多
く
、
農
林
業
を
始
め
住
民
生
活
へ
の
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ
り
、
近
隣
市
町
村

と
の
調
整
が
困
難
。

・
火
災
警
報
を
発
令
す
る
気
象
条
件
に
達
す
る
日
数
が
多
い
た
め
、
農
林
業
者
が
行
う
た
き
火
等
の
実
施
に
制
約
が
か
か
る
。

【
2】
経
済
活
動
へ
の
影
響

火
の
使
用
を
伴
う
経
済
活
動
の
制
限
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

・
事
業
に
伴
う
火
気
使
用
で
規
模
や
状
況
が
不
明
の
場
合
、
火
気
使
用
制
限
が
不
利
益
を
招
く
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め
。

・
経
済
活
動
へ
の
影
響
が
計
り
知
れ
な
い
た
め
。

【
3】
住
民
か
ら
の
反
発
・
苦
情

苦
情
の
発
生
や
地
域
理
解
の
困
難
さ
、
一
律
発
令
に
よ
る
混
乱
へ
の
懸
念
。

・
住
民
か
ら
の
苦
情
問
題
。

・
農
林
業
へ
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
た
め
。

・
火
災
警
報
を
頻
発
す
る
こ
と
で
信
憑
性
が
揺
ら
ぎ
、
住
民
の
混
乱
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。

【
4】
イ
ベ
ン
ト
・
地
域
行
事
へ
の
影
響

催
し
物
な
ど
住
民
生
活
の
イ
ベ
ン
ト
運
営
に
対
す
る
影
響
。

・
催
し
物
の
開
催
等
に
影
響
が
あ
る
。
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火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て
⑥

１
０
．
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
と
き
に
発
動
し
た
か

・
仙
台
七
夕
ま
つ
り

・
年
末
年
始
の
初
詣
の
と
き
（
高
尾
山
）

・
一
宮
市
七
夕
ま
つ
り
開
催
に
伴
う
飾
り
つ
け
区
域
内
の
火
災
警
戒
の
た
め
発
動

・
安
城
市
七
夕
ま
つ
り
（
多
数
の
集
客
が
見
込
ま
れ
、
七
夕
飾
り
に
多
く
の
可
燃
物
を
使
用
し
て
い
る
）

・
重
要
文
化
財
に
該
当
す
る
建
物
の
敷
地
と
そ
の
周
辺
地
域
（
23
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
お
け
る
た
き
火
又
は
喫
煙
の
制
限

・
火
災
警
報
と
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
発
動

・
当
消
防
本
部
管
内
に
お
け
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
区
域
内
の
移
送
取
扱
所
に
お
い
て
、
そ
の
ル
ー
ト
の
起
点
か
ら
終
点

及
び
そ
の
周
辺
に
つ
い
て
制
限
を
発
動

・
例
年
、
春
の
乾
燥
期
に
行
楽
地
、
名
勝
地
、
史
跡
等
に
対
し
て
発
動

・
昭
和
49
年
２
月
に
発
生
し
た
山
火
事
を
契
機
に
昭
和
52
年
以
降
毎
年
発
動
（
10
/１
～
５
/3
1）

９
．
過
去
５
年
間
に
消
防
法
第

23
条
に
基
づ
く
た
き
火
又
は
喫
煙
の
制
限
を
発
動
し
た
実
績
が
あ
る
消
防
本
部

発
動
回
数

発
動
日
数
（
延
べ
日
数
）

仙
台
市
消
防
局
（
宮
城
県
）

５
回

15
日

東
京
消
防
庁
（
東
京
都
）

９
回

19
日

一
宮
市
消
防
本
部
（
愛
知
県
）

３
回

12
日

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
（
愛
知
県
）

３
回

９
日

瀬
戸
市
消
防
本
部
（
愛
知
県
）

５
回

22
7日
×
５

高
山
市
消
防
本
部
（
岐
阜
県
）

16
回

27
日

高
岡
市
消
防
本
部
（
富
山
県
）

５
回

年
中
全
て

勝
山
市
消
防
本
部
（
福
井
県
）

５
回

毎
年
約
50
日
間

玉
野
市
消
防
本
部
（
岡
山
県
）

５
回

毎
年
10
月
1日
～
翌
5月
31
日

＜
参
考
＞
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

第
二
十
三
条

市
町
村
長
は
、
火
災
の
警
戒
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
限
つ
て
、
一
定
区
域
内
に
お
け
る
た
き
火
又
は
喫
煙
の

制
限
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て
⑦

１
１
．
た
き
火
又
は
喫
煙
の
制
限
を
発
動
し
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
住
民
に
周
知
し
た
か

・
掲
示
板
に
よ
り
公
示

・
①
警
戒
区
域
内
及
び
付
近
の
町
内
会
に
回
覧
を
依
頼
、
②
警
戒
区
域
に
標
識
を
設
置
、
③
市
広
報
に
掲
載
、

④
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
て
告
示
⑤
来
場
者
に
対
し
て
放
送
設
備
を
使
用

・
告
示
、
町
内
回
覧
チ
ラ
シ
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
防
災
行
政
無
線
（
サ
イ
レ
ン
・
広
報
）
、
消
防
車
両
に
よ
る
巡
回
広
報
、
メ
ー
ル
配
信
、
防
災
ラ
ジ
オ
、
報
道
機
関
FA
X

・
市
火
災
予
防
条
例
規
則
に
定
め
る
制
札
を
掲
出

・
市
役
所
、
消
防
署
に
告
知
文
書
の
掲
示
、
制
限
区
域
に
看
板
の
設
置

１
２
．
住
民
が
た
き
火
又
は
喫
煙
の
制
限
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
ど
の
よ
う
に
確
認
し
た
か

・
巡
回
警
戒
の
実
施

・
消
防
特
別
警
戒
の
実
施
に
よ
る
巡
回

・
開
催
期
間
中
に
巡
回
に
よ
る
指
導
を
実
施
し
確
認

１
３
．
実
際
に
た
き
火
又
は
喫
煙
の
制
限
を
発
動
し
て
効
果
が
あ
っ
た
と
感
じ
た
点

・
期
間
中
、
制
限
区
域
に
お
け
る
火
災
の
発
生
が
な
い
。

・
期
間
中
に
火
災
が
発
生
し
な
か
っ
た
点
。

・
喫
煙
に
つ
い
て
は
ご
く
少
数
の
人
が
喫
煙
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
指
定
場
所
以
外
で
喫
煙
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

た
き
火
に
つ
い
て
は
実
施
す
る
人
は
い
な
か
っ
た
。

・
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た
。

・
こ
れ
ま
で
制
限
区
域
に
お
い
て
、
火
災
等
に
関
す
る
事
故
が
起
き
て
い
な
い
。

・
制
限
区
域
の
火
災
は
な
い
。

・
区
域
内
を
管
理
し
て
い
る
協
会
と
共
通
認
識
が
持
て
て
い
る
こ
と
。

１
４
．
実
際
に
た
き
火
又
は
喫
煙
の
制
限
を
発
動
し
て
課
題
が
あ
っ
た
と
感
じ
た
点

・
範
囲
が
広
く
周
知
が
行
き
届
い
て
い
る
か
確
認
で
き
な
い
。
外
国
語
話
者
へ
の
周
知
が
で
き
て
い
る
か
。

・
毎
年
の
行
事
で
あ
る
た
め
、
市
民
に
対
し
て
の
周
知
は
一
定
の
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
市
外
の
多
数
の
来
場
者
に
対
し
て
の

周
知
は
難
し
い
。

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
看
板
等
で
周
知
し
て
は
い
る
が
、
す
べ
て
の
住
民
が
見
て
認
識
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
周
知
方
法
が
難
し
い
。
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火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て
⑧

１
５
．
過
去
５
年
間
に
消
防
法
第
３
条
第
１
項
第
１
号
に
基
づ
く
命
令
を
発
動
し
た
実
績
が
あ
る
消
防
本
部

発
動
回
数

砂
川
地
区
広
域
消
防
組
合
（
北
海
道
）

40
利
尻
礼
文
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部
（
北
海
道
）

１
斜
里
地
区
消
防
組
合
消
防
本
部
（
北
海
道
）

２
あ
ぶ
く
ま
消
防
本
部
（
宮
城
県
）

19
7(
※
)

甲
府
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
消
防
本
部
（
山
梨
県
）

72
土
岐
市
消
防
本
部
（
岐
阜
県
）

１
鳥
羽
市
消
防
本
部
（
三
重
県
）

１
立
山
町
消
防
本
部
（
富
山
県
）

53
高
野
町
消
防
本
部
（
和
歌
山
県
）

60
貝
塚
市
消
防
本
部
（
大
阪
府
）

毎
年
20
～
30
程
度

板
野
東
部
消
防
組
合
消
防
本
部
（
徳
島
県
）

11
串
間
市
消
防
本
部
（
宮
崎
県
）

１
沖
永
良
部
与
論
地
区
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
（
鹿
児
島
県
）

18

＜
参
考
＞
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

第
三
条

消
防
長
（
消
防
本
部
を
置
か
な
い
市
町
村
に
お
い
て
は
、
市
町
村
長
。
第
六
章
及
び
第
三
十
五
条
の
三
の
二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
、
消

防
署
長
そ
の
他
の
消
防
吏
員
は
、
屋
外
に
お
い
て
火
災
の
予
防
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
行
為
者
又
は
火
災
の
予
防
に
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
物

件
若
し
く
は
消
火
、
避
難
そ
の
他
の
消
防
の
活
動
に
支
障
に
な
る
と
認
め
る
物
件
の
所
有
者
、
管
理
者
若
し
く
は
占
有
者
で
権
原
を
有
す
る
者
に

対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
火
遊
び
、
喫
煙
、
た
き
火
、
火
を
使
用
す
る
設
備
若
し
く
は
器
具
（
物
件
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
使
用
に
際
し
火
災
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る

設
備
若
し
く
は
器
具
（
物
件
に
限
る
。
）
の
使
用
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
の
禁
止
、
停
止
若
し
く
は
制
限
又
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
場

合
の
消
火
準
備

二
～
四

（
略
）

②
～
④

（
略
）

上
記
の
ほ
か
、
鯖
江
・
丹
生
消
防
組
合
消
防
本
部
（
福
井
県
）
に
お
い
て
、
た
き
火
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
、

消
火
準
備
等
を
指
導
し
て
い
る
。

※
乾
燥
注
意
報
発
表
中
に
焼
却
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
、
口
頭
で
中
止
を
依
頼
し
て
い
る
も
の
。
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火
災
警
報
の
発
令
実
績
等
に
つ
い
て
⑨

１
６
．
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
と
き
に
発
動
し
た
か

【
1】
火
災
の
危
険
性
が
高
い
と
き

・
乾
燥
注
意
報
の
発
表
中
な
ど
、
周
囲
に
延
焼
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

・
野
焼
き
等
を
実
施
す
る
際
に
、
強
風
等
に
よ
り
火
災
予
防
上
必
要
で
あ
っ
た
と
き

・
強
風
時
に
、
ゴ
ミ
の
焼
却
、
籾
殻
の
焼
却
、
畔
草
の
焼
却
な
ど
を
行
っ
て
い
た
と
き

【
2】
通
報
や
苦
情
が
あ
っ
た
と
き

・
た
き
火
等
、
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
等
を
発
す
る
行
為
を
し
て
お
り
、
住
民
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
と
き

・
た
き
火
を
実
施
し
て
い
た
者
に
対
し
て
近
隣
住
民
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
と
き

【
3】
消
火
準
備
に
不
備
が
あ
っ
た
と
き

・
行
為
者
が
消
火
器
具
の
準
備
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
き

１
７
．
実
際
に
命
令
を
発
動
し
て
効
果
が
あ
っ
た
と
感
じ
た
点

【
1】

 火
災
の
抑
止
や
延
焼
の
防
止
に
つ
な
が
っ
た
点

・
予
め
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
に
よ
り
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

・
そ
の
後
の
火
災
発
生
の
抑
止
に
な
っ
た
。

・
延
焼
を
未
然
に
防
い
だ
。

【
2】

 住
民
の
意
識
が
変
化
し
た
点

・
命
令
を
発
動
し
て
以
降
、
無
断
焼
却
が
な
く
な
っ
た
。

・
本
人
の
防
火
に
関
す
る
意
識
が
変
わ
っ
た
。

１
８
．
実
際
に
命
令
を
発
動
し
て
課
題
が
あ
っ
た
と
感
じ
た
点

・
た
き
火
等
の
行
為
に
対
し
、
住
民
が
消
防
へ
の
届
出
や
初
期
消
火
対
策
を
講
じ
て
い
な
か
っ
た
。

・
命
令
に
従
っ
て
い
る
か
の
確
認
が
で
き
な
い
。
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火
災
警
報
を
発
令
し
た
場
合
に
制
限
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て

１
．
火
災
警
報
を
発
令
し
た
場
合
に
制
限
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
、
自
治
体
の
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

（
複
数
回
答
あ
り
）
（
回
答
数
：

73
4）

68
3

67
0

67
7

66
5

58
0

66
4

65
8

53

①
山
林
、
原
野
等
に
お
い
て
火
入
れ
を
し
な
い
こ
と

②
煙
火
を
消
費
し
な
い
こ
と

③
屋
外
に
お
い
て
火
遊
び
又
は
た
き
火
を
し
な
い
こ
と

④
屋
外
に
お
い
て
は
、
引
火
性
又
は
爆
発
性
の
物
品
そ
の
他
の
可
燃
物
の
附
近
で
喫

煙
を
し
な
い
こ
と

⑤
山
林
、
原
野
等
の
場
所
で
、
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
と
認
め
て
市

（
町
・
村
）
長
が
指
定
し
た
区
域
内
に
お
い
て
喫
煙
を
し
な
い
こ
と

⑥
残
火
（
た
ば
こ
の
吸
殻
を
含
む
）
、
取
灰
又
は
火
粉
を
始
末
す
る
こ
と

⑦
屋
内
に
お
い
て
裸
火
を
使
用
す
る
と
き
は
、
窓
、
出
入
口
等
を
閉
じ
て
行
う
こ
と

⑧
そ
の
他

＜
参
考
＞
火
災
予
防
条
例
（
例
）
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日
自
消
甲
予
発
第
七
十
四
号
消
防
庁
長
官
）

（
火
災
警
報
発
令
中
に
お
け
る
火
の
使
用
制
限
）

第
二
十
九
条

火
災
に
関
す
る
警
報
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
火
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
山
林
、
原
野
等
に
お
い
て
火
入
れ
を
し
な
い
こ
と
。

二
煙
火
を
消
費
し
な
い
こ
と
。

三
屋
外
に
お
い
て
火
遊
び
又
は
た
き
火
を
し
な
い
こ
と
。

四
屋
外
に
お
い
て
は
、
引
火
性
又
は
爆
発
性
の
物
品
そ
の
他
の
可
燃
物
の
附
近
で
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

五
山
林
、
原
野
等
の
場
所
で
、
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
大
で
あ
る
と
認
め
て
市
（
町
・
村
）
長
が
指
定
し
た
区
域
内
に
お
い
て
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

六
残
火
（
た
ば
こ
の
吸
殻
を
含
む
。
）
、
取
灰
又
は
火
粉
を
始
末
す
る
こ
と
。

七
屋
内
に
お
い
て
裸
火
を
使
用
す
る
と
き
は
、
窓
、
出
入
口
等
を
閉
じ
て
行
な
う
こ
と
。
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火
災
警
報
に
関
す
る
課
題
意
識
等
に
つ
い
て

【
1】
発
令
基
準
の
不
明
確
・
未
整
備

・
発
令
条
件
は
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
効
性
の
あ
る
発
令
基
準
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

・
火
災
警
報
を
発
令
す
る
際
の
明
確
な
判
断
基
準
が
必
要
。

・
数
値
基
準
は
あ
る
が
気
象
状
況
が
短
時
間
に
変
動
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

【
2】
発
令
に
伴
う
社
会
的
影
響
・
制
限
の
厳
し
さ

・
罰
則
を
伴
う
拘
束
力
が
発
生
す
る
こ
と
、
農
家
が
多
く
火
入
れ
を
一
律
に
禁
ず
る
こ
と
へ
の
影
響
が
あ
る
こ
と
か
ら
発
令
し
に
く
い
。

・
火
災
警
報
を
発
令
す
る
こ
と
で
住
民
生
活
に
制
限
が
か
か
る
こ
と
。

・
火
災
警
報
発
令
に
よ
り
火
の
使
用
制
限
を
課
す
こ
と
へ
の
社
会
的
影
響
が
大
き
い
た
め
、
発
令
に
躊
躇
し
て
い
る
。

【
3】
周
知
・
広
報
の
課
題

・
発
令
し
た
と
き
市
民
へ
の
周
知
方
法
が
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

・
火
災
警
報
に
対
す
る
住
民
の
理
解
、
協
力
が
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
。

・
高
齢
者
や
外
国
人
等
へ
の
情
報
伝
達
が
難
し
い
。

【
4】
運
用
・
手
続
き
の
未
整
備
・
不
明
確

・
発
令
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
定
め
が
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
フ
ロ
ー
で
発
令
す
る
か
を
内
部
で
は
決
め
て
い
な
い
・
考
え
て
い
な
い
。

・
条
例
違
反
を
し
て
い
る
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
手
順
で
指
導
を
行
い
記
録
等
を
残
す
こ
と
な
ど
具
体
的
な
運
用
方
法
が
な
い
。

【
5】
実
効
性
・
効
果
へ
の
疑
念

・
発
令
し
た
と
し
て
も
効
果
が
あ
る
の
か
不
確
か
で
あ
る
。

・
住
民
が
火
災
警
報
の
意
味
を
理
解
し
、
行
動
に
移
す
か
が
未
知
数
で
あ
る
。

・
警
報
を
発
令
す
る
こ
と
で
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
抑
止
力
が
あ
る
の
か
。

【
6】
組
合
消
防
本
部
に
お
け
る
発
令
に
関
す
る
課
題

・
消
防
法
第
22
条
の
発
令
権
者
は
市
町
村
長
で
あ
る
が
、
構
成
市
町
村
の
担
当
者
と
調
整
が
難
航
し
て
い
る
。

・
消
防
と
町
と
の
調
整
や
意
見
交
換
、
広
報
が
必
要
。

・
広
域
消
防
で
は
、
市
町
長
か
ら
消
防
長
へ
の
発
令
委
任
は
難
し
い
と
予
想
さ
れ
る
。

【
7】
他
自
治
体
と
の
連
携

・
隣
県
の
市
と
の
発
令
の
整
合
性
が
取
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

・
統
一
し
た
指
針
が
あ
れ
ば
調
整
が
円
滑
に
進
む
の
で
は
な
い
か
。

・
県
が
主
導
と
な
り
、
県
下
で
統
一
的
な
ル
ー
ル
作
り
が
必
要
で
は
な
い
か
。

【
8】
火
災
警
報
の
発
令
経
験
・
実
績
の
欠
如

・
発
令
し
た
こ
と
が
な
い
た
め
、
方
法
等
に
つ
い
て
手
順
の
確
認
や
体
制
の
検
証
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
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屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
対
策
等
に
つ
い
て
①

１
．
火
災
予
防
条
例
（
例
）
で
規
定
し
て
い
る
以
下
の
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
に
対
す
る
規
制
の
う
ち
、

自
治
体
の
条
例
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
（
回
答
数
：

73
4）

64
6

64
2

70
7

①
可
燃
性
の
物
品
そ
の
他
の
可
燃
物
の
近
く
に
お
け
る
た
き
火
の
禁
止

②
た
き
火
を
す
る
場
合
に
お
け
る
消
火
準
備
そ
の
他
火
災
予
防
上
必
要
な
措

置
の
義
務
付
け

③
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
又
は
火
炎
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
す

る
場
合
に
お
け
る
届
出
の
義
務
付
け

＜
参
考
＞
火
災
予
防
条
例
（
例
）
（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
二
十
二
日
自
消
甲
予
発
第
七
十
四
号
消
防
庁
長
官
）

（
た
き
火
）

第
二
十
五
条

可
燃
性
の
物
品
そ
の
他
の
可
燃
物
の
近
く
に
お
い
て
は
、
た
き
火
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
た
き
火
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
消
火
準
備
そ
の
他
火
災
予
防
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
等
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
等
の
届
出
）

第
四
十
五
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
消
防
長
（
消
防
署
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
又
は
火
炎
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

二
煙
火
（
が
ん
具
用
煙
火
を
除
く
。
）
の
打
上
げ
又
は
仕
掛
け

三
劇
場
等
以
外
の
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
に
お
け
る
演
劇
、
映
画
そ
の
他
の
催
物
の
開
催

四
水
道
の
断
水
又
は
減
水

五
消
防
隊
の
通
行
そ
の
他
消
火
活
動
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
道
路
工
事

六
祭
礼
、
縁
日
、
花
火
大
会
、
展
示
会
そ
の
他
の
多
数
の
者
の
集
合
す
る
催
し
に
際
し
て
行
う
露
店
等
の
開
設
（
対
象
火
気
器
具
等
を
使
用
す
る

場
合
に
限
る
。
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屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
対
策
等
に
つ
い
て
②

２
．
１
．
で
「
③
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
又
は
火
炎
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
す
る
場
合
に
お
け
る
届
出
の

義
務
付
け
」
を
回
答
し
た
場
合
、
た
き
火
を
当
該
規
定
に
基
づ
く
届
出
の
対
象
と
し
て
い
る
か
（
回
答
数
：

70
7）

①
全
て
の
た
き
火
を

対
象
と
し
て
い
る

48
9

69
%

②
一
定
規
模
以
上
の
た
き
火
を

対
象
と
し
て
い
る

77 11
%

③
対
象
と
し
て
い
な
い

14
1

20
%

３
．
２
．
で
「
②
一
定
規
模
以
上
の
た
き
火
を
対
象
と
し
て
い
る
」
を
回
答
し
た
場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

た
き
火
を
届
出
の
対
象
と
し
て
い
る
か

・
社
会
通
念
上
、
火
災
と
間
違
わ
れ
る
程
度
の
火
炎
が
発
生
す
る
も
の

・
事
業
者
が
実
施
す
る
た
き
火

・
学
校
行
事
や
事
業
所
等
の
組
織
的
に
行
わ
れ
る
た
き
火

・
地
域
の
お
祭
り
、
公
共
の
場
で
行
わ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
、
法
人
に
よ
る
雑
草
焼
却
等

・
山
林
・
原
野
で
の
火
入
れ
、
田
畑
で
の
土
手
草
焼
き
等

・
農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む
得
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却
以
外
の
も
の
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屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
対
策
等
に
つ
い
て
③

あ
っ
た

49
5

87
%

な
か
っ
た

71 13
%

４
．
２
．
で
「
①
全
て
の
た
き
火
を
対
象
と
し
て
い
る
」
又
は
「
②
一
定
規
模
以
上
の
た
き
火
を
対
象
と
し
て
い
る
」

を
回
答
し
た
場
合
、
過
去
５
年
間
に
実
際
に
た
き
火
の
届
出
が
あ
っ
た
か
（
回
答
数
：

56
6）

５
．
２
．
で
「
①
全
て
の
た
き
火
を
対
象
と
し
て
い
る
」
又
は
「
②
一
定
規
模
以
上
の
た
き
火
を
対
象
と
し
て
い
る
」

を
回
答
し
た
場
合
、
令
和
６
年
の
た
き
火
の
届
出
の
件
数
（
回
答
数
：

49
5）

※
令
和
６
年
度
の
数
値
と
し
て
回
答
が
あ
っ
た
も
の
を
含
む

27
46

14
6

14
8

32
28

7
11

20
25

4
1

05010
0

15
0

20
0

不
明

～
9

10
～
99

10
0～
49
9

50
0～
99
9

1,
00
0～

①
全
て
の
た
き
火
を
対
象
と
し
て
い
る

②
一
定
規
模
以
上
の
た
き
火
を
対
象
と
し
て
い
る

34
57

16
6

17
3

36
29

件
数

消
防
本
部
数
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屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
対
策
等
に
つ
い
て
④

６
．
た
き
火
の
届
出
を
受
け
て
講
じ
た
具
体
的
な
対
策

【
１
】
た
き
火
の
届
出
者
に
対
す
る
指
導
（
消
火
準
備
等
）

・
初
期
消
火
（
消
火
器
や
水
バ
ケ
ツ
等
）
の
準
備
を
指
導

・
そ
の
場
を
離
れ
な
い
、
監
視
を
徹
底
す
る
こ
と
を
指
導

・
開
始
時
と
終
了
時
に
消
防
本
部
に
連
絡
す
る
よ
う
指
導

【
２
】
た
き
火
の
届
出
者
に
対
す
る
指
導
（
実
施
時
期
の
変
更
等
）

・
強
風
・
乾
燥
注
意
報
の
発
令
時
等
、
気
象
状
況
に
応
じ
て
中
止
・
延
期
を
指
導

・
一
度
に
焼
却
す
る
量
の
制
限
を
指
導

・
庭
木
剪
定
処
理
は
焼
却
で
は
な
く
可
燃
ゴ
ミ
と
し
て
収
集
日
に
出
す
よ
う
指
導

・
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
の
間
に
行
う
よ
う
指
導

【
３
】
消
防
本
部
等
に
よ
る
警
戒
体
制
の
強
化

・
事
前
に
現
地
踏
査
を
実
施
し
、
周
囲
状
況
や
離
隔
距
離
が
安
全
か
を
確
認

・
通
信
指
令
室
と
情
報
共
有
を
行
い
、
地
図
情
報
に
入
力

・
消
防
団
に
情
報
共
有
し
、
規
模
が
大
き
い
た
き
火
の
場
合
は
団
員
に
よ
る
警
戒
を
実
施

・
消
防
車
に
よ
る
巡
回
を
実
施
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屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
対
策
等
に
つ
い
て
⑤

７
．
令
和
６
年
の
林
野
火
災
防
御
訓
練
の
実
施
状
況
（
回
答
数
：

73
4）

８
．
林
野
火
災
に
拡
大
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
対
策
と
し
て
効
果
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
取
組

・
管
内
の
屋
外
で
の
燃
焼
行
為
を
起
因
と
す
る
火
災
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
届
出
未
実
施
の
た
め
、
届
出
の
徹
底

・
火
災
予
防
条
例
（
例
）
第
45
条
に
基
づ
く
届
出
を
受
け
た
際
に
注
意
喚
起
す
る
の
が
最
も
効
果
的
と
考
え
る

・
警
察
と
連
携
し
て
巡
回
を
行
い
、
届
出
未
実
施
の
焼
却
行
為
に
対
し
て
指
導

・
消
防
法
第
３
条
第
１
項
第
１
号
に
基
づ
く
命
令
の
積
極
的
な
発
動

・
農
作
業
等
の
火
入
れ
は
自
治
会
単
位
で
行
う
よ
う
指
導
し
、
複
数
人
で
監
視

・
燃
焼
行
為
実
施
前
の
防
火
帯
の
作
成
を
徹
底

実
施
し
た

29
1

40
%

実
施
し
な
か
っ
た

44
3

60
%

（
実
施
し
た
訓
練
の
具
体
的
な
内
容
）

・
ホ
ー
ス
延
長
訓
練
、
長
距
離
送
水
訓
練
、
放
水
訓
練
、
空
中
消
火
資
機
材
取
扱
訓
練
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火
入
れ

（森
林
法
第
2
1
条
の
許
可
対
象
と
な
る
も
の
）

（
※
１
）
火
災
警
報
等
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
多
く
の
消
防
本
部
が
、
た
き
火
を
当
該
規
定
に
基
づ
く
届
出
の
対
象
と
し
て
い
る
。

（
※
２
）
（
参
考
）
「
野
焼
き
」
は
法
令
用
語
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
国
語
辞
典
で
は
「
①
草
の
芽
が
よ
く
出
る
よ
う
に
、
早
春
、
野
の
枯
れ
草
を
焼
く
こ
と
。

②
廃
棄
物
を
野
外
で
焼
却
す
る
こ
と
。
廃
棄
物
処
理
法
に
よ
り
原
則
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
」
（
大
辞
林
第
四
版
）
な
ど
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

一
部
（
家
庭
用
焼
却
炉
を

用
い
て
行
う
も
の
等
）
が

た
き
火
の
範
囲
外

【
解
釈
】
森
林
法
第
21
条
の
火
入
れ
と
は
、
土
地
の
利

用
上
の
目
的
を
も
っ
て
、
そ
の
土
地
の
上
に
あ
る
立
木

竹
、
雑
草
、
堆
積
物
等
を
面
的
に
焼
却
す
る
行
為
（
昭

和
59
年
農
林
水
産
事
務
次
官
通
知
）

【
解
釈
】
火
の
持
つ
本
来
の
効
用
を
利
用
す
る
が
、
火
を
使
用
す
る
設
備
器
具
を
用
い
な
い
で
、
又
は
こ
れ
ら
の
設
備

器
具
に
よ
る
場
合
で
も
そ
の
本
来
の
使
用
方
法
に
よ
ら
な
い
で
、
火
を
た
く
形
態
一
般
（
逐
条
解
説
消
防
法
第
五
版
）

た
き
火

（消
防
法
第
３
条
等
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
）

【廃
棄
物
の
焼
却
に
適
用
さ
れ
る
廃
掃
法
令
上
の
規
制
】

○
廃
棄
物
の
焼
却
の
禁
止
（廃
掃
法
第
1
6
条
の
２
）

（例
外
）

・農
林
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の

・日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常
行
わ
れ
る
軽
微
な
も
の
等

【た
き
火
に
適
用
さ
れ
る
消
防
法
令
上
の
規
制
】

○
可
燃
物
の
近
く
に
お
け
る
た
き
火
の
禁
止
（火
災
予
防
条
例
例
第
2
5
条
第
１
項
）

○
た
き
火
を
す
る
場
合
に
お
け
る
消
火
準
備
等
の
火
災
予
防
上
必
要
な
措
置
の
義
務
づ
け
（火
災
予
防
条
例
例
第
2
5
条
第
２
項
）

○
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙
等
を

発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
等
を
す
る
場
合
に
お
け
る
消
防
本
部
へ
の
届
出
（火
災
予
防
条
例
例
第
4
5
条
）（
※
１
）

○
火
の
使
用
の
制
限
（消
防
法
第
2
2
条
、
火
災
予
防
条
例
例
第
2
9
条
）（
※
火
災
警
報
発
令
時
の
み
）

廃
棄
物
の
焼
却

（廃
掃
法
第
1
6
条
の
２
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
）

【
廃
棄
物
の
定
義
】
ご
み
、
粗
大
ご
み
、
燃
え
殻
、
汚

泥
、
ふ
ん
尿
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
動
物
の

死
体
そ
の
他
の
汚
物
又
は
不
要
物
で
あ
つ
て
、
固
形
状

又
は
液
状
の
も
の
（
廃
掃
法
第
２
条
第
１
項
）

【火
入
れ
に
適
用
さ
れ
る
森
林
法
令
上
の
規
制
】

○
森
林
又
は
そ
の
周
囲
１
k
m
の
範
囲
内
に
お
け
る
火
入
れ
に

対
す
る
市
町
村
長
に
よ
る
許
可
制
度
（森
林
法
第
2
1
条
）

（市
町
村
長
が
許
可
で
き
る
も
の
）

・造
林
の
た
め
の
地
ご
し
ら
え
・開
墾
準
備

・害
虫
駆
除

・焼
畑

・採
草
地
の
改
良

基
本
的
に
た
き
火
に
包
含
さ
れ
る

○
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
（
た
き
火
・
火
入
れ
・廃
棄
物
の
焼
却
）
に
対
す
る
関
係
法
令
上
の
規
制
の
適
用
関
係
は
、
以
下
の
と
お
り
。

（参
考
）屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
に
対
す
る
規
制
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料12

消防本部における火災警報等及びたき火の届出に

関する取組の例について

総務省消防庁
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○
管
轄
人
口
：
2
7
0
,7
4
4
人

○
管
轄
面
積
：
7
6
7
.7
2
㎢

○
消
防
職
員
：
3
0
8
人

福
島
市
消
防
本
部
（
福
島
県
）

消
防
本
部
の
概
要

○
火
災
気
象
通
報
（【
乾
燥
】、
【強
風
】
い
ず
れ
か
）を
受
け
た
場
合
に
発
令
す
る
。

乾
燥
注
意
報
：
①
最
小
湿
度
4
0
%
,実
効
湿
度
6
0
%
で
風
速
8
m
/s
以
上

②
最
小
湿
度
3
0
%
,実
効
湿
度
6
0
%

強
風
注
意
報
：
平
均
風
速
1
2
m
/
s

発
令
実
績
（
直
近
５
年
間
）

令
和
２
年

3
8
回
（9
0
日
間
）

令
和
３
年

7
1
回
（1
3
7
日
間
）

令
和
４
年

5
4
回
（9
6
日
間
）

令
和
５
年

6
5
回
（
1
1
4
日
間
）

令
和
６
年

8
3
回
（
1
1
3
日
間
）

○
積
極
的
に
巡
回
は
実
施
し
て
い
な
い
が
、
住
民
か
ら
通
報
が
あ
れ
ば
現
地
に
出
向
し
、
火
の
使
用

を
中
止
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

○
消
防
団
、
市
内
の
各
支
所
、
主
要
事
業
所
な
ど
に
対
し
て
メ
ー
ル
送
信
す
る
ほ
か
、
消
防
署
所
に
吹

き
流
し
及
び
掲
示
板
を
設
置
し
、
夜
間
は
赤
灯
を
点
灯
す
る
。

○
消
防
団
か
ら
周
辺
住
民
に
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
知
し
て
い
る
。

火
災
警
報
発
令
時
の
周
知
方
法

発
令
基
準

火
の
使
用
制
限
の
確
認
方
法

○
以
前
か
ら
火
災
警
報
の
発
令
実
績
が
あ
り
、
住
民
に
対
し
て
注
意
喚
起
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

特
に
林
野
を
含
む
地
域
に
お
い
て
、
発
令
時
に
火
の
使
用
は
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

○
令
和
3
年
に
発
令
基
準
を
見
直
し
、
火
災
気
象
通
報
を
受
け
た
場
合
に
発
令
す
る
こ
と
と
し
、
以
前

よ
り
発
令
回
数
は
増
え
た
と
感
じ
る
が
、
発
令
時
の
火
の
使
用
制
限
に
対
す
る
苦
情
な
ど
は
な
い
。

住
民
へ
の
影
響

※
数
値
は
令
和
６
年
３
月
全
国
消
防
便
覧
よ
り

消
防
本
部
に
お
け
る
取
組
の
例
（火
災
警
報
関
係
①
）

警
報
発
令
時
に

設
置
す
る
掲
示
板

警
報
発
令
時
に

設
置
す
る
吹
き
流
し
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○
管
轄
人
口
：
8
5
,8
5
1
人

○
管
轄
面
積
：
2
,5
3
4
.2
5
㎢

○
消
防
職
員
：
1
6
1
人

高
山
市
消
防
本
部
（
岐
阜
県
）

消
防
本
部
の
概
要

○
火
災
気
象
通
報
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
気
象
の
条
件
が
①
又
は
②
に
該
当
す
る
場
合
に
発
令
す
る
。

①
「
乾
燥
注
意
報
」
及
び
「
強
風
注
意
報
」の
双
方
が
発
表
さ
れ
た
と
き

②
前
日
の
実
効
湿
度
が
６
０
％
以
下
で
、
「
乾
燥
注
意
報
」又
は
「強
風
注
意
報
」
が
発
表
さ
れ
た
と
き

乾
燥
注
意
報
：
最
小
湿
度
2
5
%
で
、
実
効
湿
度
6
0
%

強
風
注
意
報
：
平
均
風
速
1
2
m
/s

発
令
実
績
（
直
近
５
年
間
）

令
和
２
年

５
回
（
５
日
間
）

令
和
３
年

４
回
（
７
日
間
）

令
和
４
年

１
回
（
１
日
間
）

令
和
５
年

４
回
（1
1
日
間
）

令
和
６
年

２
回
（
３
日
間
）

○
巡
回
警
戒
の
実
施
。

○
防
災
行
政
無
線
、
消
防
車
両
に
よ
る
巡
回
広
報
、
メ
ー
ル
配
信
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
防
災
ラ
ジ
オ
、

報
道
機
関
へ
の
F
A
X
を
通
じ
た
周
知
広
報
を
実
施
。

火
災
警
報
発
令
時
の
周
知
方
法

発
令
基
準

火
の
使
用
制
限
の
確
認
方
法

○
メ
ー
ル
配
信
、
防
災
ラ
ジ
オ
な
ど
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
は
多
く
、
長
年
周
知
広
報
を
実
施
し

た
結
果
、
現
在
は
火
災
警
報
が
住
民
に
浸
透
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
苦
情
等
は
な
い
。

住
民
へ
の
影
響

※
数
値
は
令
和
６
年
３
月
全
国
消
防
便
覧
よ
り

市
民
向
け
メ
ー
ル

消
防
本
部
に
お
け
る
取
組
の
例
（火
災
警
報
関
係
②
）
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○
消
防
長
は
、
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態
と
な
り
、
火
災
予
防
上
危
険
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
※
に
、
火
災
注
意
報
を

発
令
す
る
。

①
実
効
湿
度
が
6
0
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
て
湿
度
が
5
0
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
る
見
込
み
の
と
き

②
湿
度
が
6
0
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
り
、
（最
大
）風
速
が
５
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
見
込
み
の
と
き

③
平
均
風
速
７
メ
ー
ト
ル
以
上
の
風
が
１
時
間
以
上
連
続
し
て
吹
く
見
込
み
の
と
き
（降
雨
又
は
降
雪
中
は
発
令
し
な
い
）

○
発
令
後
に
、
各
市
町
村
等
に
対
し
て
一
斉
メ
ー
ル
等
で
周
知
す
る
。

○
構
成
市
町
村
：
八
戸
市
ほ
か
７
町
村

○
管
轄
人
口
：
3
1
5
,9
4
4
人

○
管
轄
面
積
：
1
,3
4
6
.8
5
㎢

○
消
防
職
員
：
4
2
9
人

八
戸
地
域
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
消
防
本
部
（
青
森
県
）

消
防
本
部
の
概
要

※
数
値
は
令
和
６
年
３
月
全
国
消
防
便
覧
よ
り

発
令
実
績
（
直
近
５
年
間
）

令
和
２
年

１
回
（1
2
日
間
）

令
和
３
年

６
回
（3
2
日
間
）

令
和
４
年

４
回
（2
4
日
間
）

令
和
５
年

５
回
（1
9
日
間
）

令
和
６
年

６
回
（3
1
日
間
）

○
発
令
時
は
、
屋
外
に
お
け
る
火
気
の
使
用
に
つ
い
て
関
係
者
に
対
し
て
警
告
・
注
意
し
、
又
は

火
災
予
防
上
必
要
な
手
段
を
講
じ
さ
せ
る
等
出
火
防
止
に
努
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

○
防
災
行
政
無
線
、
消
防
車
両
に
よ
る
巡
回
、
市
町
村
の
通
知
ア
プ
リ
、
L
IN
E
、
S
N
S
（
X
）を
通

じ
た
周
知
広
報
を
実
施
。

火
災
注
意
報
発
令
時
の
周
知
方
法

発
令
基
準
及
び
発
令
ま
で
の
事
務
フ
ロ
ー 発
令
に
よ
る
効
果

火
災
注
意
報
発
令
中
に
お
け
る

消
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
バ
ナ
ー
の
例

○
消
防
車
両
に
よ
る
巡
回
の
際
、
た
き
火
や
火
入
れ
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
す
る
警
告
・注
意
や
、

消
火
準
備
の
依
頼
を
行
う
。
ま
た
、
た
き
火
の
届
出
等
の
際
に
、
仮
に
火
災
注
意
報
が
発
令
さ
れ

た
ら
た
き
火
を
控
え
る
よ
う
に
伝
え
る
。

具
体
的
な
取
組

消
防
本
部
に
お
け
る
取
組
の
例
（火
災
注
意
報
関
係
①
）

乾
燥
注
意
報
：実
効
湿
度
6
7
%
、
こ
の
ほ
か
県
内
気
象
官
署
の
風
速
、
最
小
湿
度
な
ど
考
慮

強
風
注
意
報
：平
均
風
速
1
3
m
/s

※
火
災
気
象
通
報
（乾
燥
注
意
報
又
は
強
風
注
意
報
を

※
発
す
る
と
き
に
行
わ
れ
る
）も
考
慮
し
て
判
断
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○
消
防
局
長
は
、
①
又
は
②
に
該
当
し
、
か
つ
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
火
災
注
意
報
を
発
令
す
る
。

①
彦
根
地
方
気
象
台
長
が
火
災
気
象
通
報
※
を
発
し
た
と
き
。

②
火
災
が
多
発
し
て
い
る
と
き
。

○
発
令
後
に
、
４
市
の
消
防
署
に
対
し
て
周
知
す
る
。

○
構
成
市
町
村
：
草
津
市
ほ
か
３
市

○
管
轄
人
口
：
3
4
5
,2
4
4
人

○
管
轄
面
積
：
2
5
6
.3
9
㎢

○
消
防
職
員
：
3
6
1
人

湖
南
広
域
消
防
局
（
滋
賀
県
）

消
防
本
部
の
概
要

※
数
値
は
令
和
６
年
３
月
全
国
消
防
便
覧
よ
り

発
令
実
績
（
直
近
５
年
間
）

令
和
２
年

2
4
回
（
2
4
日
間
）

令
和
３
年

6
9
回
（
6
9
日
間
）

令
和
４
年

7
5
回
（
7
5
日
間
）

令
和
５
年

8
0
回
（
8
0
日
間
）

令
和
６
年

5
9
回
（
5
9
日
間
）

○
発
令
時
は
、
火
気
の
使
用
に
つ
い
て
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

○
消
防
署
に
よ
る
巡
回
を
通
じ
た
周
知
広
報
を
実
施
。

火
災
注
意
報
発
令
時
の
周
知
方
法

発
令
基
準
及
び
発
令
ま
で
の
事
務
フ
ロ
ー 発
令
に
よ
る
効
果

○
消
防
署
に
よ
る
巡
回
は
、
林
野
火
災
等
が
起
き
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
場
所
を
中
心
に
実
施
し
、

乾
燥
や
強
風
に
よ
り
火
災
が
起
き
や
す
い
旨
、
火
の
取
扱
い
に
注
意
し
て
ほ
し
い
旨
の
注
意
喚

起
を
行
う
。

○
焼
却
行
為
を
行
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
焼
却
行
為
の
中
止
や
消
火
準
備
の
実
施
を
指
導

す
る
。

具
体
的
な
取
組

※
乾
燥
注
意
報
（
最
小
湿
度
4
0
％
で
実
効
湿
度
6
5
％
）又
は
強
風
注
意
報

（
平
均
風
速
1
2
m
/
s
）を
発
す
る
と
き
に
、
火
災
気
象
通
報
が
行
わ
れ
る
。

消
防
本
部
に
お
け
る
取
組
の
例
（火
災
注
意
報
関
係
②
）
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○
構
成
市
町
村
：
飯
田
市
ほ
か
１
３
町
村

○
管
轄
人
口
：
１
５
４
,７
７
４
人

○
管
轄
面
積
：
１
，
９
２
８
.9
1
㎢

○
消
防
職
員
：
２
１
６
人

飯
田
広
域
消
防
本
部
（
長
野
県
）

消
防
本
部
の
概
要

※
数
値
は
令
和
６
年
３
月
全
国
消
防
便
覧
よ
り

○
平
成
２
３
年
に
た
き
火
が
原
因
の
火
災
が
多
発
し
た
関
係
で
、
林
野
火
災
予
防
対
策
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

○
全
て
の
た
き
火
を
届
出
の
対
象
と
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
果
樹
の
剪
定
枝
の
焼
却
や
枯
れ
草
焼
き
と
な
っ
て
い
る
。

○
３
月
が
特
に
多
く
、
年
間
１
０
,0
0
0
件
以
上
の
届
出
を
受
け
て
い
る
。

○
管
内
の
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
を
起
因
と
す
る
火
災
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
届
出
の
効
果
は
出
て
い
る
。

取
組
の
概
要

届
出
件
数
（
令
和
6
年
）

１
月

１
，
１
０
８
件

２
月

１
，
２
７
１
件

３
月

１
，
８
１
４
件

４
月

１
，
３
１
０
件

５
月

７
３
９
件

６
月

５
０
０
件

７
月

４
６
０
件

８
月

４
１
７
件

９
月

５
２
１
件

１
０
月

６
４
４
件

１
１
月

８
４
４
件

１
２
月

１
，
０
８
０
件

合
計

１
０
，
７
０
８
件

○
広
報
誌
や
防
災
行
政
無
線
、
C
A
T
V
、
ラ
ジ
オ
、
Y
o
u
T
u
b
e
を
通
じ
た
周
知
広
報
を
実
施
。

届
出
制
度
の
周
知
方
法

○
届
出
の
受
付
は
書
類
、
電
話
、
F
A
X
等
で
行
っ
て
い
る
が
、
電
話
受
付
が
主
。

○
氏
名
、
電
話
番
号
、
焼
却
場
所
、
焼
却
日
時
、
焼
却
物
等
を
聞
き
取
り
、
口
頭
で
注
意
喚
起
を
行
う
と

○
と
も
に
、
指
令
セ
ン
タ
ー
に
も
共
有
さ
れ
る
全
署
共
通
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力
し
て
管
理
し
て
い
る
。

基
本
的
な
事
務
フ
ロ
ー

○
消
火
準
備
を
行
う
こ
と
、
そ
の
場
を
離
れ
な
い
こ
と
、
風
が
強
く
な
っ
た
場
合
に
は
中
止
す
る
こ
と
、
実

施
後
は
確
実
に
消
火
す
る
こ
と
等
。

注
意
喚
起
の
内
容

○
た
き
火
の
届
出
が
多
い
地
域
を
管
轄
す
る
消
防
署
で
は
、
朝
５
時
頃
か
ら
電
話
で
の
届
出
が
入
り
だ
し
、

午
前
９
時
頃
ま
で
は
電
話
対
応
に
追
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
な
ど
、
職
員
の
負
担
感
は
あ
る
。

職
員
の
事
務
負
担

消
防
本
部
に
お
け
る
取
組
の
例
（た
き
火
の
届
出
関
係
①
）
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○
構
成
市
町
村
：
山
梨
市
、
甲
州
市

○
管
轄
人
口
：
6
3
,4
3
6
人

○
管
轄
面
積
：
5
5
3
.9
1
㎢

○
消
防
職
員
：
1
2
1
人

東
山
梨
行
政
事
務
組
合
東
山
梨
消
防
本
部
（
山
梨
県
）

消
防
本
部
の
概
要

※
数
値
は
令
和
６
年
３
月
全
国
消
防
便
覧
よ
り

○
過
去
に
管
内
で
大
規
模
な
林
野
火
災
が
あ
っ
た
関
係
で
、
林
野
火
災
予
防
対
策
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

○
た
き
火
の
届
出
は
煙
が
上
が
る
よ
う
な
行
為
を
全
て
対
象
と
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が
果
樹
の
剪
定
枝
の
焼
却
と
な
っ
て
い
る
。

○
桃
の
収
穫
が
終
わ
る
９
月
以
降
が
特
に
多
く
、
年
間
2
,0
0
0
件
以
上
の
届
出
を
受
け
て
い
る
。

○
管
内
の
屋
外
に
お
け
る
燃
焼
行
為
を
起
因
と
す
る
火
災
は
ほ
と
ん
ど
が
無
届
の
も
の
な
の
で
、
届
出
の
効
果
は
出
て
い
る
。

取
組
の
概
要

届
出
件
数
（
令
和
6
年
）

１
月

4
0
6
件

２
月

3
4
6
件

３
月

3
1
7
件

４
月

１
０
３
件

５
月

６
１
件

６
月

３
５
件

７
月

２
０
件

８
月

３
８
件

９
月

１
２
１
件

１
０
月

１
８
３
件

１
１
月

２
４
４
件

１
２
月

３
６
０
件

合
計

２
，
２
３
４
件

○
広
報
誌
や
農
業
協
同
組
合
（
J
A
）を
通
じ
た
周
知
広
報
を
実
施
。

届
出
制
度
の
周
知
方
法

○
届
出
の
受
付
は
各
消
防
署
に
お
け
る
電
話
受
付
が
主
。

○
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
、
焼
却
場
所
、
焼
却
日
時
、
焼
却
物
、
焼
却
量
等
を
聞
き
取
っ
て
い
る
。

○
口
頭
で
注
意
喚
起
を
行
う
と
と
も
に
、
指
令
室
に
も
情
報
共
有
を
行
っ
て
い
る
。

基
本
的
な
事
務
フ
ロ
ー

○
消
火
準
備
を
行
う
こ
と
、
そ
の
場
を
離
れ
な
い
こ
と
、
近
く
に
燃
え
移
る
も
の
を
置
か
な
い
こ
と
、
風
が

強
く
な
っ
た
場
合
に
は
中
止
す
る
こ
と
等
。

注
意
喚
起
の
内
容

○
あ
る
程
度
の
負
担
感
は
あ
る
が
、
例
年
決
ま
っ
た
方
が
届
出
を
し
て
く
る
こ
と
が
多
く
、
デ
ー
タ
で
過

去
の
届
出
情
報
も
参
照
で
き
る
た
め
、
大
き
な
負
担
で
は
な
い
。

職
員
の
事
務
負
担

消
防
本
部
に
お
け
る
取
組
の
例
（た
き
火
の
届
出
関
係
②
）

98



大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料13

過去の大規模林野火災における気象状況等について

総務省消防庁
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○
過
去

2
0
年
間
で

1
0

0
h

a
以
上
の
焼
損
面
積
と
な
っ
た
大
規
模
林
野
火
災
（２
７
事
例
）
と
今
年
発
生
し
た
長
野
県
上
田
市
・
宮
崎
県
宮
崎
市
の

○
林
野
火
災
（
2
事
例
）に
つ
い
て
、
そ
の
当
時
の
気
象
状
況
を
調
査
し
た
も
の
（
対
象
と
な
る
林
野
火
災
は
消
防
本
部
か
ら
の
報
告
を
元
に
抽
出
）
。

概
要

市
町
村

焼
損
面
積

（
h

a
）

出
火
日

1
広
島
県
福
山
市

1
0

0
H

1
8

.1
.1

1

2
熊
本
県
山
都
町

1
7

3
H

1
8

.1
.2

9

3
岩
手
県
釜
石
市

1
6

0
H

2
0

.4
.4

4
愛
媛
県
今
治
市

1
0

7
H

2
0

.8
.2

4

5
宮
城
県
角
田
市

1
0

2
H

2
1
.4

.1
0

6
兵
庫
県
高
砂
市

1
3

3
H

2
3

.1
.2

4

7
香
川
県
直
島
町

2
2

6
H

2
3

.8
.9

8
東
京
都
三
宅
村

1
5

6
H

2
4

.1
1
.1

6

9
長
野
県
諏
訪
市

2
2

0
H

2
5

.4
.2

8

1
0

群
馬
県
桐
生
市

2
6

3
H

2
6

.4
.1

5

1
1

山
口
県
美
祢
市

1
5

1
H

2
7

.2
.1

3

1
2

岩
手
県
釜
石
市

4
1
3

H
2

9
.5

.8

1
3

熊
本
県
山
都
町

1
8

0
H

3
0

.2
.2

0

1
4

北
海
道
雄
武
町

2
1
5

R
1
.5

.2
2

1
5

栃
木
県
足
利
市

1
6

7
R

3
.2

.2
1

調
査
対
象

市
町
村

焼
損
面
積

（
h

a
）

出
火
日

1
6

福
岡
県
北
九
州
市
・
苅
田
町

1
2

8
R

4
.2

.2
6

1
7

福
島
県
郡
山
市

1
1
3

R
5

.3
.8

1
8

長
野
県
茅
野
市
・
諏
訪
市

1
6

6
R

5
.5

.4

1
9

広
島
県
江
田
島
市

2
4

2
R

6
.1

.1
3

2
0

岩
手
県
宮
古
市

1
8

0
R

6
.4

.2
0

2
1

山
形
県
南
陽
市

1
3

7
R

6
.5

.4

2
2

岩
手
県
大
船
渡
市

3
2

4
R

7
.2

.1
9

2
3

山
梨
県
大
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参
考
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乾
燥
・
強
風
注
意
報
の
発
表
状
況

＜
凡
例
＞

○
発
表
さ
れ
て
い
た

×
発
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

－
鎮
圧
後

○
過
去
の
大
規
模
林
野
火
災
発
生
時
の
乾
燥
・
強
風
注
意
報
の
発
表
状
況
は
以
下
の
と
お
り
。
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（
参
考
）

※
「
出
火
時
刻
」
欄
は
出
火
時
刻
が
不
明
な
場
合
に
は
（
）
書
き
で
覚
知
時
刻
を
記
載
し
て
い
る
。

※
「
鎮
圧
時
刻
」
欄
は
鎮
圧
時
刻
が
不
明
な
場
合
に
は
（
）
書
き
で
推
定
鎮
圧
時
刻
を
記
載
し
て
い
る
。

※
当
該
日
の
中
で
一
定
の
時
間
帯
の
み
発
表
さ
れ
て
い
た
場
合
も
含
め
て
○
と
し
て
い
る
。

※
強
風
注
意
報
の
「
４
日
目
以
降
」
欄
は
４
日
目
か
ら
鎮
圧
日
ま
で
の
間
に
１
日
で
も
発
表
さ
れ
て
い
れ
ば
○
と
し
て
い
る
。

乾
燥
注
意
報
が
発
表
さ
れ
て
い
た
も
の
：
2
2
事
例
／
2
9
事
例

強
風
注
意
報
が
発
表
さ
れ
て
い
た
も
の
：
1
4
事
例
／
2
9
事
例
（焼
損
面
積

4
0

0
h

a
以
上
の
も
の
で
は
３
事
例
／
４
事
例
）

※
強
風
注
意
報
は
期
間
中
に
１
日
で
も
発
表
さ
れ
て
い
れ
ば
「
発
表
さ
れ
て
い
た
も
の
」
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

　
　
　
乾
燥
・強
風
注
意
報
の
発
表
状
況
②
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況

○
過
去
の
大
規
模
林
野
火
災
発
生
前

3
日
間
・
1
0
日
間
・3
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今
治
市

・
西
条
市

4
8

2
R

7
.3

.2
3

0
.0

2
1
.0

6
1
.5

7
0

%
8

8
.0

6
1
％

9
7

.5
5

1
%

2
7

岡
山
県
岡
山
市

・
玉
野
市

4
8

6
R

7
.3

.2
3

0
.0

1
9

.5
5

8
.0

8
3

%
8

4
.5

7
8
％

9
6

.5
6

8
%

（
参
考
）

市
町
村

焼
損
面
積

（
h

a
）

出
火
日

前
3
日
間

（
m

m
）

前
1
0
日
間

（
m

m
）

前
3

0
日
間

（
m

m
）

前
3

0
日
間

平
年
比

前
6

0
日
間

（
m

m
）

前
6

0
日
間

平
年
比

前
9

0
日
間

（
m

m
）

前
9

0
日
間

平
年
比

2
8

長
野
県
上
田
市

6
0

R
7

.2
.2

8
0

.0
0

.0
9

.5
1
7
％

1
9

.5
1
9
％

2
7

.0
1
9
％

2
9

宮
崎
県
宮
崎
市

5
0

R
7

.3
.2

5
0

.0
4

3
.0

1
0

1
.0

7
0
％

2
0

2
.5

8
7
％

2
1
4

.5
7

2
％

※
事
例

2
5
熊
本
県
南
阿
蘇
村
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
ダ
ス
南
阿
蘇
の
観
測
期
間
が
短
く
平
年
値
が
算
出
さ
れ
な
い
た
め
、
近
隣
の
ア
メ
ダ
ス
高
森
の
平
年
値
を
使
用
し
て
計
算
。

　
　
　
降
水
量
の
状
況
②
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0

5
0

0

1
0

0
0

1
5

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
0

0
0

3
5

0
0

4
0

0
0

0
2

4
6

8
1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

林野焼損面積（ha）

前
3
日
間
合
計
降
水
量
（m

m
）

前
3
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係

○
過
去
の
大
規
模
林
野
火
災
発
生
前

3
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係
は
以
下
の
と
お
り
。

全
2

9
事
例

　
　
　
前
3
日
間
の
合
計
降
水
量
の
状
況
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0

5
0

0

1
0

0
0

1
5

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
0

0
0

3
5

0
0

4
0

0
0

0
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

林野焼損面積（ha）

前
1
0
日
間
合
計
降
水
量
（m

m
）

前
1
0
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係

○
過
去
の
大
規
模
林
野
火
災
発
生
前

1
0
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係
は
以
下
の
と
お
り
。

全
2

9
事
例

1
1
0

2
0

　
　
　
前
1
0
日
間
の
合
計
降
水
量
の
状
況

106



0

5
0

0

1
0

0
0

1
5

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
0

0
0

3
5

0
0

4
0

0
0

0
5

0
1
0

0
1
5

0
2

0
0

2
5

0
3

0
0

林野焼損面積（ha）

前
3

0
日
間
合
計
降
水
量
（m

m
）

前
3
0
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係

○
過
去
の
大
規
模
林
野
火
災
発
生
前

3
0
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係
は
以
下
の
と
お
り
。

全
2

9
事
例

　
　
　
前
3
0
日
間
の
合
計
降
水
量
の
状
況
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0

5
0

0

1
0

0
0

1
5

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
0

0
0

3
5

0
0

4
0

0
0

0
1
0

0
2

0
0

3
0

0
4

0
0

5
0

0
6

0
0

7
0

0

林野焼損面積（ha）

前
6

0
日
間
合
計
降
水
量
（m

m
）

前
6
0
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係

1
0

0

○
過
去
の
大
規
模
林
野
火
災
発
生
前

6
0
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係
は
以
下
の
と
お
り
。

全
2

9
事
例

　
　
　
前
6
0
日
間
の
合
計
降
水
量
の
状
況
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0

5
0

0

1
0

0
0

1
5

0
0

2
0

0
0

2
5

0
0

3
0

0
0

3
5

0
0

4
0

0
0

0
1
0

0
2

0
0

3
0

0
4

0
0

5
0

0
6

0
0

7
0

0
8

0
0

林野焼損面積（ha）

前
９

0
日
間
合
計
降
水
量
（m

m
）

前
9
0
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係

○
過
去
の
大
規
模
林
野
火
災
発
生
前

9
0
日
間
の
合
計
降
水
量
と
林
野
焼
損
面
積
と
の
関
係
は
以
下
の
と
お
り
。

全
2

9
事
例

　
　
　
前
9
0
日
間
の
合
計
降
水
量
の
状
況
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過
去
の
大
規
模
林
野
火
災
に
お
け
る
気
象
状
況
①

市
町
村

焼
損

面
積

（
h

a
）

出
火
日

3
日

1
m

m
以
下

3
0
日

3
0

m
m

以
下

当
日

晴
れ

林
野
火
災

注
意
報

基
準
①

3
日

1
m

m
以
下

乾
燥

注
意
報

発
表

当
日

晴
れ

林
野
火
災

注
意
報

基
準
②

林
野
火
災

注
意
報

発
令

強
風

注
意
報

発
表

林
野
火
災

警
報

発
令

1
広
島
県
福
山
市

1
0

0
H

1
8

.1
.1

1
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
×

注
意
報

2
熊
本
県
山
都
町

1
7

3
H

1
8

.1
.2

9
○

×
○

×
○

○
○

○
○

×
×

注
意
報

3
岩
手
県
釜
石
市

1
6

0
H

2
0

.4
.4

○
×

○
×

○
○

○
○

○
×

×
注
意
報

4
愛
媛
県
今
治
市

1
0

7
H

2
0

.8
.2

4
○

○
○

○
○

×
○

×
○

×
×

注
意
報

5
宮
城
県
角
田
市

1
0

2
H

2
1
.4

.1
0

○
×

○
×

○
○

○
○

○
×

×
注
意
報

6
兵
庫
県
高
砂
市

1
3

3
H

2
3

.1
.2

4
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
×

注
意
報

7
香
川
県
直
島
町

2
2

6
H

2
3

.8
.9

○
×

○
×

○
×

○
×

×
×

×
な
し

8
東
京
都
三
宅
村

1
5

6
H

2
4

.1
1
.1

6
×

×
○

×
×

○
○

×
×

○
×

な
し

9
長
野
県
諏
訪
市

2
2

0
H

2
5

.4
.2

8
○

×
○

×
○

○
○

○
○

×
×

注
意
報

1
0

群
馬
県
桐
生
市

2
6

3
H

2
6

.4
.1

5
○

×
○

×
○

○
○

○
○

×
×

注
意
報

1
1

山
口
県
美
祢
市

1
5

1
H

2
7

.2
.1

3
×

×
○

×
×

○
○

×
×

○
×

な
し

1
2

岩
手
県
釜
石
市

4
1
3

H
2

9
.5

.8
○

×
○

×
○

○
○

○
○

○
○

警
報

1
3

熊
本
県
山
都
町

1
8

0
H

3
0

.2
.2

0
×

×
○

×
×

×
○

×
×

×
×

な
し

1
4

北
海
道
雄
武
町

2
1
5

R
1
.5

.2
2

○
○

○
○

○
×

○
×

○
×

×
注
意
報

1
5

栃
木
県
足
利
市

1
6

7
R

3
.2

.2
1

○
×

○
×

○
○

○
○

○
×

×
注
意
報

1
6

福
岡
県
北
九
州
市

・苅
田
町

1
2

8
R

4
.2

.2
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
警
報

※
「
当
日
晴
れ
」
は
観
測
さ
れ
た
降
水
量
が

0
m

m
の
場
合
に
○
と
し
て
い
る
。
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過
去
の
大
規
模
林
野
火
災
に
お
け
る
気
象
状
況
②

市
町
村

焼
損

面
積

（
h

a
）

出
火
日

3
日

1
m

m
以
下

3
0
日

3
0

m
m

以
下

当
日

晴
れ

林
野
火
災

注
意
報

基
準
①

3
日

1
m

m
以
下

乾
燥

注
意
報

発
表

当
日

晴
れ

林
野
火
災

注
意
報

基
準
②

林
野
火
災

注
意
報

発
令

強
風

注
意
報

発
表

林
野
火
災

警
報

発
令

1
7

福
島
県
郡
山
市

1
1
3

R
5

.3
.8

○
○

○
○

○
○

○
○

○
×

×
注
意
報

1
8

長
野
県
茅
野
市

・
諏
訪
市

1
6

6
R

5
.5

.4
○

×
○

×
○

○
○

○
○

×
×

注
意
報

1
9

広
島
県
江
田
島
市

2
4

2
R

6
.1

.1
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
警
報

2
0

岩
手
県
宮
古
市

1
8

0
R

6
.4

.2
0

×
×

○
×

×
×

○
×

×
○

×
な
し

2
1

山
形
県
南
陽
市

1
3

7
R

6
.5

.4
○

×
○

×
○

○
○

○
○

×
×

注
意
報

2
2

岩
手
県
大
船
渡
市

3
2

4
R

7
.2

.1
9

○
○

○
○

○
○

○
○

○
×

×
注
意
報

2
3

山
梨
県
大
月
市

1
5

0
R

7
.2

.2
6

○
○

○
○

○
○

○
○

○
×

×
注
意
報

2
4

岩
手
県
大
船
渡
市

3
,3

7
0

R
7

.2
.2

6
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

警
報

2
5

熊
本
県
南
阿
蘇
村

2
2

0
R

7
.3

.2
3

○
×

○
×

○
×

○
×

×
×

×
な
し

2
6

愛
媛
県
今
治
市

・
西
条
市

4
8

2
R

7
.3

.2
3

○
×

○
×

○
○

○
○

○
×

×
注
意
報

2
7

岡
山
県
岡
山
市

・
玉
野
市

4
8

6
R

7
.3

.2
3

○
×

○
×

○
×

○
×

×
×

×
な
し

2
8

長
野
県
上
田
市

6
0

R
7

.2
.2

8
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
×

注
意
報

2
9

宮
崎
県
宮
崎
市

5
0

R
7

.3
.2

5
○

×
○

×
○

○
○

○
○

×
×

注
意
報

4
0

0
h

a
以
上

 
林
野
火
災
警
報
２

 
林
野
火
災
注
意
報
１
 

な
し
１
 

（
事
例
数
４
）

3
0

0
h

a
以
上

4
0

0
h

a
未
満

 
林
野
火
災
警
報
０

 
林
野
火
災
注
意
報
１

な
し
０

 
（
事
例
数
１
）

2
0

0
h

a
以
上

3
0

0
h

a
未
満

 
林
野
火
災
警
報
１
 

林
野
火
災
注
意
報
３

 
な
し
２

 
（
事
例
数
６
）

2
0

0
h

a
未
満

 
林
野
火
災
警
報
１
 

林
野
火
災
注
意
報
1
3

 
な
し

4
 

（
事
例
数

1
８
）

合
計

 
 

林
野
火
災
警
報
4

 
林
野
火
災
注
意
報
1
8

 
な
し

7
 

（
事
例
数

2
9
）

（
参
考
）
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（仮
称
）林
野
火
災
警
報
等
の
発
令
基
準
に
該
当
す
る
日
数
の
イ
メ
ー
ジ
①

岩
手
県

大
船
渡
市

2
0

2
2
年
～

2
0

2
4
年
の
平
均
日
数

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

1
～

5
月
合
計

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
～

1
2
月
合
計

3
日

1
m

m
以
下

2
2

1
7

1
4

1
5

1
4

8
2

1
0

9
1
4

9
1
7

1
7

2
0

1
7

8

3
0
日

3
0

m
m
以
下

1
8

1
4

7
0

0
3

9
0

0
0

0
0

5
1

4
5

当
日
晴
れ

2
5

2
0

2
1

2
2

2
2

1
1
0

1
8

1
7

1
5

1
7

2
2

2
3

2
4

2
4

6

林
野
火
災
注
意
報

基
準
①

1
1

7
3

0
0

2
1

0
0

0
0

0
2

1
2

4

3
日

1
m

m
以
下

2
2

1
7

1
4

1
5

1
4

8
2

1
0

9
1
4

9
1
7

1
7

2
0

1
7

8

乾
燥
注
意
報
発
表

1
2

1
1

1
2

1
1

7
5

3
0

0
0

0
0

0
6

5
9

当
日
晴
れ

2
5

2
0

2
1

2
2

2
2

1
1
0

1
8

1
7

1
5

1
7

2
2

2
3

2
4

2
4

6

林
野
火
災
注
意
報

基
準
②

1
0

9
6

5
3

３
３

0
0

0
0

0
0

6
3

9

林
野
火
災
注
意
報

発
令

1
6

1
2

8
5

3
４
４

0
0

0
0

0
2

6
5

2

強
風
注
意
報
発
表

1
2

9
1
1

1
2

5
4

9
3

1
2

2
3

7
1
1

7
8

林
野
火
災
警
報

発
令

5
3

1
3

0
１
２

0
0

0
0

0
0

3
1
5

岡
山
県

岡
山
市

2
0

2
2
年
～

2
0

2
4
年
の
平
均
日
数

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

1
～

5
月
合
計

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
～

1
2
月
合
計

3
日

1
m

m
以
下

2
3

1
6

1
3

1
4

1
5

8
1

1
2

1
2

1
6

1
9

1
6

1
9

2
3

1
9

8

3
0
日

3
0

m
m
以
下

2
7

2
0

1
1

1
0

5
9

0
0

5
0

4
1
0

1
3

9
1

当
日
晴
れ

2
7

2
1

2
1

2
0

2
3

1
1
2

2
0

2
0

2
3

2
3

2
3

2
4

2
7

2
7

2

林
野
火
災
注
意
報

基
準
①

1
8

1
0

5
0

0
３
３

0
0

3
0

2
5

1
2

5
5

3
日

1
m

m
以
下

2
3

1
6

1
3

1
4

1
5

8
1

1
2

1
2

1
6

1
9

1
6

1
9

2
3

1
9

8

乾
燥
注
意
報
発
表

0
2

4
9

4
1
9

1
0

0
0

0
0

0
2

0

当
日
晴
れ

2
7

2
1

2
1

2
0

2
3

1
1
2

2
0

2
0

2
3

2
3

2
3

2
4

2
7

2
7

2

林
野
火
災
注
意
報

基
準
②

0
2

3
7

4
１
６

1
0

0
0

0
0

0
1
7

林
野
火
災
注
意
報

発
令

1
8

1
0

6
7

4
４
５

1
0

3
0

2
5

1
2

6
8

強
風
注
意
報
発
表

4
4

2
1

1
1
2

0
1

3
2

0
5

6
2

9

林
野
火
災
警
報

発
令

1
2

0
0

0
３

0
0

0
0

0
0

2
5

※
各
条
件
に
該
当
す
る
日
数
を
記
載
。

※
「
当
日
晴
れ
」
は
観
測
さ
れ
た
降
水
量
が

0
m

m
の
日
数
を
記
載
。
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（仮
称
）林
野
火
災
警
報
等
の
発
令
基
準
に
該
当
す
る
日
数
の
イ
メ
ー
ジ
②

愛
媛
県

今
治
市

2
0

2
2
年
～

2
0

2
4
年
の
平
均
日
数

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

1
～

5
月
合
計

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
～

1
2
月
合
計

3
日

1
m

m
以
下

1
9

1
5

1
1

1
2

1
5

7
2

1
1

1
3

1
8

1
7

1
7

1
8

1
9

1
8

5

3
0
日

3
0

m
m
以
下

2
0

3
1

0
0

2
4

0
0

1
0

0
5

2
3

2

当
日
晴
れ

2
5

2
1

2
0

2
0

2
2

1
0

8
1
8

2
0

2
2

2
3

2
3

2
1

2
3

2
5

8

林
野
火
災
注
意
報

基
準
①

1
1

2
1

0
0

１
４

0
0

4
2

5
3

7
3

5

3
日

1
m

m
以
下

1
9

1
5

1
1

1
2

1
5

7
2

1
1

1
3

1
8

1
7

1
7

1
8

1
9

1
8

5

乾
燥
注
意
報
発
表

1
2

1
1

1
0

8
5

4
6

1
0

0
0

1
2

8
5

8

当
日
晴
れ

2
5

2
1

2
0

2
0

2
2

1
0

8
1
8

2
0

2
2

2
3

2
3

2
1

2
3

2
5

8

林
野
火
災
注
意
報

基
準
②

1
0

8
5

6
4

３
３

1
0

0
0

1
1

6
4

2

林
野
火
災
注
意
報

発
令

1
2

8
5

6
4

３
５

1
0

4
2

5
4

1
0

6
1

強
風
注
意
報
発
表

6
6

2
2

2
1
8

0
0

3
3

2
6

7
3

9

林
野
火
災
警
報

発
令

2
3

1
0

0
６

0
0

0
0

0
0

2
8
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料14

顕著な少雨時における火の取扱いへの注意喚起について

気象庁
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顕
著
な
少
雨
が
観
測
さ
れ
た
場
合
は
、
臨
時
の
記
者
会
見
や
気
象
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に

よ
り
、
火
の
取
扱
い
へ
の
注
意
喚
起
を
新
た
に
実
施
す
る
。

顕
著
な
少
雨
時
に
お
け
る
火
の
取
扱
い
へ
の
注
意
喚
起
に
つ
い
て
（
案
）

＜
気
象
情
報
の
例
＞

令
和
Ｘ
年
×
月
×
日

○
○
管
区
気
象
台

発
表 ○
○
地
方
太
平
洋
側
を
中
心
に
、
こ

れ
ま
で
顕
著
な
少
雨
と
な
っ
て
お
り
、
向

こ
う
１
か
月
も
降
水
量
が
少
な
い
見
込
み
。

顕
著
な
少
雨
と
な
っ
た
地
域
で
は
、
過

去
大
規
模
な
林
野
火
災
が
多
く
発
生
し
て

い
る
た
め
、
火
の
取
扱
い
に
注
意
。

期
間
降
水
量
（
平
年
比
）
の
分
布

多 少

降
水
量
の
状
況

降
水
量
の
状
況
を
日
々
監
視
。

顕
著
な
少
雨
※
が
観
測
さ
れ

た
場
合
は
、
臨
時
の
記
者
会

見
を
開
催

※
顕
著
な
少
雨
の
目
安
は
、
平
年
と
比
較
し

た
降
水
量
の
状
況
を
用
い
る
こ
と
を
検
討
。

○
○
地
方
で
は
、
過
去
の
記
録
を
更

新
す
る
よ
う
な
顕
著
な
少
雨
と
な
っ

て
い
ま
す
。
顕
著
な
少
雨
と
な
っ
た

地
域
で
は
、
過
去
大
規
模
な
林
野
火

災
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
火
の

取
扱
い
に
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
臨
時
の
記
者
会
見
を
開
催
し
、
火
の
取
扱
い
に
注
意
喚
起

○
そ
の
他
、
気
象
情
報
、
気
象
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
S
N
S
な
ど

様
々
な
手
段
を
活
用
し
て
呼
び
か
け
を
実
施
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料15

令和７年２月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災に

係る避難指示の発令状況等

岩手県大船渡市
総務省消防庁

次ページ以降の内容は、総務省消防庁から岩手県大船渡市に対する
標記に関する調査及び聴き取りによるもの
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【避
難
指
示
の
発
令
状
況
等
】

・大
船
渡
市
地
域
防
災
計
画
の
「
災
害
の
発
生
を
覚
知
し
、
災
害
の
拡
大
が
予
想
さ
れ
、
避
難
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
」
に
従
っ
て
、
避
難
指
示
を
発
令
。

・「
レ
ベ
ル

4
避
難
指
示
」
の
発
令
時
刻
及
び
発
令
地
域
は
、
下
表
の
と
お
り
。
な
お
、
「
レ
ベ
ル

3
高
齢
者
等
避
難
」は
発
令
し
て
い
な
い
。

日
付

発
令
日
時

発
令
地
区

対
象
世
帯
数

（
）
は
該
当
時
刻
の
累
計

対
象
人
数

（
）
は
該
当
時
刻
の
累
計

避
難
指
示
発
令
の
ト
リ
ガ
ー
（判
断
要
素
等
）

2
/2

6
1
3

:5
0

三
陸
町
綾
里
：
打
越

注
注

消
防
デ
ジ
タ
ル
無
線
情
報
、
消
防
団
員
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

S
N

S
映
像

1
4

:0
0

三
陸
町
綾
里
：小
路
、
石
浜
、

岩
崎
、
港

2
2

0
5

6
1

消
防
団
員
か
ら
送
ら
れ
て
き
た

S
N

S
画
像

1
4

:2
0

三
陸
町
綾
里
：全
域

8
5

0
2

,0
6

0
上
記
の
状
況
か
ら
延
焼
拡
大
を
想
定

1
4

:3
2

赤
崎
町
：合
足

2
3
（8

7
3
）

5
4
（
2

,1
1
4
）

上
記
の
状
況
か
ら
延
焼
拡
大
を
想
定

2
/
2

7
1
6

:4
5

赤
崎
町
：大
立
、
永
浜
、
清
水
、

蛸
ノ
浦
、
外
口
、
長
崎

4
6

7
(1

,3
4

0
)

1
,1

9
2

(3
,3

0
6

)
・赤
崎
町
方
面
へ
延
焼
拡
大
し
て
い
る
旨
の
消
防
本
部
か
ら
の
情
報

（ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
）

・ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
（国
土
交
通
省
設
置
）で
延
焼
拡
大
を
確
認

2
/2

8
1
8

:1
3

赤
崎
町
：宿
、
後
ノ
入
、
大
洞
、

生
形
、
山
口
、
森
っ
こ

4
1
5

(1
,7

5
5

)
9

5
7

(4
,2

6
3

)
・赤
崎
町
方
面
へ
延
焼
拡
大
し
て
い
る
旨
の
消
防
本
部
か
ら
の
情
報

（ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
、
写
真
）

・ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
（国
土
交
通
省
三
陸
沿
岸
道
カ
メ
ラ
）
で

延
焼
状
況
を
確
認

・市
役
所
庁
舎
屋
上
か
ら
目
視
に
よ
り
延
焼
拡
大
を
確
認

・日
中
、
自
衛
隊
ヘ
リ
の
空
中
偵
察
動
画
、
民
間
の

Y
o

u
T

u
b

e
ラ
イ
ブ

放
送
に
よ
り
延
焼
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク

3
/
1

7
:3

0
三
陸
町
越
喜
来
：
上
甫
嶺
、

甫
嶺
西
、
甫
嶺
東

1
4

1
(1

,8
9

6
)

3
3

3
(4

,5
9

6
)

・ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
（国
土
交
通
省
崎
浜
漁
港
カ
メ
ラ
）で
延
焼
状
況
を
確
認

・日
中
、
自
衛
隊
ヘ
リ
の
空
中
偵
察
動
画
、
民
間
の

Y
o

u
T

u
b

e
ラ
イ
ブ

放
送
に
よ
り
延
焼
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク

・市
職
員
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
写
真

①
大
船
渡
市
の
林
野
火
災
に
お
け
る
避
難
指
示
の
発
令
状
況
等

※
3
/
7
の

1
0
時
以
降
は
避
難
指
示
の
解
除
段
階
の
た
め
省
略

こ
じ

う
っ
こ
し

あ
っ
た
り

お
お
だ
ち

し
ず

の
ち
の
い
り
お
お
ほ
ら

お
い
か
た

お
き
ら
い

か
み
ほ
れ
い

し
ゅ
く

注
…
打
越
地
区
は
、
対
象
世
帯
数
及
び
対
象
人
数
を
把
握
し
て
い
る
最
小
単
位
で
あ
る
小
路
地
区
の
な
か
の
、
更
に
小
さ
い
地
区
の
た
め
、
不
明
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三
陸
町
綾
里
（
全
域
）

2
,0

6
0
人

避
難
指
示
発
令
済
（
2

/
2

6
 1

4
:2

0
）

赤
崎
町
（
合
足
）
５
４
人

避
難
指
示
発
令
済
（
2

/
2

6
 1

4
:3

2
）

①
参
考

2
月

2
7
日

1
6
時

4
5
分

赤
崎
町
の
避
難
指
示
地
域
拡
大
時

外
口

1
5

2
人

長
崎

1
5

8
人

蛸
ノ
浦

4
7

5
人清
水

1
4

2
人

永
浜

1
2

5
人

第
一
中
学
校

収
容
人
数

2
0

0
人

越
喜
来
小
学
校

収
容
人
数

3
0

0
人

蛸
ノ
浦
漁
村
厚
生
施
設

収
容
人
数

1
0

0
人

2
/2

7
 1

6
：4

5
閉
鎖

（延
焼
拡
大
に
よ
る
）

→
避
難
者
は
主
に
福
祉

の
里
セ
ン
タ
ー
へ
避
難

三
陸
公
民
館

リ
ア
ス
ホ
ー
ル

収
容
人
数

2
0

0
人

凡
例
（緑
枠
）：
２
月
２
６
日
ま
で
に
避
難
指
示
が
発
令
さ
れ
た
区
域

（緑
丸
）：
２
月
２
６
日
ま
で
に
開
設
さ
れ
た
避
難
所

（赤
枠
）：
２
月
２
７
日
１
６
時
４
５
分
に
避
難
指
示
が
発
令
さ
れ
た
区
域

（赤
丸
）：
２
月
２
７
日
１
６
時
４
５
分
以
降
に
開
設
さ
れ
た
避
難
所

大
立

1
4

0
人

東
朋
中
学
校

収
容
人
数

3
5

0
人

2
/2

7
 1

1
：0

0
閉
鎖

（延
焼
拡
大
に
よ
る
）

→
避
難
者
は
主
に
リ
ア
ス

ホ
ー
ル
へ
避
難

福
祉
の
里
セ
ン
タ
ー
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①
参
考

お
お
よ
そ
の
延
焼
範
囲
：2
月

2
7
日

1
７
時
頃
及
び

3
月

7
日

第
１
回
検
討
会
配
布
資
料
２
「
大
船
渡
市
林
野
火
災
の
概
要
」

P3
及
び

P9
よ
り
抜
粋

2
月

2
7
日
１
７
時
頃
に

新
た
に
確
認
さ
れ
た
延
焼
範
囲

2
月
１
９
日
に
発
生
し
た
火
災
の
延
焼
範
囲

2
月

2
6
日
１
５
時
頃
に
確
認
さ
れ
た
延
焼
範
囲

2
月
１
９
日
に
発
生
し
た

火
災
の
延
焼
範
囲

3
月

7
日
ま
で
に

確
認
さ
れ
た
延
焼
範
囲

3
月

8
日

6
時
時
点
の
焼
失
面
積
：
約

2
,9

0
0

h
a

［
3
月

8
日

1
0
時
大
船
渡
市
発
表
］

2
月

2
8
日

8
時
時
点
の
焼
失
面
積
：約

1
,2

0
0

h
a

［
２
月
２

8
日

8
時
大
船
渡
市
発
表
］
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【
ア
：
住
民
の
避
難
状
況
の
把
握
方
法
】

住
民
の
避
難
状
況
の
把
握
方
法
は
以
下
の
と
お
り
。

（
1
）
避
難
所
へ
の
避
難

定
期
報
告
の
時
点
（
7
時
・1

1
時
・1

8
時
な
ど
）の
避
難
者
数
を
速
や
か
に
、
各
避
難
所
か
ら
報
告
を
受
け
、
市
で
と
り
ま
と
め
、
集
計
。

（
2
）
避
難
所
以
外
へ
の
避
難

市
の
防
災
行
政
無
線
を
は
じ
め
、
市
、
岩
手
県
、
陸
前
高
田
市
及
び
住
田
町
の

H
P
や

S
N

S
に
お
い
て
、

『
避
難
指
示
の
発
令
に
伴
い
、
知
人
宅
、
親
戚
宅
に
避
難
し
て
い
る
方
や
車
中
泊
を
し
て
い
る
方
は
、

避
難
者
数
を
把
握
す
る
た
め
、
市
役
所
地
域
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
電
話
番
号
は
、
○
○
で
す
』と
周
知
。

寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
市
の
地
域
福
祉
課
で
と
り
ま
と
め
、
集
計
。

【
イ
：
住
民
の
避
難
の
状
況
（最
大
）
】

避
難
指
示
発
令
後
の
住
民
避
難
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
市
と
し
て
把
握
で
き
て
い
る
も
の
は
以
下
の
と
お
り
。

【
ウ
：
住
民
の
避
難
手
段
】

住
民
の
避
難
手
段
に
関
す
る
デ
ー
タ
等
は
以
下
の
と
お
り
。

〇
避
難
所
へ
の
避
難
者
数
の
合
計
が
約

1
,2

0
0
人
、
避
難
所
へ
の
自
家
用
車
数
の
合
計
数
は

7
0

0
台
弱
。

前
者
に
対
す
る
後
者
の
割
合
が

5
割
を
超
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、

い
ず
れ
の
地
域
に
お
い
て
も
住
民
の
避
難
手
段
と
し
て
は
、
「
自
家
用
車
で
の
避
難
」が
多
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

〇
な
お
、
市
が
所
有
す
る
患
者
輸
送
用
車
両
に
よ
る
送
迎
の
ほ
か
、
近
隣
住
民
で
の
乗
合
い
や
、
社
会
福
祉
法
人
の
送
迎
車
に
よ
る

送
迎
な
ど
の
協
力
も
見
受
け
ら
れ
た
。

②
実
際
の
住
民
の
避
難
行
動
等
の
状
況

〇
避
難
指
示
対
象
世
帯
数
、
人
数

：
1
,8

9
6
世
帯
、
4

,5
9

6
人

〇
避
難
所
へ
の
避
難
者
数
（最
大
（
注
）
）

：
1
,2

4
9
人
（
全
住
民
の

2
7

.１
％
）

〇
避
難
所
以
外
へ
の
避
難
者
数
（最
大
（
注
）
）
：
3

,0
6

1
人
（
全
住
民
の

6
6

.6
％
）

※
市
の
地
域
福
祉
課
調
べ
。
多
く
は
親
戚
宅
へ
の
避
難
。
そ
の
他
、
ホ
テ
ル
や
旅
館
等
宿
泊
施
設
へ
の
避
難
が
見
受
け
ら
れ
た
。

〇
避
難
者
数
の
合
計
（
最
大
（
注
）
）

：
4

,3
1
0
人
（
全
住
民
の

9
3

.7
%
）

注
：
3月
6日
1
8時
時
点
と
3月
7
日
7時
時
点

注
：
3月
6日
1
8時
時
点
と
3月
7
日
7時
時
点

注
：
3月
6日
1
8時
時
点
と
3月
7
日
7時
時
点
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【
エ
：
住
民
の
避
難
行
動
等
の
主
な
状
況
（
時
系
列
）】

避
難
所
へ
の
避
難
者
数
の
時
系
列
推
移
に
つ
い
て
、
ポ
イ
ン
ト
は
以
下
の
と
お
り
。

（
１
）
２
月
２
６
日

1
4
時

2
0
分
の
三
陸
町
綾
里
全
域
及
び
同
日

1
4
時

3
2
分
の
赤
崎
長
合
足
地
区
へ
の
避
難
指
示
発
令
後
、

三
陸
公
民
館
の
避
難
所
に
は
、
同
日

1
8
時
時
点
で
、
約

3
0

0
人
が
避
難
し
て
い
た
。

（
２
）
赤
崎
町
（
大
立
、
永
浜
、
清
水
、
蛸
の
浦
、
外
口
、
長
崎
地
区
）に
避
難
指
示
が
２
月

2
7
日

1
6
時

4
5
分
に
発
令
さ
れ
た
後
、

リ
ア
ス
ホ
ー
ル
の
避
難
者
数
は
、
２
月
２
７
日

7
時
時
点
の

8
5
人
か
ら
、
同
日

1
9
時
時
点
の

2
2

0
人
へ
と
、
1
3

5
人
増
加
し
て
い
る
。

（
３
）
三
陸
町
越
喜
来
（
上
甫
嶺
、
甫
嶺
西
、
甫
嶺
東
）
に
避
難
指
示
が
３
月
１
日

7
時

3
0
分
に
発
令
さ
れ
た
後
、

越
喜
来
小
学
校
の
避
難
者
数
は
、
３
月
１
日
７
時
時
点
の

1
5

6
人
か
ら
、
同
日
１
１
時
時
点
の

2
4

7
人
へ
と
、
9

1
人
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
第
一
中
学
校
の
避
難
者
数
は
、
同
日
７
時
時
点
の

5
9
人
か
ら
、
同
日

1
8
時
時
点
の

1
0

3
人
へ
と
、
4

4
人
増
加
し
て
い
る
。

②
実
際
の
住
民
の
避
難
行
動
等
の
状
況

0 
人

50
 人

10
0 
人

15
0 
人

20
0 
人

25
0 
人

30
0 
人

35
0 
人

2/2618時
2/2619時
2/2621時
2/2622時
2/27７時

2/2719時
2/2720時
2/2721時
2/2722時
2/28７時

2/2811時
2/2818時
2/2819時
2/2820時
2/2821時
2/2822時

3/17時
3/111時
3/118時

3/27時
3/211時
3/218時
3/3７時

3/411時
3/418時

3/57時
3/511時
3/518時

3/67時
3/611時
3/618時

3/77時
3/715時
3/817時
3/917時

3/1015時
3/1018時

リ
ア
ス
ホ
ー
ル
（
盛
町
内
）

第
一
中
学
校
（
立
根
町
内
）

三
陸
公
民
館
（
三
陸
町
越
喜
来
前
田
地
区
内
）

越
喜
来
小
学
校
（
三
陸
町
越
喜
来
小
出
地
区
内
）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
３
）
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【
ア
：
実
際
に
活
用
し
た
避
難
所
を
選
定
し
た
理
由
】

〇
以
下
の
観
点
で
避
難
所
を
選
定
し
た
。

・
火
災
の
影
響
を
受
け
な
い
隣
接
す
る
地
域
で
、
比
較
的
近
く
に
位
置
す
る
避
難
所

・
な
る
べ
く
多
く
の
人
を
収
容
で
き
る
公
共
施
設

〇
三
陸
町
綾
里
地
区
に
所
在
す
る
指
定
避
難
所
は
、
延
焼
の
お
そ
れ
が
あ
っ
た
た
め
開
設
し
な
か
っ
た
。

○
三
陸
公
民
館
（
市
営
）、
福
祉
の
里
セ
ン
タ
ー
（
県
営
）
は
、
指
定
避
難
所
に
指
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

上
記
の
観
点
か
ら
避
難
所
と
し
て
開
設
。
福
祉
の
里
セ
ン
タ
ー
は
岩
手
県
と
市
の
間
で
調
整
し
、
避
難
所
と
し
て
開
設
し
た
。

○
な
お
、
赤
崎
町
内
の
蛸
ノ
浦
漁
村
厚
生
施
設
と
東
朋
中
学
校
の
２
つ
の
指
定
避
難
所
は
、
一
旦
開
設
し
た
後
、

赤
崎
町
方
面
へ
の
延
焼
拡
大
に
よ
り
火
災
の
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

前
者
は
２
月

2
7
日

1
6
時

4
5
分
に
、
後
者
は
同
日

1
1
時
に
そ
れ
ぞ
れ
閉
鎖
し
た
。

【
イ
：
そ
の
他
】

〇
県
か
ら
周
辺
市
町
村
に
呼
び
か
け
を
し
て
も
ら
い
、
保
健
師
を
大
船
渡
市
へ
数
多
く
派
遣
し
た
。

保
健
師
が
、
避
難
所
の
み
な
ら
ず
、
個
人
宅
に
避
難
し
て
い
る
方
を
訪
問
し
た
上
で
、
健
康
状
態
の
確
認
を
行
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

災
害
関
連
死
を
ゼ
ロ
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
（令
和
７
年
６
月
１
６
日
現
在
）
。

③
避
難
所
に
つ
い
て

避
難
所
の
様
子
①

避
難
所
の
様
子
②

122



【
ア
：
避
難
指
示
の
周
知
方
法
】

・
市
防
災
行
政
無
線
（屋
外
子
局
、
戸
別
受
信
機
）

※
大
船
渡
市
の
戸
別
受
信
機
の
設
置
状
況
（令
和
６
年
３
月
３
１
日
時
点
）

1
0

,8
9

6
戸
（
一
部
公
的
機
関
含
む
）
／

1
4

,7
1
9
世
帯

・
市
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
Ｌ
ＩＮ
Ｅ
、
Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
、
Ｘ
、
登
録
制
メ
ー
ル
）へ
の
一
斉
配
信

・
緊
急
速
報
メ
ー
ル
（
2
月

2
6
日

1
4
時

2
0
分

綾
里
全
域
へ
の
避
難
指
示
発
令
以
降
）

・
地
区
有
線
放
送
（
綾
里
田
浜
地
区
、
赤
崎
町
山
口
地
区
）
に
よ
る
地
域
で
の
呼
び
掛
け
（
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
の
み
）

※
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
繰
り
返
し
の
呼
び
か
け
に
加
え
、
戸
別
受
信
機
の
設
置
率
が
市
内
で
約

7
割
と
高
か
っ
た
こ
と
が
、

住
民
避
難
に
効
果
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

※
そ
の
他
、
住
民
へ
の
聞
き
取
り
の
中
で
は
、
避
難
に
結
び
つ
い
た
理
由
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
声
も
寄
せ
ら
れ
た
。

「防
災
行
政
無
線
だ
け
で
は
な
く
、
地
区
有
線
放
送
で
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
た
め
、
よ
り
わ
が
事
感
を
感
じ
た
た
め
避
難
し
た
」

「地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（自
主
防
災
組
織
）が
、
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
等
に
電
話
で
直
接
避
難
準
備
を
促
し
た
こ
と
に
よ
り
、

ス
ム
ー
ズ
な
避
難
に
つ
な
が
っ
た
」

【
イ
：
呼
び
か
け
の
内
容
】

上
記
の
方
法
に
よ
る
呼
び
か
け
の
際
は
、
住
民
が
い
ち
早
く
避
難
す
る
よ
う
、
以
下
の
点
を
意
識
し
た
内
容
と
し
た
。

・
延
焼
拡
大
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
危
機
が
迫
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
こ
と

・
た
だ
ち
に
避
難
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

・
簡
潔
で
あ
る
こ
と

④
避
難
指
示
の
周
知
方
法
等

（参
考
）戸
別
受
信
機
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【
ウ
：
実
際
の
呼
び
か
け
内
容
（メ
ッ
セ
ー
ジ
）】

①
避
難
指
示
発
令
と
同
時

②
避
難
指
示
発
令
か
ら
一
定
時
間
経
過
後

③
避
難
指
示
発
令
地
域
が
広
が
っ
た
際

※
そ
の
他
の
呼
び
掛
け
内
容

④
避
難
指
示
の
周
知
方
法
等

赤
崎
町
合
足
地
内
で
発
生
し
た
林
野
火
災
は
、
延
焼
拡
大
し
て
い
ま
す
。

小
路
・石
浜
・港
・岩
崎
地
域
に
、
避
難
指
示
を
発
令
し
ま
す
の
で
、
た
だ
ち
に
身
の
安
全
を
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

避
難
所
は
、
越
喜
来
小
学
校
体
育
館
、
三
陸
公
民
館
で
す
。

赤
崎
町
合
足
地
内
の
林
野
火
災
は
、
延
焼
拡
大
し
て
い
ま
す
。

た
だ
ち
に
身
の
安
全
を
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

避
難
所
は
、
越
喜
来
小
学
校
体
育
館
、
三
陸
公
民
館
で
す
。

赤
崎
町
合
足
地
内
で
発
生
し
た
林
野
火
災
は
、
延
焼
拡
大
し
て
い
ま
す
。

綾
里
地
区
全
域
に
、
避
難
指
示
を
発
令
し
ま
す
の
で
、
た
だ
ち
に
身
の
安
全
を
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。

避
難
所
は
、
越
喜
来
小
学
校
体
育
館
、
三
陸
公
民
館
で
す
。

甫
嶺
地
域
に
避
難
指
示
が
発
令
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
避
難
所
に
向
か
う
バ
ス
を

9
時
ご
ろ
か
ら
巡
回
し
ま
す
。

停
留
場
所
は
、
鬼
沢
漁
港
入
口
、
甫
嶺
駅
で
す
。

林
野
火
災
が
延
焼
拡
大
し
て
い
ま
す
の
で
、
長
崎
、
外
口
地
域
の
方
は
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

避
難
所
は
、
旧
吉
浜
中
学
校
で
す
。
午
後

6
時
ご
ろ
か
ら
バ
ス
を
巡
回
し
ま
す
。

停
留
場
所
は
、
上
長
崎
、
長
崎
、
外
口
バ
ス
停
で
す
。
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【
イ
：
逃
げ
遅
れ
が
な
い
か
の
確
認
】

・
岩
手
県
警
察
が
自
ら
の
判
断
に
よ
り
巡
回
を
実
施
。

・
市
と
し
て
も
、
下
図
の
地
域
に
お
い
て
市
バ
ス
を
運
行
・
巡
回
し
、
避
難
所
ま
で
の
送
迎
を
実
施
。

な
お
、
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
広
報
で
指
定
し
た
停
車
場
所
に
順
次
停
車
し
、
避
難
者
が
い
な
い
か
周
囲
を
確
認
の
上
、
発
車
。

・
ま
た
、
水
産
会
社
の
外
国
人
従
業
員
宿
舎
に
逃
げ
遅
れ
が
な
い
か
、
声
掛
け
を
行
っ
た
（
す
で
に
避
難
済
み
で
あ
っ
た
）。

⑤
住
民
へ
の
避
難
促
進
の
た
め
の
取
組
等

【
ア
：
避
難
促
進
の
た
め
の
取
組
】

・
市
防
災
行
政
無
線
、
市
公
式

S
N

S
、
地
区
有
線
放
送
な
ど
、
多
様
な
手
段
に
よ
る
避
難
の
呼
び
か
け
等
を
、
複
数
回
実
施

・
自
主
防
災
組
織
が
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
等
に
直
接
電
話
し
、
避
難
準
備
の
促
進
を
実
施

・
一
部
地
域
に
お
い
て
市
バ
ス
を
運
行
・巡
回
し
、
避
難
所
ま
で
の
送
迎
を
実
施

[
市
バ
ス
の
運
行
・巡
回
に
つ
い
て

]
・
市
バ
ス
は
大
型
車

2
8
人
乗
り
１
台
。

・
左
記
①
～
③
の
地
域
を
市
バ
ス

1
台
で
巡
回
。

・
な
お
、
巡
回
し
た
が
、
住
民
は
既
に
避
難
済
み
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
送
迎
者
は
な
し
。

避
難
指
示
対
象
地
域
の
夜
間
に
灯
り
が
あ
る
家
な
ど
、
「
人
が
ま
だ
い
る
疑
い
が
あ
る
」
家
に
対
し
て
各
戸
訪
問
を
実
施
し
た
と
の
こ
と
。

な
お
、
警
察
が
各
戸
訪
問
し
た
家
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
避
難
済
み
の
家
ば
か
り
だ
っ
た
と
の
こ
と
。

②

③

①

①
3
月

1
日
午
前

9
時
頃
巡
回
（甫
嶺
東
・
甫
嶺
西
・上
甫
嶺
）

②
3
月

2
日
午
後
６
時
頃
巡
回
（長
崎
・
外
口
）

③
3
月
２
日
午
後
７
時
頃
巡
回
（清
水
・
蛸
ノ
浦
地
域
）
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住
民
避
難
に
関
し
て
発
災
当
時
に
実
施
し
た
取
組
の
良
か
っ
た
点
や
反
省
・
改
善
点
（当
時
こ
う
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
点
）
は
以
下
の
と
お
り
。

【
ア
：
良
か
っ
た
点
】

・
避
難
指
示
発
令
に
つ
い
て
、
火
災
現
場
写
真
や
消
防
デ
ジ
タ
ル
無
線
な
ど
の
情
報
か
ら
、
対
象
エ
リ
ア
を
特
定
し
、

躊
躇
な
く
発
令
す
る
こ
と
で
、
地
域
住
民
の
身
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

・
避
難
指
示
発
令
に
当
た
っ
て
は
、
防
災
行
政
無
線
（戸
別
受
信
機
）広
報
の
他
、
地
区
有
線
放
送
、
各
種

S
N

S
、
登
録
メ
ー
ル
等
の

複
数
手
段
に
よ
る
情
報
伝
達
が
迅
速
な
避
難
に
つ
な
が
っ
た
。

・
大
船
渡
市
は
、
普
段
か
ら
住
民
参
加
の
避
難
訓
練
等
を
精
力
的
に
行
っ
て
お
り
、
迅
速
な
避
難
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

・
地
域
ご
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
し
っ
か
り
構
築
さ
れ
て
い
る
（
自
主
防
災
組
織
が
機
能
し
て
い
る
）
こ
と
、
顔
の
見
え
る
関
係
、

相
互
の
関
係
性
が
深
い
か
ら
こ
そ
、
防
災
行
政
無
線
の
内
容
や
煙
を
確
認
し
た
後
、
周
囲
に
声
を
掛
け
合
う
な
ど
迅
速
な
避
難
に
繋
が
っ
た
。

【
イ
：
反
省
・
改
善
点
】

・
住
民
へ
の
周
知
の
観
点
か
ら
、
最
初
の
避
難
指
示
の
発
令
の
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
り
緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
活
用
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

※
3
回
目
の
避
難
指
示
（2
月

2
6
日

1
4
時

2
0
分

綾
里
全
域
へ
の
避
難
指
示
発
令
時
）か
ら
活
用
。
な
お
、
発
災
直
後
は
相
当
な

ス
ピ
ー
ド
で
延
焼
拡
大
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
防
災
行
政
無
線
広
報
で
の
避
難
呼
び
掛
け
に
人
員
を
集
中
。

⑥
振
り
返
り

126



大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料16

米国における林野火災対応について

総務省消防庁
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［
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
公
表
資
料
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］

１
発
生
日
時

2
0
2
5
年
１
月

２
発
生
場
所

米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

詳
細
は
右
図

３
被

害

焼
損
面
積
：
約

1
5
,
8
8
6
h
a

死
者
：

3
0
名

建
物
被
害
：

1
6
,
2
5
1
棟
（
全
焼
）

４
気

象

・
昨
年

1
0
月
以
降
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

市
街
地
で
の
降
水
量
は
平
年
の

3
%
程
度
。

・
一
時
は
風
速

3
0
m
/
s
前
後
に
も
な
る
強
風
。

数
十
年
に
一
度
の
暴
風
で
あ
り
、

極
め
て
ま
れ
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
お
け
る
林
野
火
災
対
応
の
概
要
に
つ
い
て

イ
ー
ト
ン

:
1/

7発
生
（
1
/2

7に
完
了
率
9
5%
）

【
被
害
】
（
焼
損
面
積
、
死
者
数
、
建
物
全
焼
数
）

・
約
5
,6
08
ha
、

18
名
、

9,
41
4棟

【
活
動
体
制
】

1
/
1
0
 
1
1
:
4
7
発
表

・
消
防
車
：
2
03
台

・
水
槽
車
：
3
9台

・
ヘ
リ
：
な
し

・
固
定
翼
：
多
数

・
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
：
1
7台

・
総
人
員
：
1
.6
03
人

パ
リ
セ
ー
ズ
:
1/
7発
生
（

2
/1

0に
完
了
率

9
5%
）

【
被
害
】
（
焼
損
面
積
、
死
者
数
、
建
物
全
焼
数
）

・
約
9
,3
79
ha
、

12
名
、

6,
83
7棟

【
活
動
体
制
】

1
/
1
0
 
1
1
:
4
7
発
表

・
消
防
車
：
3
50
台

・
水
槽
車
：
5
7台

・
ヘ
リ
：

2
3機

・
固
定
翼
：
多
数

・
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
：
5
4台

・
総
人
員
：
3
,0
37
人

ケ
ネ
ス

:
1/

9発
生

（
1
/1

1に
完
了
率

9
0%
）

約
42
1h
a

ハ
ー
ス
ト
:
1/

7発
生

（
1
/1

5に
完
了
率
9
8%
）

約
3
20
ha

リ
デ
ィ
ア

:
1/

8発
生

（
1
/1

1に
完
了
率

9
8%
）

約
1
58

ha
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ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
消
防
局

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
郡
消
防
局

オ
レ
ン
ジ
郡
消
防
局

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

森
林
保
護
防
火
局

設
立
年

1
8
8
6
年

1
9
2
3
年

1
9
9
5
年

1
8
8
5
年

概
要

•
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
消
防
局
、
シ

カ
ゴ
市
消
防
局
に
次
ぐ
、
米
国

第
3
の
消
防
局
と
言
わ
れ
て
い
る
。

•
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
郡
内
の
非
法
人

地
域
（
基
礎
自
治
体
未
設
置
地

域
）
及
び
契
約
を
締
結
す
る

5
9

市
、
約

4
0
0
万
人
を
管
轄
し
て
い

る
消
防
局
。

•
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
消
防
局
に
次

ぐ
、
米
国
第

4
の
消
防
局
。

•
オ
レ
ン
ジ
郡
の
非
法
人
地
域
及

び
契
約
を
締
結
す
る

2
3
市
を
管

轄
し
て
い
る
消
防
局
。

•
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
消
防
局

で
、
州
内
の
非
法
人
地
域
及
び

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
郡
を
含
む
契
約

を
締
結
す
る
地
方
自
治
体
に
お

け
る
、
火
災
予
防
、
消
火
活
動
、

環
境
保
護
等
を
主
な
任
務
と
し

て
い
る
。

消
防
力

職
員

3
,
9
0
2
名

消
防
署

1
0
6
署

消
防
車

1
8
2
台

救
助
車

1
台

救
助
・
救
急
車

2
台

救
急
車

9
3
台
（
二
次
救
命
処
置
）

4
3
台
（
一
次
救
命
処
置
）

U
S
A
R

6
隊

ヘ
リ

 
 
6
機

消
防
艇

5
台

そ
の
他

特
殊
災
害
対
応
隊
、

重
機
等

職
員

約
3
,
0
0
0
名

消
防
署

1
7
7
署

消
防
車

1
7
1
台

救
助
・
救
急
車

7
6
台

U
S
A
R

2
隊

ヘ
リ

 
 
1
0
機

消
防
艇

2
台

そ
の
他

特
殊
災
害
対
応
隊
、

重
機
等

職
員

1
,
5
4
4
名

消
防
署

7
8
署

消
防
車

1
3
6
台

救
助
車

1
台

救
助
・
救
急
車

4
台

ヘ
リ

 
 
4
機

そ
の
他

特
殊
災
害
対
応
隊
、

重
機
等

職
員

6
,
1
0
0
名
（
常
勤
）

2
,
6
0
0
名
（
季
節
）

3
,
5
0
0
名
（
受
刑
者
）

消
防
署

2
3
7
署
（
所
有
）

5
7
5
署
（
運
用
の
み
）

消
防
車

3
5
6
台
（
所
有
）

6
2
4
台
（
運
用
の
み
）

ヘ
リ

2
4
機

固
定
翼

3
0
機
（
空
中
消
火
）

1
6
機
（
戦
術
）

そ
の
他

救
急
車
、
重
機
等

［
東
京
消
防
庁
か
ら
の
情
報
提
供
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
林
野
火
災
に
お
け
る
消
防
体
制
に
つ
い
て
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カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
建
物
周
辺
等
の
林
野
火
災
対
策
（
WU
I火
災
対
策
）
に
つ
い
て

［
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局
「
W
I
L
D
F
I
R
E
 
A
C
T
I
O
N
 
P
L
A
N
 
」
及
び
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局

H
P
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］


山
林
と
住
宅
地
に
ま
た
が
る
火
災
に
つ
い
て
、

W
U

I（
W

ild
la

nd
 U

rb
an

 In
te

rfa
ce
）
火
災
と
定
義
さ
れ
、
対
策
さ
れ
て
い
る
。


建
物
か
ら
約

30
ｍ
（

10
0フ
ィ
ー
ト
）
の
範
囲
内
に
つ
い
て
、
建
物
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
３
つ
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
（

Zo
ne

 0
～

2）
し
、

可
燃
物
の
除
去
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
林
野
火
災
か
ら
建
物
へ
の
延
焼
防
止
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
※
）
。

（
※
）

 Z
on

e 
0に
お
い
て
は
、
飛
び
火
に
よ
る
着
火
の
防
止
、

Zo
ne

 に
お
い
て
は
延
焼
防
止
、

Zo
ne

 2
 で
は
延
焼
の
遅
延
の
観
点
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。


ま
た
、
屋
根
・
外
壁
・
デ
ッ
キ
の
耐
火
材
料
へ
の
改
修
、
窓
の
二
重
ガ
ラ
ス
化
、
通
気
口
等
を
金
属
製
メ
ッ
シ
ュ
で
覆
う
な
ど
、
建

物
の
対
策
に
つ
い
て
も
併
せ
て
周
知
さ
れ
て
い
る
。

Z
ON
E
 0

0
～
5
フ
ィ
ー
ト

（
約

1.
5
ｍ
以
内
）

Z
ON
E
 2

30
～
1
00
フ
ィ
ー
ト

 
（
約
9.

1ｍ
～
約
30

.4
ｍ
）

Z
ON
E
 1

5
～
30
フ
ィ
ー
ト

（
約

1.
5
ｍ
～
約
9.
1ｍ
）
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火
の
燃
焼
方
向

火
災
延
焼
を
抑
制
す
る
た
め
、

固
定
翼
に
よ
る
消
火
剤
の
事
前
散
布

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
て
、

飛
び
火
等
の
確
認
と
消
火

消
防
車
に
よ
る

飛
び
火
等
の
消
火

消
防
ホ
ー
ス
を
展
開
し
て
、

警
戒
や
消
火
を
実
施 一
時
避
難
エ
リ
ア
を

確
保

消
防
隊
に
よ
る
建
物

警
戒

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

を
活
用
し
て

防
火
帯
を
構
築


ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
や
消
防
車
は
、
火
災
に
対
し
て
直
接
消
火
を
実
施
す
る
。


固
定
翼
や
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
は
、
消
火
剤
の
散
布
や
防
火
帯
の
構
築
に
よ
り
、
間
接
的
に
火
災
を
抑
制
す
る
。

出
典
：
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局
「

W
IL

DL
AN

D 
U

RB
AN

 IN
TE

RF
AC

E 
O

PE
RA

TI
N

G 
PR

IN
CI

PL
ES

 」
を
消
防
庁
に
お
い
て
日
本
語
訳

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
林
野
火
災
対
応
の
消
火
戦
術
に
つ
い
て

131



カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局
が
所
有
す
る
林
野
火
災
対
応
の
車
両
、
資
機
材
に
つ
い
て

消
防
車

•乗
員
数
：
５
名

•補
助
タ
ン
ク
※
：

5
00
ガ
ロ
ン
（
約
1,
8
92
ℓ）

※
水
槽
車
は
仕
様
で
最
低
容
量

1
,
0
0
0
ガ
ロ
ン
（
約
3
,
7
8
5
ℓ
）
と
さ
れ
て
い
る

•消
防
ポ
ン
プ
：
毎
分

50
0ガ
ロ
ン
（
毎
分
約
1,
89
2
ℓ/
分
）

•総
車
両
重
量
：

35
,0

00
ポ
ン
ド
（
約

15
,8
7
6k

g）

•ホ
イ
ー
ル
ベ
ー
ス
：
四
輪
駆
動
：

17
5イ
ン
チ
（
約

4.
45

m)

/1
8
0イ
ン
チ
（
約

4.
57
m）

 二
輪
駆
動
：

16
7イ
ン
チ
（
約

4.
24

m）

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

•エ
ア
コ
ン
付
き
密
閉
型
キ
ャ
ブ

•防
護
ス
ク
リ
ー
ン
（
Br

us
h 

Gu
a
rd
 S

cr
e
en
s
）

•運
転
席
を
炎
や
熱
か
ら
保
護
す
る
耐
熱
カ
ー
テ
ン
（

Fi
r
e

C
ur
ta

in
s
）

•総
車
両
重
量
：
25

,0
00
～

31
,0
0
0ポ
ン
ド
（
約

11
,
30
0
～

1
4,
00

0k
g
）

•出
力
：
13

0～
16
5
馬
力
（

HP
）

•ブ
レ
ー
ド
幅
：
約

10
フ
ィ
ー
ト
（
約
３

m）

［
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局

HP
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］
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カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局
が
所
有
す
る
林
野
火
災
対
応
の
固
定
翼
に
つ
い
て

［
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局

HP
等
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］

機
種
別

区
分

S
-
2
T

C
-
1
3
0
H

生
産
国
（
製
造
会
社
）

ア
メ
リ
カ
（

G
r
um

ma
n
）

ア
メ
リ
カ

(
Lo

ck
he

ed
 M

ar
tin

)

乗
員

1
名

3
名

最
大
速
度

4
3
4
km

/
h

5
9
2
km

/
h

搭
載
水
量

4
,
5
42
ℓ

1
5
,
14
1
ℓ

燃
料
容
量

1
,
9
68
ℓ

2
6
,
34
3
ℓ
（
製
造
会
社
資
料
よ
り
）

最
大
離
陸
総
重
量

1
3
,
22

2
kg

7
0
,
30

6
kg

最
大
航
続
距
離

1
,
2
87
㎞

4
,
8
28

k
m

１
両
機
と
も
州
内
各
地
に
配
備
さ
れ
、
林
野
火
災
の
初
期
段
階
で
難
燃
剤
を
散
布
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
い
る
。
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ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
郡
消
防
局
、
オ
レ
ン
ジ
郡
消
防
局
が
所
有
す
る
林
野
火
災
対
応
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
つ
い
て

機
種
別

区
分

S
-
7
0

B
e
l
l
4
1
2

生
産
国
（
製
造
会
社
）

ア
メ
リ
カ
（

S
i
ko

rs
k
y）

ア
メ
リ
カ
（

B
e
ll
）

定
員

1
4
名

1
5
名

最
大
速
度

3
0
2
km

/
h

2
6
0
km

/
h

飛
行
制
限

日
中
８
時
間

夜
間
６
時
間

搭
載
水
量

3
,
8
00
ℓ

1
,
3
00
ℓ

燃
料
容
量

1
,
3
62
ℓ

1
,
2
51
ℓ

最
大
離
陸
総
重
量

9
,
9
79

k
g

5
,
5
34

k
g

最
大
航
続
距
離

4
9
6
km

6
6
9
km

※
１

バ
ン
ビ
バ
ケ
ッ
ト
は
、
市
街
地
の
上
空
を
飛
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
配
備
さ
れ
て
い
な
い
。

※
２

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
防
火
局
で
は
「
夜
間
の
飛
行
は
、
人
命
や
重
要
イ
ン
フ
ラ
等
に
脅
威
が
あ
る
場
合
の
み
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
」
と
さ
れ
て
い
る
。

※
３

オ
レ
ン
ジ
郡
の
機
体
は
、
ナ
イ
ト
ビ
ジ
ョ
ン
を
活
用
し
夜
間
の
空
中
消
火
が
可
能
。

※
４

山
頂
コ
マ
ン
ド
セ
ン
タ
ー
に
消
火
栓
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
3
7
,
8
5
0
ℓ
タ
ン
ク
に
充
水
さ
れ
る
。
こ
の
タ
ン
ク
か
ら
少
し
降
り
た
位
置
に

ヘ
リ
給
水
用
タ
ン
ク
４
か
所
（
１
か
所
あ
た
り
3
0
,
0
0
0
ℓ
）
に
送
水
さ
れ
る
。

※
５

ヘ
リ
給
水
用
タ
ン
ク
は
、
常
時
開
放
さ
れ
て
お

り
、
ヘ
リ
が
上
部
に
ホ
バ
リ
ン
グ
し
て
給
水
で
き

る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

※
６

ヘ
リ
給
水
用
タ
ン
ク
へ
の
充
水
速
度
は
、
３
機

の
S
-
7
0
が
５
分
の
間
隔
で
給
水
し
て
も
水
が
な
く

な
る
こ
と
が
な
い
程
度
。

［
東
京
消
防
庁
か
ら
の
情
報
提
供
及
び
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局

HP
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］
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カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
林
野
火
災
対
応
の
技
術
に
つ
い
て

［
東
京
消
防
庁
か
ら
の
情
報
提
供
及
び
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局

HP
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］

・
延
焼
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
、
延
焼
リ
ス
ク
の
把
握
、
非
常
参
集
体
制
や
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
の
待
機
位
置
の
調
整
な
ど
の
ほ
か
、
図
上
訓
練
や
指
揮
官
等
の
教
養
に

活
用
し
、
林
野
火
災
の
発
生
に
備
え
て
い
る
。

※
実
際
に
生
え
て
い
る
木
々
の
水
分
量
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
よ
り
実
態
を
反
映
さ

せ
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能

【
延
焼
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
表
示
結
果
】

延
焼
の
変
化
を

濃
淡
で
表
示

・
山
間
部
に
設
置
さ
れ
た
監
視
カ
メ
ラ
の
映
像
を

AI
が
読
み
取
り
、
煙
と
判
定
さ
れ
た

際
に
は
自
動
で
ア
ラ
ー
ト
を
発
出
す
る
な
ど
、
迅
速
な
対
応
が
出
来
よ
う
に
体
制
を

整
え
て
い
る
。

・
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
全
域
に
赤
外
線
ナ
イ
ト
ビ
ジ
ョ
ン
を
備
え
た
カ
メ
ラ
が

1,
10

0台
以
上
設
置
さ
れ
て
い
る
。

※
AI
火
災
検
知
ツ
ー
ル
は

TI
ME
誌
の

20
23
年
の
最
も
優
れ
た
発
明
の
一
つ
に
選
出
さ

れ
て
い
る

過
去
に
発
生
し

た
火
災
を
表
示

・
湿
度
が
非
常
に
低
く
（
相
対
湿
度

15
%以
下
）
、
強
風
（
約

11
m/

s以
上
の
風
が
６

時
間
持
続
し
、
そ
の
間
、
頻
繁
に
約

15
.6

m/
s以
上
の
風
が
吹
く
。
）
等
が
あ
る
場

合
に
、
国
立
気
象
局
に
よ
っ
て
レ
ッ
ド
フ
ラ
ッ
グ
が
発
令
さ
れ
、
住
民
に
対
し
、

林
野
火
災
発
生
の
危
険
度
が
高
い
旨
、
周
知
さ
れ
る
。

・
森
林
保
護
防
火
局
で
は
、
レ
ッ
ド
フ
ラ
ッ
グ
の
発
令
時
に
住
民
が
適
切
な
行
動
が

と
れ
る
よ
う
、
避
難
時
に
備
え
て
事
前
に
準
備
し
て
お
く
べ
き
も
の
な
ど
の
情
報

（
WI

LD
 
FI
R
E 
A
CT
I
ON

 P
L
AN
）
を
提
供
し
て
い
る
。

【
監
視
カ
メ
ラ
の
表
示
例
】

【
レ
ッ
ド
フ
ラ
ッ
グ
の
発
令
イ
メ
ー
ジ
】

レ
ッ
ド
フ
ラ
ッ
グ
の
発
令

延
焼
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
活
用

A
I
を
活
用
し
た
煙
の
常
時
監
視

135



大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
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韓国における林野火災対応について

総務省消防庁
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韓
国

に
お

け
る

林
野

火
災

の
概

要

［
韓
国
行
政
安
全
部
公
表
資
料
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］

１
発

生
日

時

2
0
2
5
年

3
月

2
1
日

～
2
6
日

※
3月

3
0日

に
1
1件

の
火

災
す

べ
て

の
消

火
が
完

了
し

た
旨

を
発

表

２
発

生
場

所

慶
尚

北
道

な
ど

。
詳

細
は

右
図

。

３
被

害

焼
損

面
積

：
約

4
8
,
2
3
9
h
a

死
者

：
3
1
名

（
慶

北
2
7,
慶
南

4
）

建
物

被
害

：
不

明
（

建
物

被
害

に
関

す
る

記
載
は
な

し
）

４
気

象

・
3
月

2
1
日

～
2
6
日

は
平

均
気

温
が

1
4
.
2
℃

と

過
去

最
高

を
記

録
。

・
慶

尚
北

道
の

相
対

湿
度

は
平

年
比

1
5
%
ほ

ど

低
か

っ
た

。

・
韓

国
の

ほ
と

ん
ど

全
て

の
地

域
で

乾
燥

。

①
慶

尚
南
道

山
清

:3
/2
1

約
1,
8
58
h
a

②
慶

尚
北
道

義
城

:3
/2
2

約
12
,
82
1
ha

③
慶

尚
北
道

安
東

:3
/2
2

約
9,
8
26
h
a

⑥
慶

尚
北
道

:3
/
22

約
5,
0
70
h
a

④
慶

尚
北
道

靑
松

:3
/2
2

約
9,
3
20
h
a

⑪
全

羅
北
道

:3
/
26

約
93
h
a

⑦
忠

清
北
道

:3
/
22

約
40
h
a

⑨
慶

尚
南
道

金
海

:3
/2
2

約
97
h
a

⑧
蔚

山
:3
/2

2 
約

93
1h
a

⑩
蔚

山
:3
/2

5 
約

63
ha

⑤
慶

尚
北
道

盈
德

:3
/2
2

約
8,
0
50
h
a
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韓
国

山
林

庁
が

所
有

す
る

林
野

火
災

対
応

の
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
に

つ
い

て

機
種

別

区
分

大
型

(7
機

)
中

型
 
K
A
-
3
2
(
29
機

)
、

ス
リ

オ
ン

(
3機

)
小

型
(1

1機
)

S
-
6
4

K
A
-
3
2
/
ス

リ
オ

ン
B
e
l
l
-
2
0
6
／

A
S
-
3
5
0

／
／

生
産

国
（

製
造

会
社

）
ア

メ
リ

カ
E
R
I
CK

S
ON

ロ
シ

ア
／

韓
国

K
u
m
AP

E／
K
AI

ア
メ

リ
カ

／
フ

ラ
ン

ス
B
E
L
L／

EU
RO
CO
PT
ER

搭
乗

人
員

3
名

1
8
名

／
14

名
7
名

／
6名

散
水

タ
ン
ク

装
着
後
の

速
度

1
7
8
km

/
h

1
4
8
km

/
h／

24
1
km
/h

1
6
1
km

/
h／

14
8
km
/h

飛
行

時
間

1
5
0分

1
9
0分

／
1
8
0分

2
0
0
分

／
2
0
0
分

搭
載

水
量

8
,
0
00

ℓ
3
,
0
00

ℓ／
2
,0

0
0ℓ

6
0
0
ℓ／

80
0
ℓ

給
油

時
間

1
5
分

1
1
分

／
５

分
５

分
／

５
分

離
着

陸
場
サ

イ
ズ

5
4
×5

4
m

3
3
.
5
×3
3
.
5
m
／

3
6
×3

6
m

2
6
×2

6
m
／

2
5
.
8
×
2
5
.
8m

風
速

限
界

2
0
m
/s

2
0
m/

s／
1
5m

/
s

1
0
m
/s

／
1
0
m/

s

※
１

必
要
に
応
じ
て
環
境
に
や
さ
し
い
無
毒
性
の
遅
延
剤
（
48
時
間
効
果
持
続
）
を
使
用
し
、
延
焼
拡
大
防
止
の
た
め
の
防
御
線
を

構
築
す
る
。

※
２

ス
リ
オ
ン
は
、
夜
間
飛
行
に
よ
る
空
中
か
ら
の
消
火
活
動
も
行
う
が
、
安
全
確
保
の
た
め
バ
ケ
ッ
ト
を
吊
り
下
げ
た
状
態
な
ど
で
は

飛
行
し
な
い
。

［
韓
国
大
使
館
か
ら
の
情
報
提
供
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］
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韓
国

山
林

庁
が

所
有

す
る

林
野

火
災

対
応

の
特

殊
車

両
に

つ
い

て

区
分

①
一

般
的

な
山

火
事

鎮
火

車
両

②
高

性
能

山
火

事
鎮

火
車

両
③

多
目

的
山

火
事

鎮
火

車
両

写
真

車
台

1ト
ン

貨
物

車
ベ

ン
ツ

ユ
ニ
モ

ク
(U
5
02
3
)

キ
ア

 K
-
35
1
C

大
き

さ
全
長
4,
77
5㎜

×
全
幅
1,
74
0㎜

×
全
高
1,
97
0㎜

全
長
6,
92
0㎜

×
全
幅
2,
48
0㎜

×
全
高

3,
37
0㎜

全
長
6,
05
0㎜

×
全
幅
2,
19
5㎜

×
全
高
2,
55
0㎜

搭
載

水
量

8
00
～

1,
20
0
ℓ

3
,5
0
0ℓ

2
,0
0
0ℓ

搭
乗

人
員

2名
2名

4名

放
水

量

・
1
3
㎜

 :
 6
0
ℓ
/
分

 ⇒
 約

1
7
分

・
1
3
㎜

 :
  
6
0
ℓ
/分

 ⇒
 約

5
8
分

・
2
5
㎜

 :
 2
0
0
ℓ
/分

 ⇒
 約

1
8
分

・
4
0
㎜

 :
 5
0
0
ℓ
/分

 ⇒
 約

7
分

・
1
3
㎜

 :
  
6
0
ℓ
/分

 ⇒
 約

3
3
分

・
2
5
㎜

 :
 2
0
0
ℓ
/分

 ⇒
 約

1
0
分

ホ
ー

ス
展
開

1㎞
前

後
2㎞

前
後

2㎞
前

後

備
考

・
水

タ
ン
ク

：
凍
結
防

止

・
付
加
装
備
 :
 ウ

ィ
ン
チ
、
放
水
銃
、

噴
霧
装
置
、
照
明
な
ど

・
装
備
積
載
：
鎮
火
装
備
な
ど

・
水
タ
ン
ク
：
凍
結
防
止

・
付

加
装
備
 :
 ウ

ィ
ン
チ
、

タ
ー
レ
ッ
ト
、

噴
霧

装
置

、
照

明
・

水
タ

ン
ク

：
凍
結
防

止

［
韓
国
大
使
館
か
ら
の
情
報
提
供
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］
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［
韓
国
大
使
館
か
ら
の
情
報
提
供
を
も
と
に
総
務
省
消
防
庁
が
作
成
］

韓
国

山
林

庁
が

所
有

す
る

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

、
特

殊
車

両
の

活
用

イ
メ

ー
ジ

噴
霧

装
置

ス
リ

オ
ン
に

よ
る
夜
間

の
空

中
消

火

夜
間

照
明

水
大

砲
空

中
か

ら
の

遅
延
剤
の

散
布
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諸外国や他分野における技術例について

総務省消防庁
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・
複
雑
な
地
形
や
狭
隘
な
道
が
多
く
、
進
入
や
大
型
車
の
部
署

に
苦
慮
し
た
。
ま
た
、
広
域
に
及
ぶ
活
動
範
囲
へ
の
資
機
材

搬
送
に
時
間
と
労
力
を
要
し
た
。

・
ド
ロ
ー
ン
の
熱
源
探
査
や
熱
画
像
直
視
装
置
を
用
い
た
直

接
消
火
が
効
率
的
だ
っ
た
一
方
で
、
保
有
数
に
限
り
が
あ
り
、

熱
源
検
索
を
実
施
で
き
る
範
囲
が
限
ら
れ
た
。

・
地
上
か
ら
は
延
焼
箇
所
の
全
体
把
握
が
困
難
。

・
継
続
的
な
警
戒
を
行
う
た
め
、
夜
間
・強
風
時

に
お
け
る
上
空
か
ら
の
情
報
収
集
（
ド
ロ
ー

ン
）
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
。

（強
風
に
よ
り
空
中
消
火
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
山
岳
地
飛
行
は
視
認
が
難
し
い
等
の
理
由

か
ら
、
夜
間
の
空
中
消
火
は
実
施
せ
ず
。
）

大
船
渡
市
林
野
火
災
に
お
け
る
消
防
活
動
上
の
課
題

熱
源

第
２
回
検
討
会
で
報
告
さ
れ
た
大
船
渡
市
林
野
火
災
に
お
け
る
消
防
活
動
上
の
課
題
は
次
の
と
お
り
。

【
①
上
空
か
ら
の
消
防
活
動
】

・
山
間
部
で
水
利
が
限
ら
れ
る
ほ
か
、
消
火
栓
の

使
用
制
限
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
消
火
に
必
要

な
水
量
を
確
保
し
に
く
か
っ
た
。

・
消
防
水
利
の
数
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
災
害

現
場
ま
で
の
遠
距
離
送
水
が
必
要
と
な
っ
た
。

（民
間
業
者
が
所
有
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
車
等

に
よ
る
水
利
確
保
が
有
効
だ
っ
た
。
）

【
②
水
利
確
保
】

【
③
悪
路
・
狭
隘
路
で
の
活
動
】

・
被
害
が
広
範
囲
で
あ
っ
た
た
め
、
状
況
の
早
期
把
握
が
難
し

か
っ
た
。

・
刻
々
と
変
化
す
る
火
災
の
全
容
把
握
が
難
し
く
、
特
に
飛
び

火
や
風
向
き
の
変
化
に
よ
る
急
な
延
焼
拡
大
な
ど
の
対
応

に
苦
慮
し
た
。
夜
間
の
監
視
も
課
題
。

・
滑
落
、
落
石
、
倒
木
、
野
生
動
物
対
策
機
材
を
は
じ
め
、
遭
難

や
火
に
囲
ま
れ
る
危
険
性
ま
で
を
も
想
定
し
た
山
間
地
特

有
の
安
全
管
理
が
求
め
ら
れ
た
。

・
活
動
隊
の
分
散
に
加
え
、
傾
斜
地
で
の
活
動
は
安
全
管
理
体

制
が
困
難
だ
っ
た
。

【
④
被
害
状
況
の
把
握
・安
全
管
理
】

活
用
が
考
え
ら
れ
る
技
術

…
高
性
能
ド
ロ
ー
ン
、
画
像
解
析
技
術

活
用
が
考
え
ら
れ
る
技
術

…
超
大
型
水
槽
、
建
設
・林
業
等
技
術

活
用
が
考
え
ら
れ
る
技
術

…
建
設
・
林
業
等
技
術
、
ド
ロ
ー
ン
等

活
用
が
考
え
ら
れ
る
技
術

…
画
像
解
析
技
術

等
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①
上
空
か
ら
の
消
防
活
動

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
地
上
か
ら
は
延
焼
箇
所
の
全
体
把
握
が
困
難
。

・
継
続
的
な
警
戒
を
行
う
た
め
、
夜
間
・強
風
時
に
お
け
る
上
空
か
ら
の
情
報
収
集
（ド
ロ
ー
ン
）の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
た
。

（強
風
に
よ
り
空
中
消
火
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
山
岳
地
飛
行
は
視
認
が
難
し
い
等
の
理
由
か
ら
、
夜
間
の
空
中
消
火
は
実
施
せ
ず
。
）

有
線
で
２
４
時
間
飛
行
で
き
る
ド
ロ
ー
ン

刻
々
と
変
化
す
る
現
場
状
況
を
俯
瞰
し
て
把
握

あ
り
）東
京
消
防
庁
に
お
い
て
導
入
（
大
船
渡
市

林
野
火
災
で
の
使
用
あ
り
）

夜
間
飛
行
で
き
る
高
性
能
ド
ロ
ー
ン

カ
メ
ラ
で
撮
影
し
て
い
る
範
囲
の
対
象
物
の

位
置
を
推
定
で
き
る
た
め
、
広
範
囲
の
熱
源

の
位
置
を
推
定
可
能

農
研
機
構
に
森
林
植
物
観
測
用
と
し
て
導
入

広
範
囲
の
熱
源
位
置
の
推
定
技
術

農
業
分
野

活
用
中
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②
水
利
確
保

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
山
間
部
で
水
利
が
限
ら
れ
る
ほ
か
、
消
火
栓
の
使
用
制
限
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
消
火
に
必
要
な
水
量
を
確
保
し
に
く
か
っ
た
。

・
消
防
水
利
の
数
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
災
害
現
場
ま
で
の
遠
距
離
送
水
が
必
要
と
な
っ
た
。
（民
間
業
者
が
所
有
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー

車
等
に
よ
る
水
利
確
保
が
有
効
だ
っ
た
。
）

超
大
型
仮
設
水
槽

（ス
ペ
イ
ン
）

山
中
で
給
水
ポ
イ
ン
ト
を
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
す
る
た
め
の
仮
設
⽔
槽

最
大
サ
イ
ズ
の
製
品
で

直
径
６

m
容
量

5
6

,0
0

0
L

吸
引
運
搬
車

貯
蓄
水
な
ど
を
吸
い
上
げ
、

運
搬
で
き
る
重
械

最
大
積
載
量
は

4
.7

t

海
外

活
用
中

林
業
分
野

活
用
中

超
大
型
水
槽
付
き
屈
折
放
水
車

（中
国
）

容
量

2
0

tの
大
型
水
槽
を
積
載

最
大
放
水
量
は

6
，
0

0
0

L
 /

m
in

最
大
射
程
は

8
5

m
3
つ
折
り
ブ
ー
ム
は
高
さ
が

2
1
m

大
型
水
槽
付
き
放
水
車

容
量

1
0
ｔの
大
型
水
槽
を
積
載

B
-2
級
動
力
ポ
ン
プ
を
装
備
し
、

1
,0

0
0

L
/
m

in
放
水
が
可
能

遠
隔
操
作
可
能
。

東
京
消
防
庁
、
久
留
米
広
域
消
防

本
部
に
お
い
て
導
入

海
外

活
用
中

ht
tp
s:
//
w
w
w
.s
an
yg
lo
ba
l.c
om
/
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②
水
利
確
保

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
山
間
部
で
水
利
が
限
ら
れ
る
ほ
か
、
消
火
栓
の
使
用
制
限
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
消
火
に
必
要
な
水
量
を
確
保
し
に
く
か
っ
た
。

・
消
防
水
利
の
数
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
災
害
現
場
ま
で
の
遠
距
離
送
水
が
必
要
と
な
っ
た
。
（民
間
業
者
が
所
有
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー

車
等
に
よ
る
水
利
確
保
が
有
効
だ
っ
た
。
）

ド
ラ
ム
の
内
部
に
ら
せ
ん
状
ブ

レ
ー
ド
が
付
い
て
お
り
、
ド
ラ
ム

回
転
に
よ
っ
て
、
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト

が
分
離
、
固
化
し
な
い
よ
う
に
攪

拌
で
き
る
構
造

最
大
積
載
量
は
３
ｔ～

1
0
ｔ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ミ
キ
サ
ー
車

一
般
的
に
は
災
害
や
断
水

な
ど
緊
急
時
の
飲
料
水
輸

送
に
利
用

水
利
確
保
が
可
能
な
状
況

に
お
い
て
消
火
用
水
の
運

搬
に
利
用
可
能

飲
料
水
の
も
の
は
、
最
大

積
載
量
は
４
ｔ弱

給
水
車

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
ど
を
ポ
ン
プ
に
よ

り
輸
送
管
を
通
し
て
目
的
の
場
所
に

圧
送
す
る
建
設
機
械

ブ
ー
ム
の
長
さ
は

2
6

m
級
が
主
流

（
1
0

m
級
～

5
0

m
級
）

特
注
の
専
用
ノ
ズ
ル
あ
り

消
防
放
水
用
ノ
ズ
ル

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ポ
ン
プ
車
に
よ
る

自
然
水
利
か
ら
の
吸
水

建
設
分
野

活
用
中

災
害
時

活
用
中

建
設
分
野

活
用
中
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③
悪
路
・
狭
隘
路
で
の
活
動

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
複
雑
な
地
形
や
狭
隘
な
道
が
多
く
、
進
入
や
大
型
車
の
部
署
に
苦
慮
し
た
。
ま
た
、
広
域
に
及
ぶ
活
動
範
囲
へ
の
資
機
材
搬
送
に
時
間
と
労

力
を
要
し
た
。

背
負
い
式
送
水
装
置
セ
ッ
ト
（ス
ペ
イ
ン
）

2
6

0
L
/
m

in
の
送
水
ポ
ン
プ
と
ホ
ー
ス
、
吸

管
、
管
鎗
を
セ
ッ
ト
で
背
負
え
る
送
水
セ
ッ
ト

世
界

4
5
か
国
で
導
入

モ
ー
タ
ー
ポ
ン
プ
式
背
負
い
式
消
火
器
具

（ス
ペ
イ
ン
）

ブ
ロ
ア
ー
又
は
噴
霧
放
水
に
よ
り
消
火
す
る
装
置

泡
消
火
薬
剤
を
タ
ン
ク
に
混
ぜ
て
使
用
す
る
こ
と
も
可
能

容
量

2
5

L
、
流
量

2
.0

L
/m

in
放
射
距
離
は
約

6
m

多
機
能
ク
ワ

（ス
ペ
イ
ン
）

切
削
、
整
地
、
掘
削
、
破
砕
な
ど

を
1
本
で
可
能

札
幌
市
消
防
局
に
お
い
て

導
入

海
外

活
用
中

海
外

活
用
中

海
外

活
用
中

146



③
悪
路
・
狭
隘
路
で
の
活
動

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
複
雑
な
地
形
や
狭
隘
な
道
が
多
く
、
進
入
や
大
型
車
の
部
署
に
苦
慮
し
た
。
ま
た
、
広
域
に
及
ぶ
活
動
範
囲
へ
の
資
機
材
搬
送
に
時
間
と
労

力
を
要
し
た
。

ポ
ン
プ
と
ホ
ー
ス
が
一
体
と
な
っ
た
軽
量
な

ユ
ニ
ッ
ト
で
、
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
ト
ラ
ッ
ク
等
の
荷

台
に
積
載
可
能

最
大
流
量
は

小
型
の
機
種
で
約

2
0

L
/
m

in
大
型
機
種
で
約

4
0

0
L
/
m

in
ホ
ー
ス
長
は
最
長
で
約

1
0

0
ｍ

ス
キ
ッ
ド
ユ
ニ
ッ
ト
（ス
ペ
イ
ン
）

（
荷
台
積
載
用
消
火
装
置
）

海
外

活
用
中

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ

（
ス
ロ
バ
キ
ア
）

伸
縮
ブ
ー
ム
付
き
シ
ョ
ベ
ル
を
搭
載

全
輪
駆
動
に
よ
り
悪
路
も
走
行
可
能

時
速

1
0

0
ｋ
ｍ
で
走
行
可
能

水
タ
ン
ク

5
0

0
Ｌ
を
有
し
、
高
圧
で
微
細
な
噴
霧
放
水

す
る
こ
と
で
少
量
の
水
に
よ
る
消
火
が
可
能海
外

活
用
中

作
業
床
が
昇
降
し
て
任
意
の
位
置
に

移
動
で
き
る
自
走
式
の
作
業
車

２
ト
ン
車
級
で
最
大
地
上
高
約

1
0

m
の
機
種
も
あ
り
、
消
防
の
は
し
ご
車
が

部
署
で
き
な
い
狭
隘
な
作
業
ス
ペ
ー

ス
で
も
高
所
か
ら
の
活
動
が
可
能

高
所
作
業
車

建
設
分
野

活
用
中

ht
tp
s:
//
w
w
w
.ro
se
nb
au
er
.c
om
/e
n/
at
/r
os
en
ba
ue
r-
gr
ou
p
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タ
ー
ビ
ン
式
消
火
装
置

（イ
タ
リ
ア
）

大
型
タ
ー
ビ
ン
の
大
風
量
と

4
,0

0
0

L
/
m

in
の
大
量
放
水
に
よ
り

大
規
模
火
災
現
場
の
効
果
的
冷
却
・排
煙
・
消
火
が
可
能
（水
滴
が
気

化
す
る
際
の
冷
却
効
果
に
よ
り
、
短
時
間
に
少
な
い
水
で
消
火
可
能
）

タ
ー
ビ
ン
に
よ
る
強
力
な
送
風
で
水
滴
を
最
大

6
0

m
ま
で
放
射
す
る

噴
霧
放
水
が
可
能

少
量
の
水
で
消
火
可
能
な
こ
と
か
ら
、
米
国
で
は
林
野
火
災

に
お
い
て
使
用
事
例
あ
り

③
悪
路
・
狭
隘
路
で
の
活
動

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
複
雑
な
地
形
や
狭
隘
な
道
が
多
く
、
進
入
や
大
型
車
の
部
署
に
苦
慮
し
た
。
ま
た
、
広
域
に
及
ぶ
活
動
範
囲
へ
の
資
機
材
搬
送
に
時
間
と
労

力
を
要
し
た
。

ク
ロ
ー
ラ
駆
動
で
、
災
害
時
の
が
れ
き
等
に

よ
る
悪
路
で
の
走
破
性
を
確
保

小
型
走
破
性
遠
隔
操
作
消
火
ロ
ボ
ッ
ト

林
野
火
災
用
多
機
能
ロ
ボ
ッ
ト
（ス
ペ
イ
ン
）

1
0

0
m
ま
で
遠
隔
操
作
可
能
な
多
機
能
ロ
ボ
ッ
ト

斜
度

5
0

°ま
で
走
行
可
能

油
圧
作
業
機
に
よ
り
下
草
等
の
除
去
を
行
い
延
焼
を
防
止

上
部
に
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
を
取
り
付
け
る
こ
と
で
要
救
助
者
の
搬

送
も
可
能

海
外

活
用
中

海
外

活
用
中

h
tt

p
s
:/

/
w

w
w

.e
m

ic
o

n
tr

o
ls

.c
o

m
/
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③
悪
路
・
狭
隘
路
で
の
活
動

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
複
雑
な
地
形
や
狭
隘
な
道
が
多
く
、
進
入
や
大
型
車
の
部
署
に
苦
慮
し
た
。
ま
た
、
広
域
に
及
ぶ
活
動
範
囲
へ
の
資
機
材
搬
送
に
時
間
と
労

力
を
要
し
た
。

延
焼
阻
止
ラ
イ
ン
に
活
用
で
き
る
⾃
⽴
式
の

放
水
ノ
ズ
ル

現
場
に
設
置
す
る
だ
け
で
最
低
限
の
⼈
員
で

運
⽤
可
能

放
水
距
離
は

2
5

m
〜

4
0

m
流
量
は

1
4

0
〜

8
5

0
L
/m

in
消
⽕
薬
剤
と
の
併
⽤
も
可
能

延
焼
防
止
用
ス
タ
ン
ド
ノ
ズ
ル

（
ス
ペ
イ
ン
）

豊
富
に
水
源
を
確
保

で
き
る
場
合
に
有
効

延
焼
防
止
措
置
と
し

て
既
に
広
く
普
及

延
焼
防
止
用
水
幕
ノ
ズ
ル

海
外

活
用
中
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③
悪
路
・
狭
隘
路
で
の
活
動

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
複
雑
な
地
形
や
狭
隘
な
道
が
多
く
、
進
入
や
大
型
車
の
部
署
に
苦
慮
し
た
。
ま
た
、
広
域
に
及
ぶ
活
動
範
囲
へ
の
資
機
材
搬
送
に
時
間
と
労

力
を
要
し
た
。

消
火
用
ド
ロ
ー
ン
（
消
火
ボ
ー
ル
投
下
方
式
）

ド
ロ
ー
ン
を
用
い
て
迅
速
に
消
火
ボ
ー

ル
を
火
点
に
投
下

（
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
で
拡
声
器
な
ど
を
付

け
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
あ
り
）

海
外

活
用
中

偵
察
用
ド
ロ
ー
ン
及
び
３
機
の
消
火
用
ド
ロ
ー
ン
の
連
携

に
よ
る
連
続
散
水
が
可
能

空
中
消
火
用
水
は
１
機
あ
た
り
４
０
０

L
ま
で
積
載
可
能

自
動
操
縦
で
夜
間
も
活
動
可
能

自
動
空
中
消
火
用
ド
ロ
ー
ン

（
カ
ナ
ダ
）

農
薬
散
布
用
ド
ロ
ー
ン
に
水
又

は
消
火
薬
剤
を
積
載
し
、

噴
霧
散
布
す
る
こ
と
で
延
焼
を

防
止
（
自
助
に
よ
る
消
火
が
可

能
）

農
薬
散
布
型
ド
ロ
ー
ン

農
業
分
野

活
用
中

ht
tp
s:
//
w
w
w
.fi
re
sw
ar
m
so
lu
tio
ns
.c
om
/
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③
悪
路
・
狭
隘
路
で
の
活
動

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
ド
ロ
ー
ン
の
熱
源
探
査
や
熱
画
像
直
視
装
置
を
用
い
た
直
接
消
火
が
効
率
的
だ
っ
た
一
方
で
、
保
有
数
に
限
り
が
あ
り
、
熱
源
検
索
を
実
施

で
き
る
範
囲
が
限
ら
れ
た
。

ハ
ン
ズ
フ
リ
ー
熱
画
像
カ
メ
ラ

熱
画
像
カ
メ
ラ
が
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
装
着
さ
れ
て
い
る
た

め
、
消
火
・
残
火
処
理
時
に
両
手
の
使
用
が
可
能

熱
源
の
常
時
監
視
装
置

赤
外
線
カ
メ
ラ
６
台
で
距
離
１
k
m
の
広
範
囲
を
カ
バ
ー

国
内
で
は
生
産
工
場
等
で
導
入
実
績
あ
り

研
究

開
発
中

産
業
保
安

分
野
活
用
中
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④
被
害
状
況
の
把
握
・
安
全
管
理

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
被
害
が
広
範
囲
で
あ
っ
た
た
め
、
状
況
の
早
期
把
握
が
難
し
か
っ
た
。

・
刻
々
と
変
化
す
る
火
災
の
全
容
把
握
が
難
し
く
、
特
に
飛
び
火
や
風
向
き
の
変
化
に
よ
る
急
な
延
焼
拡
大
な
ど
の
対
応
に
苦
慮
し
た
。
夜
間

の
監
視
も
課
題
。

フ
ラ
ム
マ
ッ
プ
／
フ
ァ
ー
サ
イ
ト
（ア
メ
リ
カ
）

一
定
の
環
境
条
件

(天
候
、
湿
度
等

)か
ら
火
災
の

延
焼
拡
大
確
率
を
予
測

地
形
、
可
燃
物
、
水
分
、
天
候
等
を
入
力
す
る
こ
と

で
、
火
災
の
拡
大
範
囲
等
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

（
令
和
３
年
栃
木
県
足
利
市
林
野
火
災
の
検
証
に

お
い
て
使
用
）

海
外

活
用
中

ウ
ィ
ン
ド
ニ
ン
ジ
ャ
（
ア
メ
リ
カ
）

空
間
的
に
変
化
す
る
風
速
・風
向
の
分
布
を
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
が
提
供
さ
れ
て
お
り
、
誰
で
も

活
用
可
能

（
U

S
D

A
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
農
務
省
）お
い
て
活
用
中
）

海
外

活
用
中

出
典
元
：
ht
tp
s:
//
fir
el
ab
.g
ith
ub
.io
/w
in
dn
in
ja
/t
ut
or
ia
l/
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④
被
害
状
況
の
把
握
・
安
全
管
理

1
2

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
被
害
が
広
範
囲
で
あ
っ
た
た
め
、
状
況
の
早
期
把
握
が
難
し
か
っ
た
。

・
刻
々
と
変
化
す
る
火
災
の
全
容
把
握
が
難
し
く
、
特
に
飛
び
火
や
風
向
き
の
変
化
に
よ
る
急
な
延
焼
拡
大
な
ど
の
対
応
に
苦
慮
し
た
。
夜
間

の
監
視
も
課
題
。

市
街
地
火
災
延
焼
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

出
火
点
、
風
向
、
風
速
等
を
入
力
す
る
こ
と
で
、
延
焼
状
況

を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

消
防
活
動
を
想
定
し
た
延
焼
阻
止
線
を
設
定
す
る
こ
と
が

可
能

消
防
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
開
発
し
、
横
浜
市
、
京
都

市
、
神
戸
市
等
に
お
い
て
導
入

林
野
火
災
発
生
危
険
度
予
測
シ
ス
テ
ム

延
焼
速
度

出
典
元
：
林
野
火
災
発
生
危
険
度
予
測
シ
ス
テ
ム
普
及
資
料

林
床
可
燃
物
含
水
比

・
林
床
に
届
く
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
と
降
水
量
か
ら

可
燃
物
の
水
分
量
を
推
定

・
風
向
・
風
速
、
傾
斜
角
度
か
ら
延
焼
速
度
を
予
測
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④
被
害
状
況
の
把
握
・
安
全
管
理

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
被
害
が
広
範
囲
で
あ
っ
た
た
め
、
状
況
の
早
期
把
握
が
難
し
か
っ
た
。

・
刻
々
と
変
化
す
る
火
災
の
全
容
把
握
が
難
し
く
、
特
に
飛
び
火
や
風
向
き
の
変
化
に
よ
る
急
な
延
焼
拡
大
な
ど
の
対
応
に
苦
慮
し
た
。
夜
間

の
監
視
も
課
題
。

A
Iに
よ
る
炎
の
常
時
監
視
技
術

1
台
の

A
Iカ
メ
ラ
で
約

1
キ
ロ
半
径
を
網
羅
し
、
3

0
セ
ン
チ

の
火
柱
を
発
見

大
洗
町
消
防
本
部
に
お
い
て
導
入

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
映
像
の
活
用
技
術

災
害
現
場
付
近
を
走
る
車
両
の
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
の

映
像
デ
ー
タ
を
消
防
本
部
で
検
索
し
て
確
認

堺
市
消
防
局
に
お
い
て
導
入

京
都
市
消
防
局
に
お
い
て
実
証
実
験
中

＊
京
都
市
消
防
局
で
は
実
証
実
験
中
に
林
野
火
災
の
規
模

を
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
映
像
に
よ
り
早
期
確
認
で
き
た

奏
効
事
例
あ
り

衛
星
赤
外
デ
ー
タ
に
よ
る

火
災
検
出

衛
星
か
ら
の
赤
外
セ
ン
サ

を
用
い
て
火
災
を
検
出

出
典
元
：
衛
星
デ
ー
タ
に
よ
る
能
登
半
島
地

震
被
害
地
域
の
火
災
検
出
（
2

0
2

4
年
度

日
本
火
災
学
会
研
究
発
表
会
概
要
集
）

研
究

開
発
中
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④
被
害
状
況
の
把
握
・
安
全
管
理

【
消
防
活
動
上
の
課
題
】

・
滑
落
、
落
石
、
倒
木
、
野
生
動
物
対
策
機
材
を
は
じ
め
、
遭
難
や
火
に
囲
ま
れ
る
危
険
性
ま
で
を
も
想
定
し
た
山
間
地
特
有
の
安
全
管
理
が

求
め
ら
れ
た
。

・
活
動
隊
の
分
散
に
加
え
、
傾
斜
地
で
の
活
動
は
安
全
管
理
体
制
が
困
難
だ
っ
た
。

耐
火
シ
ェ
ル
タ
ー

（ス
ペ
イ
ン
）

林
野
火
災
に
お
け
る
現
場
活

動
時
に
、
飛
び
火
等
に
よ
り

退
避
経
路
を
確
保
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
に
、
緊
急
的
に

火
炎
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
携

帯
可
能
な
耐
火
シ
ェ
ル
タ
ー

林
野
火
災
に
お
け
る
現
場
活
動
時
に
、
火
煙
に
よ
り
呼
吸
が
難
し
く

な
っ
た
場
合
に
化
学
的
に
酸
素
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
装
置

単
回
使
用
で

3
0
分
程
度
使
用
可
能

気
道
熱
傷
防
止
の
た
め
酸
素
は

5
0
℃
以
下
に
維
持

緊
急
呼
吸
シ
ス
テ
ム

（
ス
ペ
イ
ン
）

海
外

活
用
中 海
外

活
用
中
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料19

効果的な消火薬剤の活用について

総務省消防庁
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
国
内
の
林
野
火
災
対
応
と
し
て
は
、
水
源
が
比
較
的
近
く
に
あ
り
頻
繁
に
繰
り
返
し
散
水
で
き
る
場
合
は
、
消
火
薬
剤
で
は
な
く
水
の
み
を
散

布
す
る
こ
と
が
多
い
。


大
船
渡
市
林
野
火
災
に
お
い
て
は
、
残
火
処
理
に
お
い
て
、
背
負
い
式
水
嚢
や
消
防
車
、
ヘ
リ
用
バ
ケ
ッ
ト
内
で
消
火
薬
剤
（泡
・浸
潤
剤
等
）

を
混
合
し
、
ス
ポ
ッ
ト
的
に
熱
源
等
に
散
布
さ
れ
た
。

活
用
し
た
地
上
部
隊
か
ら
は
少
量
の
水
で
消
火
効
果
が
得
ら
れ
る
た
め
、
隊
員
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
っ
た
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

一
方
、
散
水
効
率
の
低
下
、
環
境
へ
の
影
響
、
機
体
・資
機
材
の
洗
浄
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
意
見
が
あ
っ
た
。
（ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
よ
り
）

水
嚢
内
で
消
火
薬
剤
を
混
合
さ
せ
て
放
水

ヘ
リ
用
バ
ケ
ッ
ト
内
で
消
火
薬
剤
の
混
合

タ
ン
ク
車
か
ら
の
背
負
い
式
水
嚢
へ
の
給
水

消
防
防
災
ヘ
リ
に
よ
る
散
水
状
況

林
野
火
災
で
の
使
用
状
況
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種
別

物
性

消
火
・
延
焼
抑
制
効
果

用
途

延
焼
防
止
剤

(
Lo
n
g-
t
er
m
  

r
et
a
rd
a
nt
s
)

•
主
成
分
は
、
リ
ン
酸

塩
類
で
、
水
と
混
合

し
て
使
用
。

•
水
の
冷
却
効
果
に
加
え
、
リ
ン
酸
塩
類
に

よ
る
燃
焼
を
抑
制
す
る
効
果
が
あ
る
。

•
リ
ン
酸
塩
類
は
水
が
蒸
発
し
て
も
効
果
が

持
続
す
る
た
め
数
日
前
か
ら
散
布
可
能
。

•
主
に
間
接
消
火
に
使
用
さ
れ
る
、
直

接
消
火
に
も
使
用
可
能
。

泡
・
浸
潤
剤

(
Cl
a
ss
 
A 

f
oa
m
s)

•
主
成
分
は
、
界
面
活

性
剤
で
、
水
と
混
合

し
て
使
用
。

•
界
面
活
性
剤
に
よ
り
水
の
表
面
張
力
を
低

下
さ
せ
燃
焼
物
へ
浸
透
さ
せ
や
す
く
し
、

水
の
冷
却
効
果
を
高
め
る
。

•
発
泡
さ
せ
る
と
可
燃
物
の
表
面
を
覆
う
こ

と
で
、
窒
息
や
遮
熱
効
果
も
あ
る
（
持
続

時
間
は
短
時
間
）
。

•
主
に
直
接
消
火
に
使
用
さ
れ
る
、
発

泡
さ
せ
た
場
合
は
、
可
燃
物
表
面
を
覆

う
こ
と
で
間
接
消
火
に
も
使
用
可
能
。

ゲ
ル
剤

(
Wa
t
er
 

e
nh
a
nc
e
rs
)

•
主
成
分
は
、
増
粘
剤

で
、
水
と
混
合
し
て

使
用
。

•
粘
性
の
高
い
ゲ
ル
が
燃
焼
物
に
付
着
し
や

す
く
水
の
冷
却
効
果
を
高
め
る
。

•
可
燃
物
表
面
を
覆
う
こ
と
で
窒
息
や
遮
熱

効
果
も
あ
る
（
持
続
時
間
は
短
時
間
）
。

•
主
に
直
接
消
火
に
使
用
さ
れ
る
、
粘

度
の
高
い
ゲ
ル
は
、
可
燃
物
表
面
を
覆

う
こ
と
で
間
接
消
火
に
も
使
用
可
能
。

製
品
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
種
別
（延
焼
防
止
剤
と
ゲ
ル
な
ど
）
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る

＜
使
用
用
途
＞


直
接
消
火
：
燃
焼
物
に
直
接
散
布
し
て
消
炎
、
残
火
処
理


間
接
消
火
：
未
燃
焼
物
（
林
床
可
燃
物
や
建
物
）
に
散
布
し
て
延
焼
を
防
止

消
火
薬
剤
の
特
性
と
主
な
用
途
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消
火
薬
剤
の
米
国
で
の
活
用
方
法

延
焼
防
止
剤
を
固
定
翼
機
か
ら
空
中
散
布


米
国
で
は
、
林
野
火
災
時
に
消
火
薬
剤
を
散
布
し
て
い
る
。
特
に
固
定
翼
機
を
用
い
て
延
焼
防
止
の
観
点
か
ら
大
量
か
つ
広
範
囲
に
散
布

す
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。


環
境
影
響
へ
の
軽
減
の
た
め
消
火
薬
剤
の
散
布
場
所
の
制
限
が
あ
り
、
水
域
か
ら
一
定
(3
00
ft
(約

90
m)
)の
離
隔
距
離
を
取
る
こ
と
や
絶

滅
危
惧
種
の
生
息
エ
リ
ア
を
避
け
る
よ
う
米
国
農
務
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
I
n
t
e
r
a
g
e
n
c
y
 
W
i
l
d
l
a
n
d
 
F
i
r
e
 
C
h
e
m
i
c
a
l
s
 
P
o
l
i
c
y
 
a
n
d
 

G
u
i
d
a
n
c
e
(
U
.
S
.
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
 
o
f
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
F
o
r
e
s
t
 
S
e
r
v
i
c
e
)
)
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

※
人
命
や
財
産
危
険
が
あ
る
場
合
等
は
除
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る


米
国
農
務
省
に
お
い
て
は
、
延
焼
防
止
剤
、
泡
・
浸
潤
剤
、
ゲ
ル
剤
の
主
に
３
つ
の
種
類
が
あ
り
、
消
火
薬
剤
に
つ
い
て
延
焼
抑
制
性

能
、
健
康
・
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
基
準
が
あ
り
、
個
々
の
製
品
の
認
証
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

出
典
：
米
国
農
務
省
森
林
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

出
典
：
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局
資
料
（

W
ild

la
nd

 U
rb

an
 In

te
rf

ac
e 

op
er

at
in

g 
pr

in
ci

pl
es
）

延
焼
防
止
剤
を
地
上
か
ら
散
布

出
典
：
米
国
消
火
薬
剤
製
造
メ
ー
カ
（

pe
rim

et
er

 so
lu

tio
ns
）
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

延
焼
防
止
剤
の
保
管
・
混
合
装
置
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消
火
薬
剤
の
米
国
で
の
活
用
方
法

火
の
燃
焼
方
向

火
災
延
焼
を
抑
制
す
る

た
め
、
固
定
翼
に
よ
る

延
焼
防
止
剤
を
散
布

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を

用
い
て
飛
び
火
等

の
確
認
と
消
火

消
防
車
に
よ
る

飛
び
火
等
の
消
火

消
防
ホ
ー
ス
を
展
開
し
て
、

警
戒
や
消
火
を
実
施

一
時
避
難
エ

リ
ア
を
確
保

消
防
隊
に

よ
る
建
物

警
戒

ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
を
活
用

し
て
防
火
帯

を
構
築


ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
や
消
防
車
は
、
直
接
消
火
を
実
施
す
る
。


固
定
翼
や
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
は
、
消
火
薬
剤
の
散
布
や
防

火
帯
の
構
築
に
よ
り
、
間
接
的
に
火
災
を
抑
制
す
る
。

火
の
燃
焼
方
向


住
宅
周
り
の
可
燃
物
を
で
き
る
だ
け
除
去
。


建
物
や
周
囲
の
可
燃
物
に
消
火
薬
剤
を
事
前
散
布
。

建
物
や
周
り

の
可
燃
物
に

泡
や
ゲ
ル
を

散
布

部
隊
の
避
難

経
路
の
確
保

可
燃
物
を
除
去

配
備
に
要
す
る

時
間
を
考
慮

消
防
車
と
隊
員

は
と
も
に
行
動

機
材
は
移
動
可

能
な
状
態
に

ホ
ー
ス
ラ
イ

ン
は
最
小

出
典
：
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
森
林
保
護
防
火
局
「

W
IL

DL
AN

D 
U

RB
AN

 IN
TE

RF
AC

E 
O

PE
RA

TI
N

G 
PR

IN
CI

PL
ES

 」
を
消
防
庁
に
お
い
て
日
本
語
訳


米
国
等
で
の
広
域
な
林
野
火
災
に
お
い
て
は
、
空
域
を
分
け
て
固
定
翼
も
含
め
た
複
数
の
航
空
機
に
よ
る
消
火
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。


国
内
に
は
、
河
川
、
湖
、
海
の
自
然
水
利
が
多
く
存
在
し
て
お
り
、

・
水
を
繰
り
返
し
散
水
で
き
る
条
件
に
あ
る
場
合
に
は
、
直
接
消
火
に
お
け
る
消
火
薬
剤
の
優
位
性
は
低
下
す
る
（消
火
薬
剤
を
使
用
す
る

場
合
に
は
運
搬
、
混
合
作
業
が
必
要
）
。

・
米
国
の
よ
う
に
水
域
周
辺
の
エ
リ
ア
を
避
け
よ
う
と
し
た
場
合
、
消
火
薬
剤
を
散
水
す
る
場
所
が
限
ら
れ
た
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

留
意
点
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※
詳
細
は
確
認
中
、
米
国
農
務
省
資
料
を
基
に
消
防
庁
に
お
い
て
作
成

散
布
後

燃
焼
ベ
ッ
ド

（
縦
2
.4
m
、
横
0
.5
m
)

燃
焼
試
験

散
布
有

散
布
無


木
く
ず
等
を
架
台
に
入
れ
燃
焼
ベ
ッ
ト
を
製
作


薬
剤
と
水
の
混
合
物

(
0
.
4
L
/
㎡

)
、

1
0
%
リ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
を
そ
れ
ぞ
れ

の
ベ
ッ
ト
に
散
布
、
燃
焼
ベ
ッ
ト
に
点
火


燃
焼
ベ
ッ
ト

0
.
9
～

2
.
1
m
の
間
の
燃
焼
速
度
と
質
量
減
少
率
を
測
定
。

 
延
焼
速
度
及
び
質
量
減
少
率
：

テ
ス
ト
薬
剤
散
布
＜

1
0
%
リ
ン
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
散
布
⇒
効
果
あ
り

①
物
性
試
験

粘
度
、
密
度
、

pH
、
粒
度

安
定
性
、
腐
食
性
試
験

②
延
焼
抑
制
性
能
試
験
（
試
験
方
法
の
概
要
は
右
の
と
お
り
）

③
健
康
・
環
境
影
響
試
験

使
用
禁
止
物
質
（

PF
OS
等
の
有
毒
物
質
を
含
ま
な
い
）

哺
乳
類
毒
性
（
経
口
・
経
皮
毒
性
試
験
）

水
生
毒
性
（
微
生
物
・
魚
毒
性
試
験
）

認
証
済
製
品
リ
ス
ト
と
し
て
公
表

延
焼
防
止
剤
の
基
準
（
抜
粋
）

出
典
：

S
pe
c
i
f
i
ca
t
i
o
n
 5
10
0
-
3
0
4
d
 J
a
n
 
7
, 
2
0
2
0

Lo
n
g
-
T
er
m
 
R
e
ta
rd
a
n
t
,
 
W
il
d
l
a
n
d 
F
i
r
e
fi
gh
t
i
n
g

(
U.
S
.
D
e
pa
r
t
m
e
nt

o
f
 
A
g
r
i
cu
l
t
u
r
e 
F
o
r
e
st
 S
e
r
v
i
c
e
)

米
国
で
の
消
火
薬
剤
の
評
価
方
法

＊
泡
・
浸
潤
剤
及
び
ゲ
ル
剤
に
つ
い
て
も
基
準
あ
り
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大船渡市林野火災を踏まえた

消防防災対策のあり方に関する検討会
資料20

大船渡市における林野火災の

災害復旧及び二次災害の防止活動

農林水産省林野庁
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1

大
船
渡
市
に
お
け
る
林
野
火
災
の
災
害
復
旧
及
び
二
次
災
害
の
防
止
活
動


大
船
渡
市
林
野
火
災
は
、
３
月
28
日
に
激
甚
災
害
に
指
定
さ
れ
、
森
林
災
害
復
旧
事
業
が
可
能
。
な
り
わ
い
の
再
建
と
と
も
に
、
火
災
前

の
豊
か
な
森
林
の
回
復
に
向
け
た
取
組
を
推
進
。


今
般
の
林
野
火
災
に
よ
っ
て
、
緊
急
に
土
砂
流
出
対
策
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
箇
所
に
つ
い
て
、
順
次
、
災
害
関
連
緊
急
治
山
事
業
を
実

施
。


大
規
模
林
野
火
災
の
復
旧
・
再
建
に
向
け
た
支
援
策

森
林
の
焼
損

〇
森
林
災
害
復
旧
事
業

（
激
甚
災
害
指
定
済
み
）

〇
被
害
木
の
伐
採
・
搬
出
、

伐
採
跡
地
の
再
造
林
等
を
支
援

〇
災
害
関
連
緊
急
治
山
事
業

〇
治
山
事
業

〇
土
砂
流
出
の
恐
れ
の
あ
る
森
林
に

対
し
、
土
砂
流
出
防
止
対
策
を
支
援

〇
上
記
以
外
の
箇
所
に
お
け
る
荒
廃

山
地
の
復
旧
事
業

高
性
能
林
業
機

械
（
４
台
）
、

特
用
林
産
施
設

（
１
箇
所
）

の
焼
損

〇
林
業
・
木
材
産
業
循
環
成

長
対
策

〇
高
性
能
林
業
機
械
や
特
用
林
産
施

設
の
撤
去
・
復
旧
等
を
支
援

国
１
／
２
補
助

県
１
／
６
、
市
１
／
３
等

国
２
／
３
、
県
１
／
３

国
１
／
２
補
助


災
害
関
連
緊
急
治
山
事
業
の
実
施
予
定
箇
所


大
船
渡
市
林
地
再
生
対
策
協
議
会
の
設
置

目
的
：

被
災
地
の
状
況
把
握
及
び
林
野
火
災
被
害
地
の
林
地
再
生
に
向

け
た
取
組
に
つ
い
て
協
議

構
成
：

大
船
渡
市
、
岩
手
県
、
林
野
庁
三
陸
中
部
森
林
管
理
署
、
岩
手

県
森
林
組
合
連
合
会
、
気
仙
地
方
森
林
組
合

※
林
野
庁
本
庁
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加

治
山
ダ
ム
に
よ
る
復
旧
の
イ
メ
ー
ジ

立
木
及
び
植
生
の
損
傷
状
況

次
期
降
雨
に
備
え
、
被
災
地
の
９
箇
所
で
緊
急
対
策
が
必
要
な
箇
所

に
つ
い
て
、
治
山
ダ
ム
の
設
置
等
を
実
施
。


森
林
災
害
復
旧
事
業

被
害
状
況
：
森
林
約
3
,
4
00
h
a
(
調
査
中
)
の
焼
損

対
応
状
況
：

・
ダ
ム
上
流
等
水
源
地
に
あ
る
被
害
地
等
約
1
3
5
h
a

に
つ
い
て
、
４
月
2
5
日
に
復
旧
計
画
概
要
書

を
提
出
。
７
月
中
旬
に
災
害
査
定
予
定
。

・
今
後
、
順
次
、
復
旧
面
積
が
追
加
さ
れ
る
予
定
。

森
林
の
焼
損
状
況

国
１
／
２
、
県
１
／
２
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2

（
参
考
）
今
後
の
主
な
予
定
に
つ
い
て
（
令
和
７
年
度
上
半
期
分
）

第
１
回
大
船
渡
市
林
地
再
生
対
策
協
議
会
資
料
抜
粋
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